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評価書 

様式１－１－１ 中期目標管理法人 年度評価 評価の概要 

１．評価対象に関する事項 
法人名 年金積立金管理運用独立行政法人 
評価対象事業年

度 
年度評価 平成２７年度（第３期） 
中期目標期間 平成２７～３１年度 

 
２．評価の実施者に関する事項 

主務大臣 厚生労働大臣 

 法人所管部局 年金局 担当課、責任者 総務課 宮崎 敦文 大臣官房参事官（資金運用担当） 

 評価点検部局  政策統括官（総合政策担当） 担当課、責任者 政策評価官室 玉川 淳 政策評価官 

 
 
３．評価の実施に関する事項 
理事長・監事からヒアリングを実施するとともに、厚生労働省で開催した独立行政法人評価に関する有識者会議年金ＷＧにおいて有識者から意見聴取を行った。 
 
 
 

 
４．その他評価に関する重要事項 
○ 本法人の業務実績等の総合的な評定については、年金積立金管理運用独立行政法人法第 28 条第 2 項の読替規定により、中期計画の実施状況の調査及び分析のほか、同条第 1 項に規定する年金積立

金の運用が年金財政に与える影響についての検証の結果を踏まえて実施することとされている。 
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様式１－１－２ 中期目標管理法人 年度評価 総合評定様式 

 
１．全体の評定 
評定 
（Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ） 

B （参考）本中期目標期間における過年度の総合評定の状況 
２７年度     
B     

評定に至った理由 項目別評定は 12 項目中Ｂが 10 項目、Ａが２項目であるため、「独立行政法人の評価に関する指針」（以下「評価指針」という。）に基づきＢとした。また、全体の評定を引き下

げる事象はなかった。なお、年金財政に与える影響については、平成 27 年度の運用状況としては名目賃金上昇率を下回っているものの、年金積立金の運用は長期的な観点から

みるべきものであって、年金積立金のこれまでの運用実績は、財政再計算・財政検証上の前提を上回っており、年金財政にプラスの影響を与えている。 
 
２．法人全体に対する評価 
法人全体の評価 全体として、おおむね中期計画における所期の目標を達成していると認められる。なお、特に重大な業務運営上の課題は検出されておらず、全体として順調な組織運営が行われ

ていると評価する。 
全体の評定を行う上で

特に考慮すべき事項 
○年金積立金管理運用独立行政法人法第 28 条第 1 項に規定する年金積立金の運用が年金財政に与える影響についての検証結果 

 
３．項目別評価における主要な課題、改善事項など 
項目別評定で指摘した

課題、改善事項 
運用改善等とガバナンス強化は不断の課題であり、引き続き鋭意取り組むことが求められる。 

その他改善事項 該当なし 

主務大臣による改善命

令を検討すべき事項 
該当なし 

 
４．その他事項 
監事等からの意見 特に記載すべき事項はない 

その他特記事項 特に記載すべき事項はない 
 
※ 昨年度の評価結果と本年度の評価結果については、当省において所管する独立行政法人全般において、相当程度差異が生じている。これは、「平成 26 年度における独立行政法人の業務の実績及び平成 26 年度に中期目標期間を 

終了した独立行政法人の中期目標の期間における業務の実績に関する評価の結果についての点検結果」（平成 27 年 11 月 17 日付独立行政法人評価制度委員会）において、①複数の数値目標を設定して評価する事項について、 
達成度が 120％以上となる指標が少ないにも関わらずＡ評定を付す場合には、合理的な根拠を記載すること、②目標水準自体が実績及び達成すべき水準であるかを検証すること等について指摘を受けたことを踏まえ、本年度の 
主務大臣評価においては、「独立行政法人の評価に関する指針」に則り厳格な評価を実施したことによるものである。 
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様式１－１－３ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定総括表 

 
中期計画（中期目標） 年度評価 項目別 

調書№ 
備考 
 

 中期計画（中期目標） 年度評価 項目別

調書№ 
備考 
  ２７

年度 
２８

年度 
２９

年度 
３０

年度 
３１

年度 
  ２７

年度 
２８

年度 
２９

年度 
３０

年度 
３１

年度 
Ⅰ．国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項  Ⅱ．業務運営の効率化に関する事項  
 管理・運用の基本的な方針、運用

の目標 
B○     Ⅰ－１    効率的な業務運営体制の確立 B     Ⅱ－１  

リスク管理 B○     Ⅰ－２    業務運営の効率化に伴う経費節減、

契約の適正化 
B     Ⅱ－２  

運用手法、運用対象の多様化、株

式運用における考慮事項 
Ａ     Ⅰ－３             

透明性の向上 B○     Ⅰ－４            
基本ポートフォリオ等 B     Ⅰ－５            

 管理及び運用に関し遵守すべき

事項 
Ａ     Ⅰ－６            

管理及び運用能力の向上 B     Ⅰ－７            
調査研究業務 B     Ⅰ－８            
                  

                   
          Ⅲ．財務内容の改善に関する事項  
           財務内容の改善に関する事項 B     Ⅲ－１  

                  
                  
                  

                   
          Ⅳ．その他の事項  
           その他業務運営に関する重要事項 B     Ⅳ－１  

                  
                  
                  

                   
 
※ 重要度を「高」と設定している項目については、各評語の横に「○」を付している。 
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様式１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項） 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ―１ 管理・運用の基本的な方針、運用の目標 

業務に関連する政策・施

策 
国民に信頼される持続可能な公的年金制度を構築すること 当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 
年金積立金管理運用独立行政法人法第 18 条 

当該項目の重要度、難易

度 
重要度：高 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
Ⅸ－１－１ 

 
２．主要な経年データ 
 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度   ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度 
管理及び運

用の具体的

な方針の策

定 

少なくとも毎

年 1回検討 
年 1回 ７回（見直し

の回数） 
     予算額（千円） － － － － － 

決算額（千円） － － － － － 
経常費用（千円） － － － － － 
経常利益（千円） － － － － － 

各資産毎の

ベンチマー

ク収益率の

確保※ 

各資産毎の

ベンチマー

ク収益率の

確保 

国内債券に対する超

過収益率 
－0.23％      行政サービス実

施コスト（千円） － － － － － 

国内株式に対する超

過収益率 
＋0.02％      従事人員数 

－ － － － － 

外国債券に対する超

過収益率 
－0.58％             

外国株式に対する超

過収益率 
＋0.03％             

注）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 
 第３ 国民に対

して提供するサ

ービスその他の

業務の質の向上

に関する事項 
 
 
 
１．年金積立金の

管理及び運用の

基本的な方針 

第１ 国民に対

して提供するサ

ービスその他の

業務の質の向上

に関する目標を

達成するためと

るべき措置 

 

１．年金積立金

の管理及び運用

の基本的な方針 

第１ 国民に対

して提供するサ

ービスその他の

業務の質の向上

に関する目標を

達成するためと

るべき措置 
 
１．年金積立金

の管理及び運用

の基本的な方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上

に関する目標を達成するためとるべき措置 

 

 

 

 

 

 

１．年金積立金の管理及び運用の基本的な方針 

平成２６年１０月に変更された第２期中期目標及び第

３期中期目標では、年金積立金の運用は、財政の現況及

＜評定と根拠＞ 
評定：Ｂ 

以下の評価の視点ごとの自

己評価で示すとおり、運用受

託機関の選定、管理及び評価、

ベンチマークの設定を実施

し、業務方針については、年

金積立金の管理及び運用の向

上等の観点から適切に見直し

た。 

ベンチマーク収益率の確保

評定 Ｂ 
＜評定に至った理由＞ 
 年金事業の運営の安定に資することを目的に、中期

目標で法人に与えた目標を達成するため、長期的な観

点から資産構成割合（基本ポートフォリオ）を定め、

これに基づく適切な管理及び運用が行われている。具

体的には、管理・運用に関する基本的な方針（業務方

針）を適切に定め、適宜見直し、必要に応じて改正を

行っている。 
 ベンチマーク収益率については、４資産中２資産に

おいて、概ねベンチマーク並みの収益率を確保してお

《インプット情報の記載が困難な理由》 
当法人は、年金積立金の管理及び運用業務のみを行っており、財

務情報等については、業務全般のみを管理している。したがって、

評価項目ごとの財務情報等の記載は不可能。 
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年金積立金の

運用は、年金積立

金が被保険者か

ら徴収された保

険料の一部であ

り、かつ、将来の

年金給付の貴重

な財源となるも

のであることに

特に留意し、専ら

被保険者の利益

のために、長期的

な観点から安全

かつ効率的に行

うことにより、将

来にわたって年

金事業の運営の

安定に資するこ

とを目的とし、年

金積立金の管理

及び運用の具体

的方針を策定し

て行うこと。 

また、「積立金

の管理及び運用

が長期的な観点

から安全かつ効

率的に行われる

ようにするため

の基本的な指針」

（平成２６年７

月総務省、財務

省、文部科学省、

厚生労働省告示

第一号。以下「積

立金基本指針」と

いう。）が平成２

７年１０月１日

から適用される

ことを踏まえ、そ

の内容に従って

年金積立金の

運用は、年金積

立金が被保険者

から徴収された

保険料の一部で

あり、かつ、将

来の年金給付の

貴重な財源とな

るものであるこ

とに特に留意

し、専ら被保険

者の利益のため

に長期的な観点

から安全かつ効

率的に行うこと

により、将来に

わたって年金事

業の運営の安定

に資することを

目的として行

う。 

また、「積立金の

管理及び運用が

長期的な観点か

ら安全かつ効率

的に行われるよ

うにするための

基本的な指針」

(平成２６年７

月総務省、財務

省、文部科学省、

厚生労働省第一

号。以下「積立

金基本指針」と

いう。）が平成２

７年１０月１日

から適用される

ことを踏まえ、

その内容に従っ

て年金積立金の

管理及び運用を

年金積立金の

運用は、年金積

立金が被保険者

から徴収された

保険料の一部で

あり、かつ、将

来の年金給付の

貴重な財源とな

るものであるこ

とに特に留意

し、専ら被保険

者の利益のため

に長期的な観点

から安全かつ効

率的に行うこと

により、将来に

わたって年金事

業の運営の安定

に資することを

目的として行

う。 
また、「積立金

の管理及び運用

が長期的な観点

から安全かつ効

率的に行われる

ようにするため

の基本的な指

針」（平成２６年

７月総務省、財

務省、文部科学

省、厚生労働省

第一号）（以下

「積立金基本指

針」という。）が

平成２７年１０

月１日から適用

されることを踏

まえ、その内容

に従って年金積

立金の管理及び

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

び見通しを踏まえ、保険給付に必要な流動性を確保しつ

つ、長期的に積立金の実質的な運用利回り（積立金の運

用利回りから名目賃金上昇率を差し引いたものをいう。）

１．７％を最低限のリスクで確保することされた。第３

期中期計画においては、平成２６年１０月に策定した基

本ポートフォリオが引き続き効率的であることを確認

し、第３期の基本ポートフォリオとして継続することと

した。 

第３期中期目標において、「年金積立金の運用は、年金

積立金が被保険者から徴収された保険料の一部であり、

かつ、将来の年金給付の貴重な財源となるものであるこ

とに特に留意し、専ら被保険者の利益のために、長期的

な観点から安全かつ効率的に行うことにより、将来にわ

たって年金事業の運営の安定に資することを目的とし、

年金積立金の管理及び運用の具体的方針を策定して行う

こと。」とされており、この中期目標を踏まえ、分散投資

を基本として、長期的な観点から策定した基本ポートフ

ォリオに沿って運用した。 

年金積立金の管理及び運用に関する具体的な方針（運

用目標に関すること、資産構成並びに管理及び運用の手

法に関すること、運用受託機関の管理に関すること、資

産管理機関の管理に関すること、運用受託機関の選定及

び評価等に関すること、自家運用に関すること等、以下、

「業務方針」という。）については、年金積立金の管理及

び運用の向上等の観点から、次の見直しを行い、平成２

７年４月１日付け、平成２７年４月２２日付け、平成２

７年６月１８日付け、平成２７年８月１３日付け、平成

２７年９月１６日付け、平成２７年１０月１日付け、及

び平成２８年２月１０日付けで改正を実施し、運用委員

会に報告後、それぞれホームページにおいて公表した。 

《主な改正事項》 

（平成２７年４月１日改正） 

第３期中期目標及び第３期中期計画の策定に併せて、第

２期中期目標及び第２期中期計画からの変更点についての

改正を行った。 

（平成２７年４月２２日改正） 

オルタナティブ資産に関する運用ガイドライン及び配

分・回収等についての記載を追加した。 

（平成２７年６月１８日改正） 

外貨建て投資信託受益証券ファンドにおいて管理及び運

用を行う投資信託の投資対象をインフラストラクチャーか

については、国内債券につい

ては、－０．２３％の超過収

益率となった。国内債券全体

の超過収益率に対して要因分

析を行うと、超過収益率がマ

イナスとなった要因の大部分

は物価連動国債の影響による

ものである。物価連動国債に

ついては、中長期的なデフレ

脱却を見込んでインフレリス

クを軽減するという考え方の

下で組み入れを進めてきた

が、足元の円高及び資源価格

の下落等を背景に市場の期待

インフレ率が低下したため、

－０．２２％の寄与度となっ

た。なお、物価連動国債以外

の国内債券では、－０．０１％

の寄与度と概ねベンチマーク

並みの収益率を確保してい

る。 

外国債券については、－０．

５８％の超過収益率となっ

た。多様な運用プロダクトを

幅広く選定し、ハイイールド

債やエマージング債に分散投

資を進めることによって超過

収益率を獲得するという考え

方の下で、運用受託機関構成

の見直しを実施したが、その

移管期間中（７～９月）の中

国の景気減速懸念等による市

場の急変の影響を受け、４～

９月は－０．４５％の超過収

益率となった。一方、マネジ

ャー・ストラクチャー再構築

後の１０月～３月において

は、再び中国の景気減速懸念

が高まり、また原油価格が下

落した。ＥＣＢは２度の金融

緩和を行い、ユーロ圏の長期

り、また、管理する積立金全体として複合ベンチマー

ク収益率と同水準の収益率を確保している。 
以上を踏まえれば、年度計画を達成しており、「Ｂ」

と評価する。 
 
 
 
＜指摘事項、業務運営上の課題及び改善方策＞ 
各資産毎にベンチマーク並みの収益率が確保でき

るよう、一層努力することが望まれる。 
 
 
＜その他事項＞ 
（外部有識者の意見） 
・27 年度運用結果は、マイナス額が巨額であり、評価

に反映しないわけにはいかないのではないか。 
・収益額については、法人自身がコントロールできな

かった部分が相当あり、絶対額を議論しても仕方がな

い。複合ベンチマーク収益率に対して 0.00 というのは

Ｂ評価に相当すると理解している。 
・物価連動国債を複合ベンチマーク収益率に入れた場

合も示すと良い。外国債券に対する要因分解について

為替の部分とそれ以外の部分の影響を分析すること

も検討してはどうか。 
 
（参考） 
・年金積立金の運用実績は、平成２７年度では名目賃

金上昇率を４.１２％下回っているものの、平成１３

年度からの１５年間の平均では名目賃金上昇率を３.

１３％上回っている。 

年金積立金の自主運用開始（平成１３年度）からこ

れまでの運用実績は、財政再計算・財政検証上の前提

を上回っており、年金積立金の運用が年金財政にプラ

スの影響を与えている。 
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年金積立金の管

理及び運用を行

うこと。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２．運用の目標、

リスク管理及び

運用手法 

行う。 

このため、分

散投資を基本と

して、管理運用

主体（年金積立

金管理運用独立

行政法人、国家

公務員共済組合

連合会、地方公

務員共済組合連

合会及び日本私

立学校振興・共

済事業団をい

う。以下同じ。）

が共同して、積

立金の資産の構

成の目標（以下

「モデルポート

フォリオ」とい

う。）を定め、こ

れを参酌して、

長期的な観点か

らの資産構成割

合（以下「基本

ポートフォリ

オ」という。）を

策定し、年金積

立金の運用を行

う。 

なお、その際

には、年金積立

金の管理及び運

用に関する具体

的な方針を策定

し、公表すると

ともに、少なく

とも毎年１回検

討を加え、必要

があると認める

ときは速やかに

見直しを行う。 

運用を行う。 
このため、分

散投資を基本と

して、管理運用

主体（年金積立

金管理運用独立

行政法人、国家

公務員共済組合

連合会、地方公

務員共済組合連

合会及び日本私

立学校振興・共

済事業団をい

う。以下同じ。）

が共同して、積

立金の資産の構

成の目標（以下

「モデルポート

フォリオ」とい

う。）を定め、こ

れを参酌して、

長期的な観点か

らの資産構成割

合（以下「基本

ポートフォリ

オ」という。）を

策定し、年金積

立金の運用を行

う。 
なお、その際

には、年金積立

金の管理及び運

用に関する具体

的な方針を策定

し、公表すると

ともに、平成２

７年度中に少な

くとも１回検討

を加え、必要が

あると認めると

きは速やかに見

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

らオルタナティブ資産に変更する改正を行った。 

（平成２７年８月１３日改正） 

 外国債券について、運用対象にハイイールド債の追加及

び評価ベンチマークをシティ世界国債インデックスにする

改正を行った。 

（平成２７年９月１６日改正） 

 国連責任投資原則への署名に併せて、ＥＳＧに関する取

組み及び公表に関する記載を追加した。 

（平成２７年１０月１日改正） 

 管理運用の方針に関する記載を追加した。 

（平成２８年２月１０日改正） 

 運用受託機関、資産管理機関及びトランジション・マネ

ジャーについて、総合評価の評価項目に情報セキュリティ

対策に関する記載を追加した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．運用の目標、リスク管理及び運用手法 

（１）運用の目標 

① 年金積立金全体の資産構成割合が基本ポートフォリオ

金利が大幅に低下したため、

ユーロ圏の債券のアンダーウ

ェイトがマイナスに寄与し

た。また米国での利上げ観測

が後退し、米ドルが下落した

ため、米ドルのオーバーウェ

イトもマイナスに寄与した。

結果として、この間は－０．

１４％の超過収益率となっ

た。 

内外株式については、プラ

スの超過収益率を確保した。 

ＧＰＩＦの運用について

は、各資産毎のベンチマーク

収益率に対する超過収益率の

確保と基本ポートフォリオの

乖離許容幅の中での機動的な

運用が求められている。これ

らの効果を評価するために運

用資産全体に係る収益率と複

合ベンチマーク収益率（各資

産のベンチマーク収益率を基

本ポートフォリオで加重した

もの）との比較により要因分

析をすると、国内債券及び外

国債券の超過収益率がマイナ

スであったことがマイナスに

寄与（個別資産要因）したも

のの、資産配分においてベン

チマーク収益率の高かった国

内債券が基本ポートフォリオ

に対してオーバーウェイトと

していること等がプラスに寄

与（資産配分要因）し、複合

ベンチマーク収益率と同水準

の収益率を確保している（差

は０．００％ ）ことも踏まえ、

Ｂと評価する。 
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（１）運用の目標 
年金積立金の

運用は、厚生年金

保険法第２条の

４第１項及び国

民年金法第４条

の３第１項に規

定する財政の現

況及び見通しを

踏まえ、保険給付

に必要な流動性

を確保しつつ、長

期的に積立金の

実質的な運用利

回り（積立金の運

用利回りから名

目賃金上昇率を

差し引いたもの

をいう。）１．７％

を最低限のリス

クで確保するこ

とを目標とし、こ

の運用利回りを

確保するよう、年

金積立金の管理

及び運用におけ

る長期的な観点

からの資産構成

割合（以下「基本

ポートフォリオ」

という。）を定め、

これに基づき管

理を行うこと。 
その際、市場の

価格形成や民間

の投資行動等を

歪めないよう配

慮すること。 

上記の事項は、

年金事業の運営

の安定のための

 

２．運用の目標、

リスク管理及び

運用手法 

（１）運用の目

標 

年金積立金の運

用は、厚生年金

保険法第２条の

４第１項及び国

民年金法第４条

の３第１項に規

定する財政の現

況及び見通しを

踏まえ、保険給

付に必要な流動

性を確保しつ

つ、長期的に積

立金の実質的な

運用利回り（積

立金の運用利回

りから名目賃金

上昇率を差し引

いたものをい

う。）１．７％を

最低限のリスク

で確保すること

を目標とし、こ

の運用利回りを

確保するよう、

年金積立金の管

理及び運用にお

ける長期的な観

点からの基本ポ

ートフォリオを

定め、これを適

切に管理する。 

その際、市場の

価格形成や民間

の投資行動等を

歪めないよう配

直しを行う。 
 
２．運用の目標、

リスク管理及び

運用手法 
（１）運用の目

標 
① 基本ポート

フォリオに基づ

きリバランス等

を行い、これを

適切に管理す

る。 
② 運用受託機

関の選定、管理

及び評価を適切

に実施すること

等により、平成

２７年度におけ

る各資産ごとの

ベンチマーク収

益率を確保する

よう努めるとと

もに、中期目標

期間においても

各資産ごとのベ

ンチマーク収益

率を確保する。 
 ベンチマーク

については、中

期計画に基づく

適切な市場指標

を用いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜評価の視点＞ 

（１）各年度にお

いて、各資産ごと

に、各々のベンチ

マーク収益率を

確保するよう努

めるとともに、中

期目標期間にお

いて、各資産ごと

のベンチマーク

収益率が確保さ

れているか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の乖離許容幅を超えて乖離している場合には、その範囲

内に収まるようにリバランスを行い、適切に管理するこ

ととしている。 

平成２７年度においては、乖離許容幅を超過すること

はなかった。 

 ② 

【運用受託機関の選定】 

  運用受託機関の選定に当たっては、年金積立金の運用

を受託するために必要な認可や年金資産の運用残高等満

たすべき要件を定めて公募を実施することとしている。 

外国債券アクティブ運用及びパッシブ運用について、

第３次審査を実施し、運用委員会の審議を経た上で、運

用機関を選定した。 

 

【運用受託機関の管理及び評価】 

ア 運用受託機関の管理は、毎月１回、運用実績やリスク

の状況について報告を求め、適宜必要な措置を取ること

により行うこととしている。 

選定時の投資方針等の維持、法令遵守の確保等のため、

各運用受託機関ごとに運用方法等に係るガイドラインを

提示し、その遵守が確保されているかを定期ミーティン

グ等において報告を受ける等の方法により行っている。 

平成２７年度においては、定期ミーティングを実施し

たほか、毎月１回各運用受託機関の運用状況、リスク管

理状況を取りまとめ、問題点の有無を確認し、必要に応

じ運用受託機関と協議するなど適切に対応した。 

定期ミーティングを次のとおり実施した。 

ⅰ 外国株式アクティブ運用受託機関（１５ファンド）： 

１１月２４日～１２月１４日 

ⅱ 国内債券・国内株式・外国株式パッシブ運用受託機

関（２２ファンド）：１２月１６日～１２月１８日 

ⅲ 国内株式アクティブ運用受託機関（１７ファンド）： 

１月１２日～１月２２日 

ⅳ 国内債券アクティブ運用受託機関（９ファンド）： 

１月２５日～２月３日 

イ 運用受託機関の評価については、定性評価（運用スタ

イルの根拠等の投資方針、戦略決定等の運用プロセス、

組織・人材等）及び定量評価（パッシブ運用については

超過収益率とトラッキングエラー、アクティブ運用につ

いては超過収益率とインフォメーション・レシオ）に基

づき総合評価を行った。 

 

 

 

【対複合ベンチマークの超過

収益率の要因分析】 

 

 

 

 

【評価の視点】 
（１） ４資産中２資産（内

外株式）について、プラスの

超過収益率を確保することが

できたものの、他の２資産（内

外債券）についてはベンチマ

ーク収益率を下回る結果とな

った。 
国内債券については、－０．

２３％の超過収益率となっ

た。国内債券全体の超過収益

率に対して要因分析を行う

と、超過収益率がマイナスと

なった要因の大部分は物価連

動国債の影響によるものであ

る。物価連動国債については、

中長期的なデフレ脱却を見込

んでインフレリスクを軽減す

るという考え方の下で組み入

れを進めてきたが、足元の円

高及び資源価格の下落等を背

景に市場の期待インフレ率が

低下したため、－０．２２％

の寄与度となった。なお、物

資産配分要因
①

個別資産要因
②

その他要因
（誤差含む）

③
①＋②＋③

国内債券 0.11% -0.07% -0.01% 0.03%

国内株式 0.05% 0.01% -0.00% 0.05%

外国債券 -0.04% -0.09% 0.01% -0.12%

外国株式 0.02% 0.01% -0.00% 0.03%

短期資産 0.07% 0.00% 0.00% 0.07%

合　計 0.21% -0.15% -0.06% 0.00%
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主要な役割を果

たすことから、重

要度が高いもの

とする。 

（２）ベンチマー

ク収益率の確保 
各年度におい

て、各資産ごと

に、各々のベンチ

マーク収益率（市

場平均収益率）を

確保するよう努

めるとともに、中

期目標期間にお

いて、各々のベン

チマーク収益率

を確保すること。 
ベンチマーク

については、市場

を反映した構成

であること、投資

可能な有価証券

により構成され

ていること、その

指標の詳細が開

示されているこ

と等を勘案しつ

つ適切な市場指

標を用いること。 

上記の事項は、

効率的な運用を

行うための主要

な役割を果たす

ことから、重要度

が高いものとす

る。 

 

慮する。 

また、運用受託

機関の選定、管

理及び評価を適

切に実施するこ

と等により、各

年度における各

資産ごとのベン

チマーク収益率

を確保するよう

努めるととも

に、中期目標期

間においても各

資産ごとのベン

チマーク収益率

を確保する。 

ベンチマークに

ついては、市場

を反映した構成

であること、投

資可能な有価証

券により構成さ

れていること、

その指標の詳細

が開示されてい

ること等を勘案

しつつ適切な市

場指標を用い

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）各年度にお

いて、各資産ごと

のベンチマーク

収益率が確保さ

れるよう、運用受

託機関の選定、管

また、評価に当たっては、事前に運用実績や運用受託

機関の管理状況等を取りまとめ、各運用受託機関の問題

点を確認した上で実施した。 

ウ 総合評価結果により、以下の運用受託機関について解

約、並びに資金の一部回収及び資金配分停止を行うこと

とした。 

・解約 

 →国内株式アクティブ運用受託機関 １ファンド 

→外国株式アクティブ運用受託機関 ２ファンド 

・資金の一部回収及び資金配分停止 

 →外国株式アクティブ運用受託機関 ３ファンド 

エ 国内株式アクティブ運用において、伝統的アクティブ

運用との分散投資効果を高めることを目的に、スマート

β型アクティブ運用の割合を増やし、国内株式アクティ

ブ全体の安定的な超過収益の確保に努めた。 

オ 自家運用に係る取引先の評価については、債券の売買

の取引先としての証券会社並びに短期資産の運用先とし

ての銀行、証券会社及び短資業者に係る取引執行能力、

事務処理能力、情報セキュリティ対策等について総合的

な評価を行い、既存の取引先については継続することに

問題がないことを確認した（自家運用に係る取引先の評

価については、第１.２.（２）【自家運用】において詳述。）。  

自家運用に係る債券貸付運用先については、組織体制、

事務処理能力及び収益についての評価を実施し、貸付運

用先として継続することに問題がないことを確認した。 

 

【平成２７年度末時点】 

・NOMURA-BPI「除く ABS」型パッシブファンド 

貸付運用資産：５，６５７億円 

収益額  ：１億円 

・NOMURA-BPI 国債型パッシブファンド 

貸付運用資産：１兆３，０００億円 

収益額 ：５億円 

・キャッシュアウト等対応ファンド 

貸付運用資産：９兆５，９０８億円 

収益額  ：２９億円 

 

 

【各資産ごとの対ベンチマーク超過収益率】 

平成２７年度の市場運用分の資産ごとのベンチマークに

対する超過収益率は、次のとおりである。 

価連動国債以外の国内債券で

は、－０．０１％の寄与度と

概ねベンチマーク並みの収益

率を確保している。  
外国債券については、－０．

５８％の超過収益率となっ

た。多様な運用プロダクトを

幅広く選定し、ハイイールド

債やエマージング債に分散投

資を進めることによって超過

収益率を獲得するという考え

方の下で、運用受託機関構成

の見直しを実施したが、その

移管期間中（７～９月）の中

国の景気減速懸念等による市

場の急変の影響を受け、４～

９月は－０．４５％の超過収

益率となった。一方、マネジ

ャー・ストラクチャー再構築

後の１０月～３月において

は、再び中国の景気減速懸念

が高まり、また原油価格が下

落した。ＥＣＢは２度の金融

緩和を行い、ユーロ圏の長期

金利が大幅に低下したため、

ユーロ圏の債券のアンダーウ

ェイトがマイナスに寄与し

た。また米国での利上げ観測

が後退し、米ドルが下落した

ため、米ドルのオーバーウェ

イトもマイナスに寄与した。

結果として、この間は－０．

１４％の超過収益率となっ

た。 
 

（２）業務方針に基づき、適

切に運用受託機関等の選定、

管理及び評価を行った。また、

アクティブ運用において多く

のマネジャー・ベンチマーク

を採用している国内株式及び
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理及び評価を適

切に実施してい

るか。また、運用

受託機関の評価

に際して、適切な

評価指標を設け、

評価を行い、評価

結果に基づく必

要な対応がとら

れているか。特に

アクティブ運用

について、適切な

評価・分析が行わ

れているか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）各年度にお

ける各資産の収

益率とベンチマ

ーク収益率が乖

離した場合には、

ベンチマーク選

択効果、運用受託

機関選択効果を

切り分ける等、当

該乖離について

の分析が行われ、

必要な対応がと

られているか。 

●平成２７年４月～平成２８年３月 

 
平成２７年度においては、国内債券及び外国債券はマイナス

の超過収益率となり、国内株式及び外国株式については、プラ

スの超過収益率となった。 

国内債券については、－０．２３％の超過収益率となった。

国内債券全体の超過収益率に対して要因分析を行うと、超過収

益率がマイナスとなった要因の大部分は物価連動国債の影響に

よるものである。物価連動国債については、中長期的なデフレ

脱却を見込んでインフレリスクを軽減するという考え方の下で

組み入れを進めてきたが、足元の円高及び資源価格の下落等を

背景に市場の期待インフレ率が低下したため、－０．２２％の

寄与度となった。なお、物価連動国債以外の国内債券では、－

０．０１％の寄与度と概ねベンチマーク並みの収益率を確保し

ている。 

外国債券については、－０．５８％の超過収益率となった。

多様な運用プロダクトを幅広く選定し、ハイイールド債やエマ

ージング債に分散投資を進めることによって超過収益率を獲得

するという考え方の下で、運用受託機関構成の見直しを実施し

たが、その移管期間中（７～９月）の中国の景気減速懸念等に

よる市場の急変の影響を受け、４～９月は－０．４５％の超過

収益率となった。一方、マネジャー・ストラクチャー再構築後

の１０月～３月においては、再び中国の景気減速懸念が高まり、

また原油価格が下落した。ＥＣＢは２度の金融緩和を行い、ユ

ーロ圏の長期金利が大幅に低下したため、ユーロ圏の債券のア

ンダーウェイトがマイナスに寄与した。また米国での利上げ観

測が後退し、米ドルが下落したため、米ドルのオーバーウェイ

トもマイナスに寄与した。結果として、この間は－０．１４％

の超過収益率となった。 

 

外国債券については、ベンチ

マーク選択効果、運用受託機

関選択効果を切り分けた分析

を行った。さらに前年度の課

題であった国内株式アクティ

ブ運用においては、分散投資

効果の向上を目的として、伝

統的アクティブ運用と相関の

低いスマートβ型運用を伝統

的アクティブ運用と同程度に

増加させることとし、国内株

式アクティブ運用におけるス

マートβ型運用の比率を年度

初の36％程度から年度末には

52％程度まで拡大させた。ス

マートβ型運用における低ボ

ラティリティ特性を有するフ

ァンドが、市場の下落局面で

大きな超過収益を獲得するな

ど、平成 27 年度はスマートβ

型運用が+2.57％（伝統的アク

ティブ運用は▲0.46％）とＴ

ＯＰＩＸを大きく上回るとと

もに、アクティブ全体の安定

的な超過収益の確保に寄与し

ており、所期の目標を達成し

ていると考える。 

 

（３）各運用受託機関等の運

用状況について、毎月１回、

報告を受けるとともに、新た

にベンチマーク選択効果、運

用受託機関選択効果を評価ベ

ンチマークごとに切り分けた

乖離についての分析を行うな

ど、適切に運用受託機関の管

理等を行うことができたこと

から、所期の目標を達成して

いると考える。 
 

 

（単位：％）

超過収益率

（Ａ）－（Ｂ）

国内債券 -0.23 

+0.02

-1.49 

国内株式 +0.02

-0.13 

+0.92

外国債券 -0.58 

+0.04

-0.86 

外国株式 +0.03

+0.04

+0.09

パッシブ運用

アクティブ運用

パッシブ運用

アクティブ運用

パッシブ運用

アクティブ運用

パッシブ運用

アクティブ運用
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（４）ベンチマー

クについては、市

場を反映した構

成であること等

を勘案した適切

な市場指標を設

定しているか。 

 

 

 

（５）年金積立金

の管理及び運用

に関する具体的

な方針について

は、少なくとも毎

年 1 回検討を加

え、必要に応じて

速やかに見直し

を行ったか。 

 

●ベンチマークに対する超過収益率の要因分析は、次のとおり

である。 

 

●運用受託機関選択効果であるファンド要因及びベンチマーク

選択効果であるベンチマーク要因は、次のとおりである。 

 

 

［国内債券］ 

 

（４）ベンチマークについて

は、市場を反映した構成であ

り、投資可能な有価証券によ

り構成され、かつ、その指標

の詳細が開示されていること

を勘案しつつ、適切な市場指

標を用いたことから、所期の

目標を達成していると考え

る。 
 

（５）業務方針について、随

時見直しを実施し、必要に応

じて改正が行われており、所

期の目標を達成していると考

える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈課題と対応〉 

 国内債券及び外国債券にお

いて、ベンチマーク並みの収

益率を確保することができな

かったことから、マネジャ

ー・ベンチマークの組み合わ

せ及び個別運用機関の運用状

況等について検証する。 

要因分析

国
内
債
券

アクティブ運用については、国債セクターの銘柄選択（物価連動国債）等がマ
イナスに寄与した。また、パッシブ運用については、概ねベンチマーク並みの
収益率となり、国内債券全体では、－０.２３％の超過収益率となった。

国
内
株
式

アクティブ運用については、情報・通信業及び電気機器セクターの銘柄選択等
がプラスに寄与した。また、パッシブ運用については、マネジャー・ベンチ
マークであるＪＰＸ日経４００及びＭＳＣＩ Ｊａｐａｎ Ｓｔａｎｄａｒｄ
（グロス）の収益率が、ＴＯＰＩＸ（配当込み）の収益率より低かったこと等
がマイナスに寄与した。国内株式全体では、概ねベンチマーク並みの収益率と
なった。

外
国
債
券

アクティブ運用については、米ドル建て債券の時価構成割合がベンチマークに
比べて高めになっていたこと等がマイナスに寄与した。また、パッシブ運用に
ついては、概ねベンチマーク並みの収益率となり、外国債券全体では、－０.
５８％の超過収益率となった。

外
国
株
式

アクティブ運用については、先進国市場においては、概ねベンチマーク並みの
収益率となり、エマージング市場においては、銀行、消費者サービス及び食
品・飲料・タバコセクターの銘柄選択等がプラスに寄与した。また、パッシブ
運用については、概ねベンチマーク並みの収益率となり、外国株式全体では、
概ねベンチマーク並みの収益率となった。

ﾌｧﾝﾄﾞ要因
①

ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸ
要因②

その他要因
③

超過収益率
①＋②＋③

国内債券 -0.23% 0.02% -0.02% -0.23%
国内株式 -0.02% 0.05% -0.02% 0.02%
外国債券 -0.03% -0.12% 0.01% -0.14%
外国株式 0.03% 0.01% -0.01% 0.03%
（注1）ﾌｧﾝﾄﾞ要因とは、個別ﾌｧﾝﾄﾞとﾏﾈｼﾞｬｰﾍﾞﾝﾁﾏｰｸの収益率の差
　　　による要因。各ﾌｧﾝﾄﾞの平残ｳｴｲﾄを考慮し算出。
（注2）ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸ要因とは、ﾏﾈｼﾞｬｰﾍﾞﾝﾁﾏｰｸと各資産のﾍﾞﾝﾁﾏｰｸの
　　　収益率の差による要因。各ﾌｧﾝﾄﾞの平残ｳｴｲﾄを考慮し算出。
（注3）その他要因とは、各ﾌｧﾝﾄﾞの平残ｳｴｲﾄを使用することによる
　　　計算上の誤差等の要因。
（注4）外国債券については、ﾏﾈｼﾞｬｰｽﾄﾗｸﾁｬｰの変更があった
　　　ため、10月以降を分析の対象としている。
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（注）物価連動国債ファンドのマネジャー・ベンチマーク

は、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ国債として算出。 

 

［外国債券］ 

 

 

［国内株式］ 

 

 

NOMURA-BPI
「除くABS」
（ﾊﾟｯｼﾌﾞ）

NOMURA-BPI国債
（ﾊﾟｯｼﾌﾞ)

NOMURA-BPI/
GPIF Customized

（ﾊﾟｯｼﾌﾞ）

ﾌｧﾝﾄﾞ要因 0.00% 0.00% 0.01%

ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸ要因 0.11% 0.48% -0.78%

NOMURA-BPI
「除くABS」
（ｱｸﾃｨﾌﾞ)

物価連動国債
（ｱｸﾃｨﾌﾞ)

合計

ﾌｧﾝﾄﾞ要因 0.04% -0.28% -0.23%

ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸ要因 0.14% 0.06% 0.02%

ﾊﾟｯｼﾌﾞ全体
ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ総合
（ｱｸﾃｨﾌﾞ）

米国総合
（ｱｸﾃｨﾌﾞ）

ﾌｧﾝﾄﾞ要因 0.00% -0.01% -0.03%

ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸ要因 0.01% -0.06% -0.04%

欧州総合
（ｱｸﾃｨﾌﾞ）

物価連動
（ｱｸﾃｨﾌﾞ）

米国ﾊｲｲｰﾙﾄﾞ
（ｱｸﾃｨﾌﾞ）

ﾌｧﾝﾄﾞ要因 0.00% 0.00% 0.01%

ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸ要因 0.01% -0.01% -0.04%

欧州ﾊｲｲｰﾙﾄﾞ
（ｱｸﾃｨﾌﾞ）

ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ
（ｱｸﾃｨﾌﾞ）

ｲﾝﾌﾗｽﾄﾗｸﾁｬｰ
（ｱｸﾃｨﾌﾞ）

合計

ﾌｧﾝﾄﾞ要因 0.00% 0.00% 0.00% -0.03%

ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸ要因 0.00% 0.00% 0.00% -0.12%

TOPIX
（ｱｸﾃｨﾌﾞ)

RUSSELL/NOMURA
Large Cap Value

（ｱｸﾃｨﾌﾞ)

RUSSELL/NOMURA
Small Cap
（ｱｸﾃｨﾌﾞ)

ﾌｧﾝﾄﾞ要因 0.02% -0.03% 0.02%

ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸ要因 0.00% -0.06% 0.02%

野村RAFI
（ｱｸﾃｨﾌﾞ)

MSCI Japan
small（ｱｸﾃｨﾌﾞ)

S&P GIVI
Japan（ｱｸﾃｨﾌﾞ)

ﾌｧﾝﾄﾞ要因 -0.01% 0.00% 0.01%

ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸ要因 0.04% 0.03% 0.11%

TOPIX
（ﾊﾟｯｼﾌﾞ）

JPX日経400
（ﾊﾟｯｼﾌﾞ)

MSCI Japan Standard
（ﾊﾟｯｼﾌﾞ）

ﾌｧﾝﾄﾞ要因 0.00% -0.01% 0.00%

ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸ要因 0.00% -0.03% -0.06%

RUSSELL/NOMURA
Prime（ﾊﾟｯｼﾌﾞ)

合計

ﾌｧﾝﾄﾞ要因 0.00% -0.02%

ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸ要因 0.00% 0.05%



13 
 

［外国株式］ 

 
 

【ベンチマーク】 

   ベンチマークについては、市場を反映した構成であり、

投資可能な有価証券により構成され、かつ、その指標の詳

細が開示されていることを勘案しつつ、適切な市場指標を

用いた。 

 

 

【対複合ベンチマークの超過収益率の要因分析】   

運用資産全体に係る収益率と複合ベンチマーク収益率（各

運用資産のベンチマーク収益率を基本ポートフォリオで加重

したもの）との差である超過収益率について、①資産配分要

因、②個別資産要因及び③その他要因（誤差含む）の３つの

要因に分解すると、次のとおりである。 

 

ﾊﾟｯｼﾌﾞ全体 先進国（ｱｸﾃｨﾌﾞ）

ﾌｧﾝﾄﾞ要因 0.03% -0.03%

ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸ要因 -0.05% 0.11%

ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ
（ｱｸﾃｨﾌﾞ）

ﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄｴｸｲﾃｨ
（ｱｸﾃｨﾌﾞ）

合計

ﾌｧﾝﾄﾞ要因 0.03% 0.00% 0.03%

ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸ要因 -0.05% 0.00% 0.01%

国内債券

ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ「除くＡＢＳ」、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ国債及びＮＯＭ
ＵＲＡ－ＢＰＩ／ＧＰＩＦ　Ｃｕｓｔｏｍｉｚｅｄの複合インデックス（それ
ぞれの運用金額による構成比で加重平均したもの）

国内株式 ＴＯＰＩＸ(配当込み)

外国債券

○～平成27年9月
シティ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース。以下同
じ。）及びシティ世界ＢＩＧ債券インデックス（除く日本円、ヘッジなし・円
ベース。以下同じ。）の複合インデックス（パッシブ運用部分については世界
国債インデックス及びアクティブ運用部分については世界ＢＩＧ債券インデッ
クスのそれぞれの運用金額による構成比で加重平均したもの）
○平成27年10月～
シティ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース。）

外国株式

ＭＳＣＩ　ＫＯＫＵＳＡＩ（円ベース、配当込み、管理運用法人の配当課税要
因考慮後）、ＭＳＣＩ　ＥＭＥＲＧＩＮＧ　ＭＡＲＫＥＴＳ（円ベース、配当
込み、税引き後）及びＭＳＣＩ　ＡＣＷＩ（除く日本、円ベース、配当込み、
管理運用法人の配当課税要因考慮後）の複合インデックス（それぞれの運用金
額による構成比で加重平均したもの）
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運用資産全体に係る収益率と複合ベンチマーク収益率を比

較すると、ほとんど乖離がなかった。これは、資産配分要因

において、複合ベンチマーク収益率よりも、ベンチマーク収

益率の高かった国内債券等が基本ポートフォリオに対して平

均的にオーバーウェイトとなったことがプラスに寄与した一

方で、個別資産要因において、国内債券及び外国債券の超過

収益率がマイナスであったことがマイナスに寄与したことに

よるものである。 

 

 

＜平成２６年度の業務実績の評価結果の反映状況＞ 

「必ずしも単年度で評価すべきではないが、日本株アクティ

ブ運用については、改善に努めるべき。」との意見を受け、国内

株式運用における分散投資効果の向上を目的として、伝統的ア

クティブ運用と相関の低いスマートβ型運用を伝統的アクティ

ブ運用と同程度に増加させることとし、国内株式アクティブ運

用におけるスマートβ型運用の比率を年度初の 36％程度から

年度末には 52％程度まで拡大させた。スマートβ型運用におけ

る低ボラティリティ特性を有するファンドが、市場の下落局面

で大きな超過収益を獲得するなど、平成 27 年度はスマートβ型

運用が+2.57％（伝統的アクティブ運用は▲0.46％）とＴＯＰＩ

Ｘを大きく上回るとともに、アクティブ全体の安定的な超過収

益の確保に寄与した。 

「ベンチマーク選択効果、マネジャー選択効果を切り分ける等、

将来に対して有益な示唆をもたらすより深い分析を検討すべ

き。」、「運用の高度化に応じ、アクティブ運用によりスポットラ

イトを当てて評価を行うべき。」との外部有識者の意見を受け、

アクティブ運用において多くのマネジャー・ベンチマークを採

用していることから、新たにベンチマーク選択効果、運用受託

機関選択効果を切り分けた分析を行った。 

 

資産配分要因
①

個別資産要因
②

その他要因
（誤差含む）

③
①＋②＋③

国内債券 0.11% -0.07% -0.01% 0.03%

国内株式 0.05% 0.01% -0.00% 0.05%

外国債券 -0.04% -0.09% 0.01% -0.12%

外国株式 0.02% 0.01% -0.00% 0.03%

短期資産 0.07% 0.00% 0.00% 0.07%

合　計 0.21% -0.15% -0.06% 0.00%
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４．その他参考情報 
該当なし 
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様式１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項） 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ―２ リスク管理 

業務に関連する政策・施

策 
国民に信頼される持続可能な公的年金制度を構築すること 当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 
年金積立金管理運用独立行政法人法第 18 条 

当該項目の重要度、難易

度 
重要度：高 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
Ⅸ－１－１ 

 
２．主要な経年データ 
 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 
（前中期目標期間最

終年度値等） 

２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度   ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度 

資産全体の資産

構成割合とポー

トフォリオとの

乖離状況を把握

し、市場動向等

を分析し、リバ

ランスを検討し

た回数。 

適切なリスク

管理 

月１回以上 年間 51 回      予算額（千円） － 

－ － － － 

市場変動時にリ

スクシナリオ等

を用いて検討し

た回数 

適切なリスク

管理 

－ 4 回      決算額（千円） 
－ － － － － 

         経常費用（千円） － － － － － 
         経常利益（千円） － － － － － 
         行政サービス実

施コスト（千円） － － － － － 

         従事人員数 － － － － － 
                                                                    注）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《インプット情報の記載が困難な理由》 
当法人は、年金積立金の管理及び運用業務のみを行っており、財

務情報等については、業務全般のみを管理している。したがって、

評価項目ごとの財務情報等の記載は不可能。 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 
 （３）年金積立金

の管理及び運用

におけるリスク

管理 
年金積立金に

ついては、分散投

資による運用管

理を行い、また、

資産全体、各資

産、各運用受託機

関及び各資産管

理機関等の各種

リスク管理を行

うこと。 
適切かつ円滑

なリバランスの

実施に必要な機

能の強化を図る

とともに、複合ベ

ンチマーク収益

率（各資産のベン

チマーク収益率

をポートフォリ

オで加重したも

の）によるリスク

管理を行うこと。 
上記の事項は、

年金事業の運営

の安定のための

主要な役割を果

たすことから、重

要度が高いもの

とする。 

（２）年金積立

金の管理及び

運用における

リスク管理 

リターン・リ

スク等の特性

が異なる複数

の資産に分散

投資すること

をリスク管理

の基本とし、年

金積立金の管

理及び運用に

伴う各種リス

クの管理を適

切に行う。 
また、厚生労

働大臣から寄

託された年金

積立金につい

て、運用受託機

関及び資産管

理機関への委

託並びに自家

運用により管

理及び運用を

行うとともに、

運用受託機関

及び資産管理

機関からの報

告等に基づき、

資産全体、各資

産、各運用受託

機関及び各資

産管理機関並

びに自家運用

について、以下

の方法により

（２）年金積立

金の管理及び

運用における

リスク管理 
 リターン・リ

スク等の特性

が異なる複数

の資産に分散

投資すること

をリスク管理

の基本とし、年

金積立金の管

理及び運用に

伴う各種リス

クの管理を適

切に行う。 
 また、厚生労

働大臣から寄

託された年金

積立金につい

て、運用受託機

関及び資産管

理機関への委

託並びに 自

家運用により

管理及び運用

を行うととも

に、運用受託機

関及び資産管

理機関からの

報告等に基づ

き、資産全体、

各資産、各運用

受託機関及び

各資産管理機

関並びに自家

運用について、

以下の方法に

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）年金積立金の管理及び運用におけるリスク管理 

資産全体については、リターン・リスク等の特性が異なる国

内債券、国内株式、外国債券及び外国株式に分散投資を行うこ

とにより、リスクの低減に努めた。 

また、各資産ごとに、ベンチマークの相対リスクの推移等を

把握・分析し、リスク管理を行った。 

国内株式及び外国債券については、評価ベンチマークと異な

るベンチマークを一部の運用受託機関に対し設定しており、こ

のことが国内株式全体及び外国債券全体のリスクに与える影

響について注視した。 

リバランスについては、基本ポートフォリオに近づけるよ

う、市場の価格形成等に配慮しつつ、資金の回収及び配分を行

った。 

さらに、運用受託機関及び資産管理機関への委託並びに自家

運用により管理及び運用を行うとともに、運用受託機関及び資

産管理機関（以下「運用受託機関等」という。）からの報告等

を求め、必要に応じ運用受託機関とのミーティング等を通じ問

題点がないかを確認し、適正な管理に努めた。具体的には、以

下のとおりリスク管理を行った。 

 

【乖離状況の把握等】 

平成２７年度は、年金積立金全体と基本ポートフォリオとの

乖離状況を把握し、年度を通じてすべて乖離許容幅の中に収ま

っており問題がないことを確認した。（各資産ごとの乖離許容

幅については P.36 基本ポートフォリオを参照） 

 

●基本ポートフォリオとの乖離状況 

 

 

＜評定と根拠＞ 
評定：Ｂ 
 以下の評価の視点ごと

の自己評価で示すとお

り、リスク管理について

は、分散投資による運用

管理を行い、資産全体、

各資産、各運用受託機関

等の各種リスク管理を適

切に行った。また、運用

専門職員を採用するな

ど、多面的な市場動向分

析を進めたことを踏まえ

れば、所期の目標を達成

したと考えられることか

ら、Ｂと評価する。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評定 Ｂ 
＜評定に至った理由＞ 

年金積立金の管理及び運用におけるリスク管理は、年金

事業の運営の安定のために重要である。法人は、分散投資

による運用管理を行うとともに、市場動向分析を行う運用

専門職員を採用するなど、資産全体、各資産、各運用受託

機関等の各種リスク管理を適切に行ったと認められる。 
 以上を踏まえれば、年度計画を達成しており、「Ｂ」と

評価する。 
 
 
＜指摘事項、業務運営上の課題及び改善方策＞ 
 リスク管理の一層の強化に鋭意取り組むことが望まれ

る。 
 
 
＜その他事項＞ 
（外部有識者の意見） 
・今後はポートフォリオ全体のリスクがどうなっているか

についても自己評価書に記載していくことが望ましいの

ではないか。 
・将来的の課題として短期資産をポートフォリオに明示し

管理した方が良いのではないか。 

37.55%

35.00%

15.0%

25.0%

35.0%

45.0%

55.0%
国内債券

乖離許容幅(上

乖離許容幅(下限)

基本ポートフォ

実績構成比
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リスク管理を

行う。 
 
 

① 資産全体 

基本ポート

フォリオを適

切に管理する

ため、年金積立

金の資産構成

割合と基本ポ

ートフォリオ

との乖離状況

を少なくとも

毎月１回把握

するとともに、

必要な措置を

講じる。 
また、適切か

つ円滑なリバ

ランスを実施

するため、市場

動向の把握・分

析等必要な機

能の強化を図

る。 
さらに、資産

全体のリスク

を確認し、リス

ク負担の程度

についての分

析及び評価並

びに各年度の

複合ベンチマ

ーク収益率（各

資産のベンチ

マーク収益率

をポートフォ

リオで加重し

たもの）との乖

離要因の分析

よりリスク管

理を行う。 
 
 
①  資産全体 
 基本ポート

フォリオを適

切に管理する

ため、年金積立

金の資産構成

割合と基本ポ

ートフォリオ

との乖離状況

を少なくとも

毎月１回把握

するとともに、

必要な措置を

講じる。 
また、適切か

つ円滑なリバ

ランスを実施

するため、市場

動向の把握・分

析等を行う。 
 さらに、資産

全体のリスク

を確認し、リス

ク負担の程度

についての分

析及び評価並

びに各年度の

複合ベンチマ

ーク収益率と

の乖離要因の

分析等を行う。 
また、フォワー

ド・ルッキング

な観点からの

リスク管理に

ついて取組を

進める。 

 

 

 

 

＜評価の視点＞ 

（１）資産全体

の資産構成割合

とポートフォリ

オとの乖離状況

を少なくとも毎

月１回把握し、

必要な措置を講

じているか。 

 

 

 

 

 

（２）適切かつ

円滑なリバラン

スを実施するた

めに、市場動向

の把握・分析等

必要な機能の強

化を行ったか。 

 

 

（３）資産全体

の リ ス ク の 確

認、分析及び評

価を適切な体制

及び方法により

行っているか。

また、問題があ

る場合、必要な

措 置 を 講 じ た

か。 

 

（４）資産全体

の収益率と複合

ベンチマーク収

 

 

 

 

 

 

【市場動向の把握・分析等】 

資金配分・回収及びリバランス検討時に必要な市場動向の把

握のため、月次のタイミングで当月及び翌月の詳細な経済・市

場動向分析を実施したほか、週次での分析を継続し、投資委員

会を通じて法人内で共有した。 

また、経済コンサルタントの活用に加えて、委託運用先を通

じた情報収集を行った。さらに平成２８年２月より、運用専門

職員を採用するなど、多面的な市場動向分析を進めている。 

リバランスについては、基本ポートフォリオに近づけるよ

う、市場の価格形成等に配慮しつつ、資金の回収及び配分を行

った。 

 

【資産全体のリスク管理】 

リスク管理においては、資産配分に係るリスク及びトラッキ

 

 

 

 

【評価の視点】 
（１）年金積立金全体と

基本ポートフォリオとの

乖離状況の把握等につい

ては、少なくとも毎月１

回は適切に実施してお

り、所期の目標を達成し

ていると考える。 

 

 

 

 

 

 

（２）月次での詳細な経

済・市場動向分析のほか、

週次での分析を継続して

おり、さらに運用専門職

員を採用するなど、多面

的な市場動向分析を進め

ており、所期の目標を達

成していると考える。 

 

（３）資産全体のリスク

の確認、分析及び評価に

ついては、毎月運用リス

ク管理委員会を開催し、

適切に行われており、所

期の目標を達成している

と考える。 

 

 

 

 

（４）適切に各資産の収

益率とベンチマーク収益

率、資産全体の収益率と

13.47%

15.00%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%
外国債券

21.75%

25.00%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%
国内株式

22.09%

25.00%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%
外国株式
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等を行う。 
 

 

 

 

 

② 各資産 

市場リスク、

流動性リスク、

信用リスク等

を管理する。ま

た、外国資産に

ついては、カン

トリーリスク

も注視する。 
 

③  各運用受

託機関 

運用受託機

関に対し運用

ガイドライン

及びベンチマ

ークを示し、各

社の運用状況

及びリスク負

担の状況を把

握し、適切に管

理する。 
また、運用体

制の変更等に

注意する。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
② 各資産 
市場リスク、

流動性リスク、

信用リスク等

を管理する。ま

た、外国資産に

ついては、カン

トリーリスク

も注視する。 
 
③ 各運用受

託機関 
運用受託機

関ごとに運用

目標、運用手

法、リスク指標

及びベンチマ

ーク等に関す

る運用ガイド

ラインを示す。 
また、運用状

況及びリスク

負担の状況に

ついての報告

のほか、随時必

要な資料の提

出を求めると

ともに、定期的

に各運用受託

機関とミーテ

ィングを行い、

運用ガイドラ

インの遵守状

況、運用状況及

びリスク負担

益率を比較し、

その乖離要因を

分析し、必要な

措置が講じられ

ているか。 

 

（５）各資産ご

とに管理すべき

リスクを明確に

し、定期的に確

認し、問題があ

る場合、必要な

措置をとってい

るか。 

 

 

（６）各資産の

ベンチマークと

は異なるベンチ

マークを各運用

受託機関に設定

する場合は、当

該個々の運用受

託機関の運用行

動が各資産・資

産全体のリスク

に与える影響に

ついて配慮した

上でリスクを適

切に管理してい

るか。 

 

（７）運用受託

機関に対し、運

用ガイドライン

を 示 し て い る

か。運用スタイ

ルの異なる運用

受託機関を適切

に組み合わせる

とともに、各運

ングエラーの値の推移の変化要因を分析し把握することで、問

題発生の有無や対応措置の必要があるかについて判断してい

る。 

平成２７年度は、バリューアットリスクのモニタリングを行

うとともに、次のようなリスク管理数値により、資産全体のリ

スク管理を行っている。 

   

〈年金積立金全体のリスク〉 

  

年金積立金全体のリスクを分析した結果、「実績ポートフォ

リオの推定総リスク」及び推定相対リスクの変化は、基本ポー

トフォリオと実績ポートフォリオの構成割合の乖離があるこ

とから生じていることを確認した。 

 

【各資産の対ベンチマークの超過収益率の要因分析】 

  P.7～13 業務実績第 1.2.（1）参照 

 

【対複合ベンチマークの超過収益率の要因分析】   

  P.13～14 業務実績第 1.2.（1）参照 

 

【各資産のリスク管理】 

毎月、国内株式及び外国株式については、トラッキングエラ

ーやベータ値により、国内債券及び外国債券については、トラ

ッキングエラーやデュレーションにより、それぞれリスク状況

を把握し、大きな変化が生じていないか確認するとともに、問

題発生の有無や対応措置の必要についても確認している。その

複合ベンチマーク収益率

の乖離要因を分析してお

り、所期の目標を達成し

ていると考える。 

 

 

（５）適切に各資産ごと

に管理すべきリスクを明

確にし、定期的に確認し

ており、所期の目標を達

成していると考える。 

 

 

 

 

 

（６）国内株式と外国債

券において、評価ベンチ

マークとは異なるベンチ

マークを一部の運用受託

機関に対し設定してお

り、このことが国内株式、

外国債券及び資産全体の

リスクに与える影響につ

いて定期的に確認してお

り、所期の目標を達成し

ていると考える。 

 

 

 

 

 

（７）運用受託機関に対

し、運用ガイドラインを

示し、その遵守状況、運

用状況等をミーティング

において確認するなど、

適切にリスク管理を実施

しており、所期の目標を

達成していると考える。 

 

0.0%

0.5%

1.0%

1.5%

2.0%

2.5%

3.0%

3.5%

4.0%

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

年金積立金全体の推定トラッキングエラー

基本ポートフォリオの
推定総リスク

基本ポートフォリオのウェイトで各資産はベンチマークどおりに運用した場合
の推定リスク量

実績ポートフォリオの
推定総リスク

年金積立金全体（運用資産全体に年金特別会計の短期資産を加えたもの。）の
実際の保有ウェイトで各資産はベンチマークどおりに運用した場合の推定リス
ク量

推定相対リスク 基本ポートフォリオと年金積立金全体のウェイトの差から生じるリスク量
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④  各資産管

理機関 

資産管理機

関に対し資産

管理ガイドラ

インを示し、各

機関の資産管

理状況を把握

し、適切に管理

する。 
また、資産管

理機関の信用

リスクを管理

するほか、資産

管理体制の変

更等に注意す

る。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

状況を把握し、

運用受託機関

に対し適切に

管理、評価を行

う。 
運用体制の

変更等につい

ては、その都度

報告を受け、必

要に応じてミ

ーティングを

行い、問題点等

の有無を確認

する。 
 
④ 各資産管

理機関 
資産管理機

関ごとに資産

管理の目標、管

理手法及び体

制等に関する

資産管理ガイ

ドラインを示

す。 
また、資産管

理状況につい

ての報告のほ

か、随時必要な

資料の提出を

求めるととも

に、定期的にミ

ーティングを

行い、資産管理

ガイドライン

の遵守状況を

把握し、資産管

理機関に対し

適切に管理、評

価を行う。 
さらに、信用

用受託機関に期

待する運用スタ

イルに対応した

適切なベンチマ

ークを示してい

るか。また、各

社の運用状況及

びリスク負担の

状況について、

定期的に把握・

分析し、問題が

ある場合、必要

な措置をとった

か。 

 

（８）資産管理

機関に対し、資

産管理ガイドラ

インを示してい

るか。また、各

社の資産管理状

況を把握し、問

題がある場合、

必要な措置をと

ったか。 

 

（９）資産管理

機関の信用リス

クを管理してい

るか。また、資

産管理体制の変

更について、注

意しているか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

結果、平成２７年度においては問題のないことを確認した。 

 

●推定トラッキングエラー（モデルを用いて推定した超過収益

率の標準偏差）  

 

 

●実績トラッキングエラー（過去６０ヶ月の超過収益率の標準偏

差） 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（８）資産管理機関に対

し資産管理ガイドライン

を示し、その遵守状況、

資産管理状況等をミーテ

ィングにおいて確認する

など、適切にリスク管理

を実施しており、所期の

目標を達成していると考

える。 

 

 

（９）適切に資産管理機

関の信用リスクを管理し

ており、所期の目標を達

成していると考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：％）

国内債券 国内株式 外国債券 外国株式

4月 0.18 0.12 0.15 0.17

5月 0.22 0.12 0.13 0.16

6月 0.22 0.12 0.12 0.17

7月 0.27 0.12 0.17 0.17

8月 0.27 0.13 0.35 0.17

9月 0.26 0.14 0.37 0.17

10月 0.26 0.14 0.66 0.17

11月 0.34 0.15 0.72 0.17

12月 0.34 0.14 0.77 0.17

1月 0.39 0.16 0.83 0.19

2月 0.36 0.17 0.83 0.19

3月 0.37 0.19 0.81 0.20

（単位：％）

国内債券 国内株式 外国債券 外国株式

4月 0.08 0.30 0.18 0.14

5月 0.08 0.30 0.18 0.14

6月 0.08 0.30 0.18 0.15

7月 0.08 0.30 0.18 0.14

8月 0.08 0.30 0.19 0.14

9月 0.08 0.29 0.20 0.14

10月 0.08 0.28 0.23 0.14

11月 0.08 0.28 0.27 0.14

12月 0.08 0.28 0.30 0.14

1月 0.09 0.28 0.34 0.14

2月 0.11 0.28 0.35 0.14

3月 0.10 0.28 0.36 0.14
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⑤ 自家運用 

運用ガイド

ラインを定め、

運用状況及び

リスク負担の

状況を確認し、

適切に管理す

る。 

リスクについ

ては、随時管理

するとともに、

資産管理体制

の変更等につ

いては、その都

度報告を受け、

必要に応じて

ミーティング

を行い、問題点

の有無を確認

する。 
 
⑤ 自家運用 
自家運用に

係る運用目標、

運用手法、リス

ク指標及びベ

ンチマーク等

に関する運用

ガイドライン

を定め、随時遵

守状況を適切

に管理する。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（10）自家運用

において、運用

ガイドラインを

定めているか。

また、運用状況

及びリスク負担

の 状 況 に つ い

て、定期的に確

認し、問題があ

る場合、必要な

対 応 を 行 っ た

か。 

●ベータ値（市場全体の収益率に対するポートフォリオの収益

率の感応度） 

 

 

●デュレーション（金利の変動に対する債券価格の変化率） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（10）自家運用において

運用ガイドラインを示

し、その遵守状況、運用

状況等をミーティングに

おいて確認するなど、適

切にリスク管理行ってお

り、所期の目標を達成し

ていると考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈課題と対応〉 
運用受託機関構成の

見直し中のリスク管理

については、課題と認

識している。 

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

0.99

0.98

0.99

0.99

0.99

0.99

0.98

0.99

1.00

0.99

1.00

0.99

0.99

0.99

0.99

国内株式アクティブ 外国株式アクティブ

0.99

0.99

0.98

0.99

0.99

0.99

0.99

0.99

0.99

ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸ 乖離

4月 6.84 6.91 -0.07

5月 6.80 6.77 0.03

6月 6.89 6.85 0.03

7月 6.90 6.86 0.04

8月 6.89 6.81 0.08

9月 6.95 6.91 0.04

10月 6.90 6.88 0.02

11月 6.86 6.83 0.04

12月 6.99 6.99 0.00

1月 7.03 7.03 0.00

2月 7.15 7.08 0.07

3月 7.35 7.35 0.00

国内債券修正デュレーション
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流動性リスクについては、ベンチマークの市場規模に対す

る管理運用法人の時価総額ウェイトの状況等を、また、信用

リスクについては、資産を管理する機関や与信の対象となる

機関の格付状況及び内外債券に係る格付基準が定められて

いる銘柄の格付状況をそれぞれ毎月把握するとともに、カン

トリーリスクについても国別等の債券スプレッドの推移等

クレジットリスクのモニタリングを行い、問題ないことを確

認した。 

 

【各運用受託機関】 

ア 運用受託機関に対し、運用目標、運用手法、リスク指標

及びベンチマーク等に関する運用ガイドラインを提示し

ている。 

イ 運用受託機関に対してファンドごとに提示したリスク

管理指標の目標値等の遵守状況、投資行動及び運用結果の

報告を、月次及び必要に応じ随時求め、一時的な要因等に

より管理目標値を超えたもの等について確認を行った。そ

のうち、３ファンド（３案件）については、ガイドライン

違反の事象が発生したことから、再発防止策の適正な実施

を求めるとともに口頭で厳重注意を行った。 

株式アクティブ運用及び外国債券アクティブ運用にお

いて、同一銘柄等に対する投資制限については、５％上限

を超える銘柄の報告を求めた。また、すべての運用受託機

関の個別銘柄の保有状況を随時把握し、分散投資の観点か

ら問題がないことを確認した。 

ウ 次のとおり、総合評価のための定期ミーティングを実施

ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸ 乖離

4月 6.62 6.56 0.05

5月 6.58 6.53 0.06

6月 6.40 6.44 -0.04

7月 6.25 6.50 -0.25

8月 6.37 6.52 -0.15

9月 6.41 6.55 -0.14

10月 6.53 6.80 -0.27

11月 6.53 6.81 -0.28

12月 6.55 6.77 -0.23

1月 6.66 6.90 -0.25

2月 6.70 6.98 -0.28

3月 6.76 7.05 -0.29

外国債券実効デュレーション
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し、ガイドラインの遵守状況、運用状況及びリスク負担

状況を把握した。 

○総合評価を目的とした定期ミーティング 

ⅰ 外国株式アクティブ運用受託機関（１５ファンド）： 

１１月２４日～１２月１４日 

ⅱ 国内債券・国内株式・外国株式パッシブ運用受託機関

（２２ファンド）：１２月１６日～１２月１８日 

ⅲ 国内株式アクティブ運用受託機関（１７ファンド）： 

１月１２日～１月２２日 

ⅳ 国内債券アクティブ運用受託機関（９ファンド）： 

１月２５日～２月３日 

 総合評価結果により、以下の運用受託機関について解

約、並びに資金の一部回収及び資金配分停止を行うことと

した。 

・解約 

 →国内株式アクティブ運用受託機関 １ファンド 

→外国株式アクティブ運用受託機関 ２ファンド 

  

・資金の一部回収及び資金配分停止 

 →外国株式アクティブ運用受託機関 ３ファンド 

エ 定期ミーティングの実施に合わせてスチュワードシッ

プ・コードの取組状況に係るミーティングを実施し、対

応状況を把握した。 

オ 運用体制の変更等については、運用に大きな影響を及ぼ

すものであるため、迅速に把握の上、適切な措置を講じる

こととしている。平成２７年度において運用体制の変更等

があったものは１１ファンドで１１件であった。このう

ち、運用統括責任者の変更等、重要な変更があったのは６

ファンドで６件であった。これらの社に対しては、ミーテ

ィング等を実施し説明を求め、うち１ファンドについて

は、運用体制に重大な変更が生じたと判断し、解約した。

なお、外国債券の運用受託機関構成の見直し中に発生した

中国の景気減速懸念等による市場の急変の影響を受けた。 

 

【各資産管理機関】 

ア 資産管理機関に対し、資産管理の目標、管理手法及び体

制等に関する資産管理ガイドラインを提示している。ま

た、自家運用における資産管理機関に対しても、資産管理

ガイドラインを提示している。 

イ 各社の資産管理状況については資産管理状況に係るデ

ータの提出を求めるとともに、ガイドラインにおける資産
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管理の目標、管理手法及び体制等について随時必要な資料

を求め、内容を確認した（４社）。 

ウ 総合評価のためのミーティングを平成２７年１２月に、

全資産管理機関に対して現地において実施し、ガイドライ

ンの遵守状況、資産管理状況等を把握するとともに、問題

がないことを確認した。 

エ 資産管理体制の変更等については、資産管理に大きな影

響を及ぼすものであるため、迅速に把握の上、適切な措置

を講じることとしている。平成２７年度においては、４社

９件の人事異動等により資産管理体制の変更があったが、

変更後の資産管理体制について、特に問題のないことを確

認した。 

オ 信用リスクの管理については、格付状況を月 1 回確認

し、問題のないことを確認した。 

 

【自家運用】 

運用部はインハウス運用室に対し運用ガイドラインを示し、

月次でリスク管理状況等の報告を受け、リスク管理指標に係る

目標値等の遵守状況について問題のないことを確認した。 

さらに、運用状況の報告を受け、平成２７年１２月にミーテ

ィングを実施し、問題のないことを確認した。 

自家運用に係る取引先の評価について、「債券の売買の取引

先」及び「短期資産の運用先としての銀行、証券会社及び短資

業者」に関する取引執行能力、事務処理能力、情報セキュリテ

ィ対策等を総合的に評価し、以下のとおり決定を行った。 

・債券の売買の取引先としての証券会社は、既存１９社中全社

を「継続」とした。 

・短期資産の運用先としての銀行、証券会社及び短資業者は、

既存１６社中全社を「継続」とした。 

なお、インハウス運用室では、月次でリスク管理を行ってい

るほか、日次で国内債券パッシブファンドのリスク特性値、保

有債券及び購入予定債券の格付けの状況による信用リスク並

びに短期資産ファンドの与信先の格付けによる信用リスク、約

定前後の運用対象資産及び与信限度額について、運用部から示

された運用ガイドライン等に基づき、遵守状況の確認を行って

いる。 

 

４．その他参考情報 
該当なし 
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様式１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項） 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ―３ 運用手法、運用対象の多様化、株式運用における考慮事項 

業務に関連する政策・施

策 
国民に信頼される持続可能な公的年金制度を構築すること 当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 
年金積立金管理運用独立行政法人法第 18 条 

当該項目の重要度、難易

度 
 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
Ⅸ－１－１ 

 
２．主要な経年データ 
 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 
（前中期目標期間最

終年度値等） 

２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度   ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度 

国内債券ＢＰ

Ｉ国債型パッ

シブ運用イン

ハウス比率 

インハウス運

用の活用 
30.7% 65.8%      予算額（千円） － 

－ － － － 

ファンド数 運用受託機関

等の選定・管

理 

83 ファンド 95ファンド      決算額（千円） 
－ － － － － 

         経常費用（千円） － － － － － 
         経常利益（千円） － － － － － 
         行政サービス実

施コスト（千円） － － － － － 

         従事人員数 － － － － － 
       注）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 
 （４）運用手法に

ついて 
運用手法につ

いては、運用委員

会の審議を経る

など運用委員会

による適切なモ

ニタリングの下

で、適切にリスク

（３）運用手法

について 

運用手法に

ついては、例え

ば、初めて取り

組む手法やそ

の運用方針に

ついては事前

に運用委員会

（３）運用手法 
 
① 運用手法

については、例

えば、初めて取

り組む手法や

その運用方針

については事

前に運用委員

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）運用手法 

 

① 外国債券アクティブ運用及びパッシブ運用について、第

３次審査を実施し、運用委員会の審議を経た上で、運用機

関を選定した。 

② 平成２７年度末のパッシブ・アクティブの割合は、次の

とおり外国債券の６割強、その他の資産の８割強がパッシ

ブ運用となっている。 

 

＜評定と根拠＞ 
評定：Ａ 

以下の評価の視点ごと

の自己評価で示したとお

り、平成２７年度は外国

債券アクティブ運用及び

パッシブ運用に係る運用

受託機関の見直しを適切

に実施し、多様なプロダ

評定 Ａ 
＜評定に至った理由＞． 
 運用手法等については、年度計画に定めた事項を着実に

実施したと認められる。中でも、国内株式アクティブ運用

において大きな超過収益率を確保したこと、日銀のマイナ

ス金利導入を受けて適切な対応を行ったこと、国内債券運

用において、インハウス運用の活用を進めたことなど、収

益確保や運用の効率化のため、運用手法の見直しをより進

めたことは、積極的な評価に値する。 

《インプット情報の記載が困難な理由》 
当法人は、年金積立金の管理及び運用業務のみを行っており、財

務情報等については、業務全般のみを管理している。したがって、

評価項目ごとの財務情報等の記載は不可能。 
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管理を行うこと。 
キャッシュア

ウト対応等の場

合を除き、原則と

してパッシブ運

用とアクティブ

運用を併用する

こと。その上で、

アクティブ運用

に取り組むこと

により超過収益

の獲得を目指す

ものとすること。

ただし、アクティ

ブ運用について

は、過去の運用実

績も勘案し、超過

収益が獲得でき

るとの期待を裏

付ける十分な根

拠を得ることを

前提に行うこと。 
ベンチマーク

については、伝統

的な時価総額型

インデックスの

みならず、運用収

益向上の観点か

ら検討するとと

もに、ベンチマー

クにより難い非

伝統的資産の評

価については、資

産の管理及び運

用に関し一般に

認められている

専門的な知見に

基づき評価方法

を明らかにする

こと。 
収益確保のた

の審議を経る

ほか、実施状況

や運用委員会

から求めがあ

った事項につ

いては適時に

運用委員会に

報告するなど

運用委員会に

よる適切なモ

ニタリングの

下で、適切なリ

スク管理を行

う。 

キャッシュ

アウト対応等

の場合を除き、

原則としてパ

ッシブ運用と

アクティブ運

用を併用する。

その上で、アク

ティブ運用に

取り組むこと

により超過収

益の獲得を目

指すものとす

る。ただし、ア

クティブ運用

については、過

去の運用実績

も勘案し、超過

収益が獲得で

きるとの期待

を裏付ける十

分な根拠を得

ることを前提

に行う。 

ベンチマー

クについては、

伝統的な時価

会の審議を経

るほか、実施状

況や運用委員

会から求めが

あった事項に

ついては適時

に運用委員会

に報告するな

ど運用委員会

による適切な

モニタリング

の下で、適切な

リスク管理を

行う。 
② 各資産と

もキャッシュ

アウト対応等

の場合を除き、

原則としてパ

ッシブ運用と

アクティブ運

用を併用し、ア

クティブ運用

に取り組むこ

とにより超過

収益の獲得を

目指すものと

する。 
ただし、アク

ティブ運用に

ついては、過去

の運用実績も

勘案し、超過収

益が獲得でき

るとの期待を

裏付ける十分

な根拠を得る

ことを前提に

行うものとす

る。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●パッシブ運用及びアクティブ運用の割合（平成２８年３月

末） 

 

 

外国債券アクティブ運用受託機関の第３次審査における

現地実査において、運用責任者と面談し、投資方針及び運用

プロセスの合理性・納得性が高く、超過収益獲得の確信が持

てるファンドのみを最終的に選定した。 

 

③ 外国債券の運用受託機関構成の見直しに際し、基本ポー

トフォリオの基礎となっているベンチマークとの整合性

を図るため、外国債券の評価ベンチマークを従来の複合ベ

ンチマークからシティ世界国債インデックスに一本化し

た。 

非伝統的資産の評価については、運用委員会で審議し、

グローバル投資パフォーマンス基準(ＧＩＰＳ)に則り、リ

ターンについては内部収益率(ＩＲＲ)で計測し、伝統的資

産のベンチマークに対する超過リターンはパブリック・マ

ーケット・エクイバレント(ＰＭＥ)の方法で計測すること

とした。 

 

④平成２７年度においては、以下の取組を実施した。 

ア 国内株式運用における分散投資効果の向上を目的と

して、伝統的アクティブ運用と相関の低いスマートβ型

運用を伝統的アクティブ運用と同程度に増加させるこ

ととし、国内株式アクティブ運用におけるスマートβ型

運用の比率を年度初の 36％程度から年度末には 52％程

度まで拡大させた。スマートβ型運用における低ボラテ

ィリティ特性を有するファンドが、市場の下落局面で大

きな超過収益を獲得するなど、平成 27 年度はスマート

β型運用が+2.57％（伝統的アクティブ運用は▲0.46％）

とＴＯＰＩＸを大きく上回るとともに、アクティブ全体

の安定的な超過収益の確保に寄与した。（再掲） 

イ 国内債券パッシブ運用において、日銀のマイナス金利

導入を受け、運用ガイドラインを改正し、各ファンドが

想定する推定 TE の範囲を活用して柔軟な運用が行える

クトを選定して資金配分

等における柔軟性を高め

たほか、外国債券運用に

おいて、為替リスクを機

動的にヘッジすることを

可能とした。また、国内

株式運用における分散投

資効果の向上を目的とし

て、伝統的アクティブ運

用と相関の低いスマート

β型運用を伝統的アクテ

ィブ運用と同程度に増加

させることとし、スマー

トβ型運用における低ボ

ラティリティ特性を有す

るファンドが、市場の下

落局面で大きな超過収益

を獲得するなど、平成 27

年度はスマートβ型運用

が+2.57％（伝統的アクテ

ィブ運用は▲0.46％）と

ＴＯＰＩＸを大きく上回

るとともに、アクティブ

全体の安定的な超過収益

の確保に寄与した。さら

に、国連責任投資原則（Ｕ

ＮＰＲＩ）に署名したこ

とに加え、スチュワード

シップ推進グループを新

たに立ち上げ、国内株式

及び外国株式の運用にお

いて運用委託先を含めた

ＥＳＧ（環境、社会、ガ

バナンス）の要素を考慮

した取り組みの分析・評

価を行うこととした。 
国内債券ＢＰＩ国債型

パッシブ運用において、

委託手数料の削減、リバ

ランス等における機動性

の向上を目的として外部

また、分散投資を進めるためオルタナティブ投資に係る

投資戦略について検討を行うとともに、基本ポートフォリ

オ上における位置付け、リスク・リターンの改善効果等に

ついて運用委員会で審議し、運用対象の多様化について検

討している。 
 以上のように、インハウス運用の活用は、量的にも質的

にも優れた実績であり、運用受託機関等の選定・管理にお

けるファンド数も達成度 114％であるが 120％に近い充分

高い実績であることから、総合的に勘案し、Ａ評価とする。 
 
＜指摘事項、業務運営上の課題及び改善方策＞ 
引き続き、収益向上の観点から運用改善に取り組むこと

が望まれる。 
 
＜その他事項＞ 
（外部有識者の意見） 
・マイナス金利という現状の市場環境でのアクティブ・パ

ッシブの区分を含め、国内債券運用の在り方をもっと議論

することが必要。 
 

（単位：％）

国内債券 国内株式 外国債券 外国株式 合計

パッシブ 82.50 81.52 64.94 84.15 79.28

アクティブ 17.50 18.48 35.06 15.85 20.72
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めの運用手法の

見直し及び運用

受託機関等の選

定・管理の強化の

ための取組を進

めること。また、

運用受託機関等

については、定期

的に評価を行い、

資金配分の見直

し等の必要な措

置を採ること。 
外部運用機関

の優れたノウハ

ウ等を活用する

とともに、運用コ

ストの低減や運

用 に 関 す る 知

識・経験等の蓄積

の観点から、法令

で認められる範

囲でインハウス

運用の活用も検

討すること。 
（５）運用対象の

多様化 
新たな運用対

象についても、被

保険者の利益に

資することを前

提に、運用委員会

の審議を経るな

ど運用委員会に

よる適切なモニ

タリングの下で、

物価連動国債や

ＲＥＩＴ（不動産

投資信託）等を始

め、年金資金運用

の観点から幅広

に検討を行うこ

総額型インデ

ックスのみな

らず、運用収益

向上の観点か

ら検討すると

ともに、ベンチ

マークにより

難い非伝統的

資産の評価に

ついては、資産

の管理及び運

用に関し一般

に認められて

いる専門的な

知見に基づき

評価方法を明

らかにする。 

また、ベンチ

マークをより

適切なものに

見直すなど収

益確保や運用

の効率化のた

めの運用手法

の見直し及び

的確なパフォ

ーマンス管理

を行うなど運

用受託機関等

の選定・管理の

強化のための

取組を進める

とともに、運用

実績等を定期

的に評価し、資

金配分の見直

しを含め、運用

受託機関を適

時に見直す。さ

らに、マネジャ

ー・エントリー

③ 伝統的資

産の評価ベン

チマークにつ

いては、運用収

益向上の観点

から、見直し等

を含めた検討

を行う。 
非伝統的資産

については、資

産の管理及び

運用に関し一

般に認められ

ている専門的

な知見に基づ

き評価方法を

検討する。 
④ 収益確保

や運用の効率

化のための運

用手法の見直

し及び運用受

託機関等の選

定・管理の強化

のための取組

を進める。 
⑤ 外国債券

の運用受託機

関構成の見直

しを行い、これ

に伴う資産の

移管を実施す

る。 
⑥ 運用実績

等を定期的に

評価し、資金配

分の見直しを

含め、運用受託

機関を適時に

見直すことと

し、見直しにあ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜評価の視点＞ 

（１）運用手法

について、運用

委員会の審議を

経るなど、運用

委員会による適

切なモニタリン

グの下で、適切

にリスク管理が

行 われてい る

か。 

 

（２）アクティ

ブ 運用につ い

て、各年度で超

過収益の獲得に

努めるとともに

中期目標期間に

おいて超過収益

が獲得されてい

るか。また、過

去の運用実績も

勘案し、超過収

益が獲得できる

との期待を裏付

こととした。 

ウ 外国債券アクティブ運用の選定において、多様な運用

プロダクトについて幅広く選定。具体的には、総合型運

用プロダクト以外に、エマージング債券、ハイイールド

債券及びインフレ連動国債をそれぞれ運用対象とする

運用プロダクトを選定した。これにより外国債券に対す

る資金配分等において柔軟性が増した。 

エ 外国債券運用において、為替リスクを機動的にヘッジ

することを可能とした。 

 

⑤ 外国債券パッシブ・アクティブ運用受託機関に係る運用

受託機関構成の見直しを行った。選定に当たっては、投資

方針、運用プロセス、組織・人材、コンプライアンス、事

務処理体制について精査した。 

 

●外国債券パッシブ・アクティブ運用 

（第３

次審

査） 

第２次審査通過とした３２ファンドについて、

平成２６年度に実施した現地調査を踏まえ、投

資方針、運用プロセス、組織・人材、コンプラ

イアンス及び事務処理体制をの評価項目につ

いて審査基準に基づき審査し、総合評価（運用

委託手数料の評価を含む。）を行った。この結

果、新規応募の２１ファンド（うちリザーブフ

ァンド３ファンド）と既存の運用受託機関の９

ファンドを選定した。（パッシブ６ファンド、

アクティブ２４ファンド（うちリザーブファン

ド３ファンド）） 

 

⑥ マネジャー・エントリーの導入について、運用委員会で

２回審議を行い、平成２８年度の運用機関の公募からマネ

ジャー・エントリー制度を活用することを決定した。導入

決定を踏まえ、マネジャー・エントリー制の業務支援業者

を選定するとともに、運用機関の選定及び評価に係る規定

の改正を実施した。 

 

 

⑦ 国内債券ＢＰＩ国債型パッシブ運用において、運用委託

手数料の削減、インハウスの固定経費の有効活用、リバラ

の運用受託機関からイン

ハウスのファンドに現物

移管（インハウス比率平

成２６年度 30.7%から平

成２７年度 65.8%）する

など、インハウス運用の

活用を進めた。 
以上のことを踏まえれ

ば、所期の目標を上回る

成果を達成したと考えら

れることから、Ａ評価と

する。 
 

【評価の視点】 
（１）外国債券の運用受

託機関の選定にあたり運

用委員会による審議を経

て実施しており、所期の

目標を達成していると考

えられる。 

 

 

 

 

 

（２）アクティブ運用に

ついては、平成２７年度

においては、４資産中２

資産（内外株式）につい

て、超過収益を獲得する

ことができたものの、他

の２資産（内外債券）に

ついては超過収益を獲得

できなかった。また、外

国債券の運用受託機関の

第３次審査において、現

地実査を踏まえ、投資方

針及び運用プロセスの合

理性・納得性が高く、超

過収益獲得の確信が持て

るファンドのみを最終的
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と。 
また、具体的な

運用対象資産の

多様化について

は、資金運用につ

いて一般に認め

られている専門

的な知見に基づ

き検討すること。

その際、非伝統的

資産は、市場性や

収益性、個別性、

取引コストや情

報開示の状況な

ど、従来の伝統的

資産とはリスク

等が異なる点も

多く、運用側の能

力向上等のみで

は対応できない

ことから、各資産

の確かな収益力

の向上や流通市

場の整備等、市場

環境の整備を十

分踏まえた検討

を行うこと。 
（６）株式運用に

おける考慮事項 
株式運用にお

いて、財務的な要

素に加えて、収益

確保のため、非財

務的要素である

ＥＳＧ（環境、社

会、ガバナンス）

を考慮すること

について、検討す

ること。 

制の導入を検

討する。 

外部運用機

関の優れたノ

ウハウ等を活

用するととも

に、運用コスト

の低減や運用

に 関 す る 知

識・経験等の蓄

積の観点から、

法令で認めら

れる範囲でイ

ンハウス運用

の活用を検討

する。 

（４）運用対象

の多様化 

運用対象に

ついては、第１

の１の基本的

な方針に基づ

き、分散投資を

進めるため、オ

ルタナティブ

投資などその

多様化を図る。

新たな運用対

象については、

被保険者の利

益に資するこ

とを前提に、例

えば、その運用

方針について

は事前に運用

委員会の審議

を経るほか、実

施状況や運用

委員会から求

めのあった事

項については

たっては、マネ

ジャー・エント

リー制の導入

を検討する。 
⑦ 運用コス

トの低減や運

用に関する知

識・経験等の蓄

積の観点から、

法令で認めら

れる範囲でイ

ンハウス運用

の活用を検討

する。 
（４）運用対象

の多様化 
① 新たな運

用対象につい

ては、例えば、

その運用方針

については事

前に運用委員

会の審議を経

るほか、実施状

況や運用委員

会から求めの

あった事項に

ついては適時

に運用委員会

に報告するな

ど運用委員会

による適切な

モニタリング

の下で、資金運

用について一

般に認められ

ている専門的

な知見に基づ

き検討する。 
 
 

ける十分な根拠

を得ることを前

提に行っている

か 

 

 

 

（３）ベンチマ

ークについて、

伝統的な時価総

額型インデック

スのみならず、

運用収益向上の

観点から検討を

行っているか。 

また、ベンチ

マークにより難

い非伝統的資産

の評価について

は、資産の管理

及び運用に関し

一般に認められ

ている専門的な

知見に基づき評

価方法を明らか

にしているか。 

 

 

 

 

 

 

（４）収益確保

や運用の効率化

のための運用手

法の見直しを行

っているか。 

 

 

 

 

ンス等における機動性の向上を目的として、運用受託機関

１ファンドを解約、１ファンドから資金回収し、インハウ

スの国内債券パッシブファンドへ資金配分（インハウス比

率 平成２６年度３０.７％から平成２７年度６５.８％）

を行った。 

 

（４）運用対象の多様化 

① インフラストラクチャー、プライベートエクイティ及び

不動産の各投資分野において、法務助言等業務に係る法律

事務所を公募により採用し、ＬＰＳ(リミテッド・パート

ナーシップ)等への直接投資に係る法令上の検討を行っ

た。 

また、インフラストラクチャー、プライベートエクイテ

ィ及び不動産の各投資分野において、投資戦略に係るコン

サルタントを公募により採用し、それぞれの投資分野にお

ける市場規模や市場特性等の検討を行うとともに、基本ポ

ートフォリオに係るコンサルタントと協働し、基本ポート

フォリオ上における非伝統的資産の位置付け、基本ポート

フォリオにオルタナティブ資産を組み入れることによる

リスク・リターンの改善効果等について運用委員会におい

て審議した。 

 

 

② 平成２７年度においては、以下のとおり、オルタナティ

ブ投資の資産管理機関の公募及び選定を行った。 

 

公募 

平成２６年４月９日にホームページに公募要

綱サイトを作成し、公告した。これを受けて、

期限である４月２４日までに４信託銀行の応

募があった。 

第１次

審査 

応募のあった４信託銀行について、応募書類に

基づき、応募資格要件及び過去の運用実績を中

心に第１次審査を行った。その結果、４信託銀

行を第１次審査通過とした。 

第２次

審査 

 

第１次審査通過とした４信託銀行について、第

２次審査のためのヒアリングを実施し、組織・

人材、業務体制、資産管理システム、付加価値

サービス、監査及びグローバルカストディの評

に選定しており、所期の

目標を達成していると考

えられる。 
 

（３）外国債券の運用受

託機関構成の見直しに際

し、基本ポートフォリオ

の基礎となっているベン

チマークとの整合性を図

るため、外国債券の評価

ベンチマークを従来の複

合ベンチマークからシテ

ィ世界国債インデックス

に一本化した。また、非

伝統的資産の評価につい

ては、運用委員会で審議

し、リターンについては

内部収益率(ＩＲＲ)で計

測し超過リターンはパブ

リック・マーケット・エ

クイバレント(ＰＭＥ)の

方法で計測することと

し、超過リターンの公表

の際には評価方法につい

ても明らかにすることと

しており、所期の目標を

達成していると考えられ

る。 

 

（４）収益確保や運用の

効率化のため、運用手法

の見直しを適時に行い、

その結果、 

・ 国内株式アクティブ

運用において、国内株

式アクティブ全体の安

定的な超過収益の確保

のため、スマートβ型

アクティブ運用の割合

を 増 や し た 結 果 、

+0.92％の超過収益率



29 
 

適時に運用委

員会に報告す

るなど運用委

員会による適

切なモニタリ

ングの下で、資

金運用につい

て一般に認め

られている専

門的な知見に

基づき検討す

る。その際、非

伝統的資産は、

市場性や収益

性、個別性、取

引コストや情

報開示の状況

など、従来の伝

統的資産とは

リスク等が異

なる点も多く、

運用側の能力

向上等のみで

は対応できな

いことから、各

資産の確かな

収益力の向上

や流通市場の

整備等、市場環

境の整備を十

分踏まえた検

討をする。 

（５）株式運用

における考慮

事項 

株式運用に

おいて、財務的

な要素に加え

て、収益確保の

ため、ＥＳＧ

（環境、社会、

② オルタナ

ティブ投資の

資産管理機関

の公募及び選

定を行う。 
（５）株式運用

における考慮

事項 
 株式運用に

おいて、財務的

な要素に加え

て、収益確保の

ため、ＥＳＧ

（環境、社会、

ガバナンス）を

含めた非財務

的要素を考慮

することにつ

いても、委託調

査研究等の結

果を踏まえ検

討する。 
（６）財投債の

管理及び運用 
自家運用にお

いて、引き受け

た満期保有と

する財投債に

ついて、管理及

び運用を行う。

また、資産の評

価に当たって

は、償却原価法

に併せ、時価に

よる評価も行

い、開示する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）運用受託

機関の選定・管

理の強化のため

の取組を進める

とともに、運用

実績等を勘案し

つつ、運用受託

機関を適時見直

しているか。ま

た、日本株の運

用受託機関の選

定 等に際し て

は、企業に対す

るエンゲージメ

ント活動を適切

に評価している

か。 

価項目について審査基準に基づき審査し、総合

評価を行った。この結果、２信託銀行を第２次

審査通過とした。 

第３次

審査 

第２次審査通過とした２信託銀行について、現

地調査を実施し、組織・人材、業務体制、資産

管理システム、付加価値サービス、監査及びグ

ローバルカストディを確認し、評価項目（資産

管理手数料を含む。）について審査基準に基づ

き審査し、総合評価を行ったうえで、最終的に

１信託銀行を選定した。 

 

 

（５）株式運用における考慮事項 

株式運用受託機関の定性評価において、「スチュワードシッ

プ責任に係る取組」の中で自主的な取組を評価することとし、

所要の規定改正を行った。 

 

（６） 財投債の管理及び運用 

① 財投債の残高については、償却原価法による評価に併

せ、時価法による評価額を公表した。 

② 資産管理機関から月末の資産管理状況について、月次及

び四半期で報告を求め、適切に管理されていることを確認

した。 

 

 

＜平成２６年度の業務実績の評価結果の反映状況＞ 

「日本株パッシブ運用における運用受託機関の選定等に際し

ては、企業に対するエンゲージメント活動も適切に評価すべき。」

との外部有識者の意見を受け、これまでも国内株式パッシブ運用

のスチュワードシップ活動については、既存の運用受託機関に対

して毎年実施する総合評価の中に組み入れているが、運用受託機

関からのヒアリングも踏まえ、今後スチュワードシップ活動の評

価ウェイトを高めることしている。 

 

を確保した。 

・ 国内債券パッシブ運

用において、柔軟な運

用が行えるように運用

ガイドラインを改正し

た。 

・超過収益の確保のため

のマネジャー・ストラ

クチャーの見直し（外

国債券） 

・外国債券運用において、

為替リスクを機動的に

ヘッジすることを可能

とした。 

を実施しており、所期の

目標を上回る成果が得ら

れたと考える。 

 
（５）外国債券アクティ

ブ運用及びパッシブ運用

に係る運用受託機関の見

直しを適切に実施し、多

様なプロダクトを選定し

て資金配分等における柔

軟性を高めた。また、国

内株式の総合評価におい

て、スチュワードシップ

活動を評価に組み入れ

た。さらに、国連責任投

資原則（ＵＮＰＲＩ）に

署名したことに加え、ス

チュワードシップ推進グ

ループを新たに立ち上

げ、国内株式及び外国株

式の運用において運用委

託先を含めたＥＳＧ（環

境、社会、ガバナンス）

の要素を顧慮した取り組

みの分析・評価などを行

うこととしており、所期

の目標を達成していると
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ガバナンス）を

含めた非財務

的要素を考慮

することにつ

いても、資金運

用について一

般に認められ

ている専門的

な知見に基づ

き、検討する。 

（６）財投債の

管理及び運用 

平成１９年

度までに引き

受けた満期保

有とする財投

債について、年

金積立金の適

正な管理に資

するため、時価

による評価も

併せて行い、開

示することと

する。 

なお、当該財

投債について

は、第１の２の

（１）に定める

ベンチマーク

収益率に係る

規定を適用し

ない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）運用コス

トの低減や運用

に関する知識・

経験等の蓄積の

観点から、法令

で認められる範

囲でインハウス

運用の活用を検

討したか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（７）新たな運

用 対象につ い

て、運用委員会

の審議を経るな

ど運用委員会に

よる適切なモニ

タ リングの 下

で、年金資金運

用の観点から幅

広に検討を行っ

たか。その際、

非 伝統的資 産

は、各資産の確

かな収益力の向

上や流通市場の

整備等、市場環

考える。 

 

（６）国内債券ＢＰＩ国

債型パッシブ運用におい

て、運用委託手数料の削

減、インハウスの固定経

費の有効活用、リバラン

ス等における機動性の向

上を目的として、外部の

運用受託機関からインハ

ウスのファンドに資金配

分（インハウス比率平成

２６年度 30.7%から平成

２７年度 65.8%）するな

ど、インハウス運用の活

用を進めており、所期の

目標を上回る成果が得ら

れたと考える。 
 

（７）投資戦略に係るコ

ンサルタントを採用し、

それぞれの投資分野にお

ける市場規模や市場特性

等の検討を行うととも

に、運用委員会において、

基本ポートフォリオ上に

おける非伝統的資産の位

置付け、基本ポートフォ

リオにオルタナティブ資

産を組み入れることによ

るリスク・リターンの改

善効果等について審議し

ており、所期の目標を達

成していると考えられ

る。 

 

 

 

 
（８）株式運用の定性評

価において、「スチュワー
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境の整備を十分

踏まえた検討を

したか。 

 

（８）株式運用

において、財務

的な要素に加え

て、収益確保の

ため、ＥＳＧ（環

境、社会、ガバ

ナンス）を含め

た非財務的要素

を考慮すること

を検討したか。 

 

（９）財投債の

管 理及び運 用

は、適切に行わ

れているか。ま

た、満期保有と

する財投債につ

いて、時価によ

る評価も併せて

行い、開示して

いるか。 

ドシップ責任に係る取

組」の中で自主的な取組

を評価することとし、所

要の規定改正を実施して

おり、所期の目標を達成

していると考える。 

 

 

 

（９）財投債の管理及び

運用は適切に行ってお

り、また、適切に時価に

よる評価・公表を行って

おり、所期の目標を達成

していると考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈課題と対応〉 
  特になし 

 

４．その他参考情報 
該当なし 
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様式１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項） 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ―４ 透明性の向上 

業務に関連する政策・施

策 
国民に信頼される持続可能な公的年金制度を構築すること 当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 
年金積立金管理運用独立行政法人法第 18 条 

当該項目の重要度、難易

度 
重要度：高 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
Ⅸ－１－１ 

 
２．主要な経年データ 
 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 
（前中期目標期間最

終年度値等） 

２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度   ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度 

Twitter 情報発

信 
情報公開・広報

活動の充実 
－ 30 回 

（フォロワー

数 5,442、閲覧

回数 577,759） 

     予算額（千円） － 

－ － － － 

Youtube 動画掲

載 
情報公開・広報

活動の充実 
－ ５回 

（登録者数

252、視聴回数

4687） 

     決算額（千円） 

－ － － － － 

ホームページ訪

問数（セッショ

ン数） 

情報公開・広報

活動の充実 
562,914 570,950      経常費用（千円） 

－ － － － － 

         経常利益（千円） － － － － － 
         行政サービス実

施コスト（千円） － － － － － 

         従事人員数 － － － － － 
     注）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《インプット情報の記載が困難な理由》 
当法人は、年金積立金の管理及び運用業務のみを行っており、財

務情報等については、業務全般のみを管理している。したがって、

評価項目ごとの財務情報等の記載は不可能。 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 
 ３．透明性の向上 

年金積立金の管理

及び運用の方針並

びに運用結果、新た

な運用対象を追加

する場合を始めと

する年金積立金の

運用手法、管理運用

委託手数料、運用受

託機関等の選定過

程・結果等につい

て、年度の業務概況

書等の公開資料を

より一層分かりや

すいように工夫す

るとともに、国民に

対する情報公開・広

報活動の充実を図

ること。 
また、運用受託機

関等の選定過程や

管理運用委託手数

料の水準について

は、運用委員会の審

議を経るなど運用

委員会による適切

なモニタリングの

下で、その透明性を

確保すること。 
さらに、運用委員

会の審議の透明性

の確保を図るため、

市場への影響にも

配慮しつつ、一定期

間を経た後に議事

録を公表すること。 
上記の事項は、年

金積立金の管理及

３．透明性の向上 

年金積立金の管

理及び運用に関

して、各年度の管

理及び運用実績

の状況（運用資産

全体の状況、運用

資産ごとの状況

及び各運用受託

機関等の状況並

びに新たな運用

対象を追加する

場合を始めとす

る年金積立金の

運用手法、管理運

用委託手数料、運

用受託機関等の

選定過程・結果を

含む。）等につい

て、毎年１回（各

四半期の管理及

び運用実績の状

況（運用資産全体

の状況及び運用

資産ごとの状況

を含む。）等につ

いては四半期ご

とに）ホームペー

ジ等を活用して

迅速に公表する

など、公開資料を

より一層分かり

やすいように工

夫するとともに、

運用の多様化、高

度化や国際化に

対応した国民に

対 す る 情 報 公

３．透明性の向上 
 年金積立金の

管理及び運用に

関して、国民のよ

り一層の理解と

協力を得るため、

年度の業務概況

書など公開資料

をより一層分か

りやすいように

工夫するととも

に、ホームページ

等を活用して迅

速に公表する。ま

た、運用の多様

化、高度化や国際

化においても国

民に対する情報

公開・広報活動の

在り方を検討し、

充実等を図る。 
具体的には、以

下の取組を進め

ることとし、その

際には、市場への

影響に留意する

ものとする。 
 
（１）基本ポート

フォリオ等の管

理及び運用の趣

旨や仕組みをホ

ームページ等で

説明する。 
（２）管理運用に

関する基本的な

方針・遵守事項等

を規定した年金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜評価の視点＞ 

（１）基本ポート

フォリオの考え

方を含む年金積

立金の管理及び

運用の方針、運用

結果、具体的な運

３．透明性の向上年金積立金の管理及び運用に関する情

報源として重要な役割を担っているホームページについ

ては、平成２３年度に全面見直し（リニューアル）を行い、

管理運用法人の役割や管理・運用の仕組みについて分かり

やすく説明した資料をホームページに掲載する等、国民に

対するより一層の情報公開・広報活動の充実等に努めた。 

平成２７年度は、その適切な管理等に加え、新たに

Twitterに GPIF公式アカウント及びYoutubeに GPIF公

式チャンネルを開設することにより一層の情報公開・広

報の促進に努めた。Twitter の GPIF 公式アカウントで

は、ホームページの更新状況だけでなく、GPIF の職員

の専門性の状況や株主優待物の処理状況など GPIF に対

して国民が疑問に思っている情報の発信に努めた。ま

た、四半期の運用状況の記者発表においては、資料以外

に説明用のボードを使用してわかりやすさを工夫する

とともに、当日中に記者会見の模様を Youtube の GPIF

公式チャンネルに掲載した。さらに、理事長が対談形式

で基本ポートフォリオを分かりやすく説明する動画を

Youtube 公式チャンネルに掲載した。 

また、運用委員会の審議の透明性を図るため、市場へ

の影響にも配慮しつつ、引き続き一定期間（７年）経過

後の議事録公表に向けた所要の手続きを行った。 

その他、ホームページの活用のみならず、国内外の運

用関係の会議やセミナーにおける役員等の講演及び意

見交換を通じ、事業の透明性の向上に努めた。 

 

 

 

 

（１）基本ポートフォリオ等の管理及び運用の趣旨や仕組

みについては、業務概況書において説明しているほ

か、管理運用法人の役割や管理・運用の仕組みについ

て分かりやすく説明した資料をホームページ上で掲

載するなど説明に努めている。なお、平成２７年度は、

理事長が対談形式で基本ポートフォリオを分かりや

すく説明する動画を Youtube 公式チャンネルに掲載

するなど理解しやすい情報公開に努めた。 

このほか、国内外のセミナー等における講演等で管

＜評定と根拠＞評定：Ａ 
 以下の評価の視点ごとの自

己評価で示すとおり、平成２

７年度は、業務概況書などの

公表資料の迅速な情報公開に

加え、より一層の情報公開・

広報の促進に努める観点か

ら、新たに Twitter に GPIF 公

式アカウント及び Youtube に

GPIF 公式チャンネルを開設

し、Twitter から 30回（年度

末のフォロワー数 5,442、閲覧回

数 577,759）、Youtube から 5回

（年度末の登録者数 252、視聴回

数 4,687）の情報発信を行った。

理事長が対談形式で基本ポー

トフォリオを分かりやすく説

明する動画を Youtube 公式チ

ャンネルに掲載したほか、四

半期の運用状況の記者発表に

おいては、資料以外に説明用

のボードを使用してわかりや

すさを工夫するとともに、当

日中に記者会見の模様を

Youtubeの GPIF公式チャンネ

ルに掲載するなど、透明性の

向上に努めたことを踏まえれ

ば、所期の目標を上回る成果

を達成したと考えられること

から、Ａと評価する。 
 

【評価の視点】 

（１）業務概況書において、

新たに策定された基本ポート

フォリオの分かりやすい情報

公開に努めた。これに加え、

理事長が対談形式で基本ポー

トフォリオを分かりやすく説

評定 Ｂ 
＜評定に至った理由＞ 
 年金積立金の運用について国民の一層の理解を得

るため、情報公開及び広報活動の充実を図り、年度計

画に定めた事項を着実に実施したと認められる。 
また、新たに Twitter で情報発信を始めるとともに、

YouTube に法人の公式チャンネルを開設し、会見動画

や基本ポートフォリオの説明動画を掲載した。 
 以上を踏まえれば、年度計画を達成しており、「Ｂ」

と評価する。 
 
 
＜指摘事項、業務運営上の課題及び改善方策＞ 
 年金積立金の運用に関して、国民のより一層の理解

と協力を得るため、平成 27 年度に開始した情報発信

ツールなどを活用しつつ、引き続き、情報公開・広報

活動の充実を図ることが望まれる。 
 
 
＜その他事項＞  
（外部有識者の意見） 
・平成 28 年度の取組みとなるが、年度実績の公表時

期が遅かったのではないか。 
・取組については評価したい。しかし国民の理解は十

分でない。短期的なブレを許容することが長期の運用

であることを説明することについて更に工夫の余地

があると思う。 
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び運用に対する国

民の信頼を確保す

るための主要な役

割を果たすことか

ら、重要度が高いも

のとする。 

開・広報活動の在

り方を検討し、そ

の充実を図る。 

運用受託機関

等の選定につい

ては、例えば、選

定過程や管理運

用委託手数料の

水準については

事前に運用委員

会の審議を経る

ほか、実施状況や

運用委員会から

求めのあった事

項については適

時に運用委員会

に報告するなど

運用委員会によ

る適切なモニタ

リングの下で、そ

の透明性を確保

する。 

加えて、運用委

員会の審議の透

明性の確保を図

るため、運用委員

会の定めるとこ

ろにより、一定期

間を経た後に議

事録を公表する。 

これらの情報

公開に当たって

は、市場への影響

に留意するもの

とする。 

積立金の管理及

び運用に関する

具体的な方針を

ホームページに

より公開する。 
（３）各年度の管

理及び運用実績

の状況（運用資産

全体の状況、運用

資産ごとの状況

及び各運用受託

機関等の状況並

びに新たな運用

対象を追加する

場合を始めとす

る年金積立金の

運用手法、運用管

理委託手数料、運

用受託機関等の

選定過程・結果を

含む。）について

は７月末までに、

四半期の運用状

況については８

月末、１１月末及

び２月末を目途

にホームページ

等により情報を

公開する。 
（４） 監事及び

監査法人の監査

の結果について

は、年１回ホーム

ページで情報を

公開する。 
（５） スチュワ

ードシップコー

ドへの対応状況

及び株主議決権

行使の結果等の

公表について、引

用体制など管理

運用の仕組みを

年度の業務概況

書などで理解し

やすく情報公開

しているか。 

 

（２）年金積立金

の運用手法、管理

運用委託手数料、

運用受託機関等

の選定過程・結果

等について、年度

の業務概況書等

の公開資料をよ

り分かりやすい

ように工夫する

とともに、国民に

対 す る 情 報 公

開・広報活動の充

実・強化のための

取組を行ったか。 

 

（３）各年度・各

四半期の管理及

び運用の運用実

績の状況等につ

いて、迅速な情報

公開を行ったか。 

 

（４）監事及び監

査法人の監査の

結果等について、

迅速な情報公開

を行ったか。 

 

（５）運用受託機

関等の選定過程

や管理運用委託

手数料の水準に

ついては、運用委

理運用法人に関する説明を行う等、積極的な情報発信

に努めた。 

 

（２）業務方針について、年金積立金の管理及び運用の向

上等の観点から７度の見直しを行い、ホームページに

おいて公表した。 

 

（３）平成２６年度の業務概況書については、平成２７年

７月末までに、各四半期の運用状況については、各四

半期終了後２カ月後を目途にそれぞれ市場への影響

に留意しつつ公表を行った。 

 

業務概況書 

（平成 26 年

度） 

第１四半期 

（平成 27 年

度） 

第 2四半期 

（平成 27 年

度） 

第 3四半期 

（平成 27 年

度 

Ｈ27.7.10 Ｈ27.8.27 Ｈ27.11.30 Ｈ28.3.1 

 

（４）監事監査の結果及び監査法人による外部監査の結果

について、ホームページに掲載し、情報の公表を行っ

た。 

 

（５） 

① 外国債券における運用受託機関の選定結果及び

マネジャー・ストラクチャーの見直しについて、ホ

ームページに掲載した。 

② 外国債券アクティブ運用及びパッシブ運用の運

用受託機関の選定過程について、運用委員会の議事

要旨をホームページに掲載した。 

③ マネジャー・エントリー制度の導入過程につい

て、運用委員会の議事要旨をホームページに掲載し

た。 

④ 当法人のスチュワードシップ活動について、「平

成２７年 日本版スチュワードシップ・コードへの

対応状況について」を公表（平成２８年１月２８日）

し、平成２７年の当法人のスチュワードシップ活動

の状況及び株主議決権行使状況の概要についてホ

ームページに掲載した。 

  ⑤ 「平成２７年 日本版スチュワードシップ・コー

ドへの対応状況について」の公表にあたり、英語版

も作成しホームページに掲載した。 

 

明する動画を Youtube 公式チ

ャンネルに掲載した。これら

により、所期の目標を上回る

成果が得られたと考える。 
 

 

 

（２）年金積立金の運用手法、

管理運用委託手数料、運用受

託機関等の選定過程・結果等

については、業務概況書等で

適切に公表した。これに加え、

新たにTwitterにGPIF公式ア

カウント及びYoutubeに GPIF

公式チャンネルを開設するこ

とにより一層の情報公開・広

報の促進に努めた。これらに

より、所期の目標を上回る成

果が得られたと考える。 
 

 

 

 

（３）適切に各年度・各四半

期の運用状況を公表してお

り、所期の目標を達成してい

ると考える。 
 

 

 

（４）適切に監事及び監査法

人の監査の結果等を公表して

おり、所期の目標を達成して

いると考える。 

 

 

（５）外国債券アクティブ運

用及びパッシブ運用の運用受

託機関及びオルタナティブ投

資の資産管理機関の選定過程

や手数料の水準については、
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き続き分かりや

すい内容となる

よう努める。 
（６） 運用受託

機関等の選定に

ついては、例え

ば、選定過程や管

理運用委託手数

料の水準につい

ては事前に運用

委員会の審議を

経るほか、実施状

況や運用委員会

から求めのあっ

た事項について

は適時に運用委

員会に報告する

など運用委員会

による適切なモ

ニタリングの下

で、その透明性を

確保する。 
加えて、運用委

員会の審議の透

明性の確保を図

るため、市場への

影響にも配慮し

つつ、一定期間を

経た後に運用委

員会の議事録を

公表するための

所要の手続きを

進める。 
 
 

 

員会の審議を経

るなど運用委員

会による適切な

モニタリングの

下で、その透明性

の確保が図られ

ているか。 

 

（６）運用委員会

の議事録につい

て、市場への影響

にも配慮しつつ、

一定期間を経た

後に公表するよ

う所要の手続を

進めたか。 

（６）外国債券アクティブ運用及びパッシブ運用の運用受

託機関の選定に当たっては、運用委託手数料の水準も

含めて運用委員会で審議し、運用受託機関の選定を行

った。また、オルタナティブ投資の資産管理機関の選

定に当たっては、資産管理手数料の水準も含めて運用

委員会で審議し、資産管理機関の選定を行った。 

開催された運用委員会に係る資料及び議事要旨等

について、市場への影響に配慮しつつ、ホームページ

に公表した。 

また、運用委員会の議事録については、運用委員会

で審議の上、一定期間（７年）経過後の議事録公表に

向けた、所要の手続きを行った。 

 

運用委員会の審議を経てお

り、所期の目標を達成してい

ると考える。 

 

 

 

 

 

（６）適切に、運用委員会の

議事録の公表の手続きを進め

ており、所期の目標を達成し

ていると考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈課題と対応〉 
  特になし 

 

４．その他参考情報 
該当なし 
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様式１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項） 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ―５ 基本ポートフォリオ等 

業務に関連する政策・施

策 
国民に信頼される持続可能な公的年金制度を構築すること 当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 
年金積立金管理運用独立行政法人法第 18 条 

当該項目の重要度、難易

度 
 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
Ⅸ－１－１ 

 
２．主要な経年データ 
 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 
（前中期目標期間最

終年度値等） 

２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度   ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度 

基本ポートフォ

リオを検証した

回数 

適切な資産構

成割合の管理 

１回 １回      予算額（千円）      

基本ポートフォ

リオの見直しを

行った回数 

適切な資産構

成割合の管理 

１回または０回 

（見直しを行った年

は業務量が増えるた

め高く評価） 

０回      決算額（千円）      

         経常費用（千円）      
         経常利益（千円）      
         行政サービス実

施コスト（千円） 
     

         従事人員数      
       注）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 
 ４．年金積立金の管

理及び運用における

長期的な観点からの

資産の構成に関する

事項 
（１）モデルポート

フォリオの策定 
他の管理運用主体

（国家公務員共済組

４．年金積立金の

管理及び運用にお

ける長期的な観点

からの資産の構成

に関する事項 

（１）モデルポー

トフォリオの策定 

モデルポートフ

ォリオは、運用の

４．年金積立金の

管理及び運用にお

ける長期的な観点

からの資産の構成

に関する事項 
（１）基本ポート

フォリオ 
モデルポートフ

ォリオに即し、次

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．年金積立金の管理及び運用における長期的な

観点からの資産の構成に関する事項 

（１）基本ポートフォリオ 

平成２６年１０月３１日に策定した基本ポ

ートフォリオが引き続き効率的であることを

確認した上で、当該基本ポートフォリオを第３

期中期計画における基本ポートフォリオとし

て継続することとし、中期計画において定めた

基本ポートフォリオ及び乖離許容幅に基づき

＜評定と根拠＞ 
評定：Ｂ 
以下の評価の視点ごとの自

己評価で示すとおり、国内金利

の更なる低下など足元の運用

環境の変化を踏まえて、各資産

クラスの期待収益率等の見直

しを行うなどの基本ポートフ

ォリオの検証を行っており、所

評定 Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 
 基本ポートフォリオ等については、国内金利の更な

る低下など足元の運用環境の変化を踏まえて、適切に

検証を行った。年度計画に定めた事項を着実に実施し

たと認められる。 
 これを踏まえ、「Ｂ」と評価する。 
 
 

《インプット情報の記載が困難な理由》 
当法人は、年金積立金の管理及び運用業務のみを行っており、財

務情報等については、業務全般のみを管理している。したがって、

評価項目ごとの財務情報等の記載は不可能。 
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合連合会、地方公務

員共済組合連合会及

び日本私立学校振

興・共済事業団をい

う。以下同じ。）と共

同して、基本ポート

フォリオを定めるに

当たって参酌すべき

積立金の資産の構成

の目標（以下「モデ

ルポートフォリオ」

という。）を定めるこ

と。 
モデルポートフォ

リオは、運用の目標

に沿った資産構成と

し、資産の管理及び

運用に関し一般に認

められている専門的

な知見並びに内外の

経済動向を考慮し

て、フォワード・ル

ッキングなリスク分

析を踏まえて長期的

な観点から設定する

こと。なお、モデル

ポートフォリオを定

めるに当たっては、

運用委員会の審議を

経るとともに、モデ

ルポートフォリオを

参酌して法人及び他

の管理運用主体が定

める基本ポートフォ

リオとの関係も併せ

て検討すること。 
（２）モデルポート

フォリオの見直し 
策定時に想定した

運用環境が現実から

乖離している等、必

目標に沿った資産

構成とし、資産の

管理及び運用に関

し一般に認められ

ている専門的な知

見並びに内外の経

済動向を考慮し

て、フォワード・

ルッキングなリス

ク分析を踏まえて

長期的な観点から

設定する。なお、

モデルポートフォ

リオを定めるに当

たっては、運用委

員会の審議を経る

とともに、モデル

ポートフォリオを

参酌して他の管理

運用主体が定める

基本ポートフォリ

オとの関係も併せ

て検討する。 

（２）モデルポー

トフォリオの見直

し 

策定時に想定し

た運用環境が現実

から乖離している

等、必要があると

認めるときは、他

の管理運用主体と

共同して、モデル

ポートフォリオに

検討を加え、必要

に応じ、運用委員

会の審議を経て、

これを変更する。

また、モデルポー

トフォリオ策定時

に想定した運用環

の基本ポートフォ

リオに基づき、年

金積立金の管理及

び運用を行う。 
なお、以下の定

める基本ポートフ

ォリオへ移行する

までの間、乖離許

容幅を超過するこ

とについては許容

するものとする。 
・資産構成割合 
国内債券３５％ 
国内株式２５％ 
外国債券１５％ 
外国株式２５％ 
・乖離許容幅 
国内債権±１０% 
国内株式±９% 
外国債券±４% 
外国株式±８% 

 
（注）運用体制の

整備に伴い管理・

運用されるオルタ

ナティブ資産（イ

ンフラストラクチ

ャー、プライベー

トエクイティ、不

動産その他運用委

員会の議を経て決

定するもの）は、

リスク・リターン

特性に応じて国内

債券、国内株式、

外国債券及び外国

株式に区分し、資

産全体の５％を上

限とする。 
また、経済環境

や市場環境の変化

 

 

 

＜評価の視点＞ 

（１）モデルポー

トフォリオは、運

用の目標に沿った

資産構成とし、フ

ォワード・ルッキ

ングなリスク分析

を踏まえて長期的

な観点から設定さ

れているか。 

 

（２）モデルポー

トフォリオについ

て、策定時に想定

した運用環境が現

実から乖離してい

る等、必要がある

と認めるときは、

他の管理運用主体

と共同して、検討

を行っているか。

また、定期的な検

証の必要性につい

て検討を行った

か。 

 

（３）基本ポート

フォリオは、運用

目標に沿った資産

構成割合とし、フ

ォワードルッキン

グなリスク分析を

踏まえて長期的な

観点から設定され

ているか。その際、

名目賃金上昇率か

ら下振れリスクが

全額国内債券運用

年金積立金の運用を行った。 

 

（２）基本ポートフォリオの見直し 

運用委員会において、平成２７年度の市場急

変に際し、ポートフォリオの状況等の報告を行

ったほか、国内金利の更なる低下など足元の運

用環境の変化を踏まえて、各資産クラスの期待

収益率等の見直しを行うなど基本ポートフォ

リオの検証を行い、現行基本ポートフォリオを

変更する必要がないことを確認した。 

 

 

期の目標を達成したと考えら

れることから、Ｂ評価とする。 

 

【評価の視点】 
（１）モデルポートフォリオ

は、運用の目標に沿った資産構

成とし、フォワード・ルッキン

グなリスク分析を踏まえて長

期的な観点から設定されてお

り、所期の目標を達成している

と考える。 
 
 
 
（２）（４）国内金利の更なる

低下など足元の運用環境の変

化を踏まえて、各資産クラスの

期待収益率等の見直しを行う

など基本ポートフォリオの検

証を行い、現行基本ポートフォ

リオ及びモデルポートフォリ

オを変更する必要がないこと

を確認しており、所期の目標を

達成していると考える。  
 
 
 
 
 
（３）基本ポートフォリオは、

運用の目標に沿った資産構成

とし、フォワード・ルッキング

なリスク分析を踏まえて長期

的な観点から設定されており、

所期の目標を達成していると

考える。 
 
 

〈課題と対応〉 
  特になし 
 

＜指摘事項、業務運営上の課題及び改善方策＞ 
特になし 

 
 
＜その他事項＞ 
（外部有識者の意見） 
・特になし 
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要があると認めると

きは、他の管理運用

主体と共同して、モ

デルポートフォリオ

に検討を加え、必要

に応じ、運用委員会

の審議を経て、これ

を変更すること。ま

た、モデルポートフ

ォリオ策定時に想定

した運用環境が現実

から乖離していない

か等についての定期

的な検証の必要性に

ついて検討するこ

と。 
（３）基本ポートフ

ォリオの策定 
基本ポートフォリ

オは、モデルポート

フォリオに即し、運

用の目標に沿った資

産構成とし、資産の

管理及び運用に関し

一般に認められてい

る専門的な知見並び

に内外の経済動向を

考慮して、フォワー

ド・ルッキングなリ

スク分析を踏まえて

長期的な観点から設

定すること。その際、

名目賃金上昇率から

下振れするリスクが

全額国内債券運用の

場合を超えないこと

とするとともに、株

式等は想定よりも下

振れ確率が大きい場

合があることも十分

に考慮すること。ま

境が現実から乖離

していないか等に

ついての検証は、

少なくとも基本ポ

ートフォリオの定

期的な検証におい

て必要と判断され

たときに実施す

る。 

（３）基本ポート

フォリオの基本的

考え方 

基本ポートフォ

リオは、モデルポ

ートフォリオに即

し、運用の目標に

沿った資産構成割

合とし、資産の管

理及び運用に関し

一般に認められて

いる専門的な知見

並びに内外の経済

動向を考慮して、

フォワード・ルッ

キングなリスク分

析を踏まえて長期

的な観点から設定

する。その際、名

目賃金上昇率から

下振れリスクが全

額国内債券運用の

場合を超えないこ

ととするととも

に、株式等は想定

よりも下振れ確率

が大きい場合があ

ることも十分に考

慮する。また、予

定された積立金額

を下回る可能性の

大きさを適切に評

が激しい昨今の傾

向を踏まえ、基本

ポートフォリオの

乖離許容幅の中で

市場環境の適切な

見通しを踏まえ、

機動的な運用がで

きる。ただし、そ

の際の見通しは、

決して投機的なも

のであってはなら

ず、確度が高いも

のとする。 
（２）基本ポート

フォリオの見直し 
基本ポートフォ

リオについて、策

定時に想定した運

用環境に変化がな

いかの検証を行

う。 
また、市場の急

激な変動などが生

じた場合、必要に

応じて見直しの検

討を行う。 
これに併せ、モ

デルポートフォリ

オの検証が必要と

判断されたとき

は、他の管理運用

主体と共同して、

モデルポートフォ

リオに検討を加

え、必要に応じ、

運用委員会の審議

を経て、変更する。 

の場合を超えない

こととするととも

に株式等は想定よ

りも下振れ確率が

大きい場合がある

ことを十分考慮し

たか。 

 

（４）基本ポート

フォリオについ

て、市場動向を踏

まえた適切なリス

ク管理を行い、定

期的に基本ポート

フォリオの検証を

行うほか、策定時

に想定した運用環

境が現実から乖離

している等必要が

あると認める場合

には、必要に応じ

て見直しの検討を

行ったか。 
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た、予定された積立

金額を下回る可能性

の大きさを適切に評

価するとともに、リ

スクシナリオ等によ

る検証について、よ

り踏み込んだ複数の

シナリオで実施する

など、一層の充実を

行う。 
（４）基本ポートフ

ォリオの見直し 
市場動向を踏まえ

た適切なリスク管理

等を行い、策定時に

想定した運用環境が

現実から乖離してい

る等、必要があると

認めるときは、中期

目標期間中であって

も、必要に応じて見

直しの検討を行うこ

と。なお、市場への

影響等に鑑み必要が

あると認めるとき

は、ポートフォリオ

を見直し後の基本ポ

ートフォリオに円滑

に移行させるため、

移行ポートフォリオ

（基本ポートフォリ

オを実現するまでの

経過的な資産の構成

をいう。）を策定する

こと。 

価するとともに、

リスクシナリオ等

による検証につい

て、より踏み込ん

だ複数のシナリオ

で実施するなど、

一層の充実を行

う。 

（４）基本ポート

フォリオ 

基本ポートフォ

リオを構成する資

産区分について

は、国内債券、国

内株式、外国債券

及び外国株式と

し、基本ポートフ

ォリオ及び乖離許

容幅を次のとおり

定める。 

なお、以下に定

める基本ポートフ

ォリオへ移行する

までの間、乖離許

容幅を超過するこ

とについては許容

するものとする。 

・資産構成割合 
国内債券３５％ 
国内株式２５％ 
外国債券１５％ 
外国株式２５％ 
・乖離許容幅 
国内債権±１０% 
国内株式±９% 
外国債券±４% 
外国株式±８% 
(注) 運用体制の

整備に伴い管理・

運用されるオルタ

ナティブ資産（イ
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ンフラストラクチ

ャー、プライベー

トエクイティ、不

動産その他運用委

員会の議を経て決

定するもの）は、

リスク・リターン

特性に応じて国内

債券、国内株式、

外国債券及び外国

株式に区分し、資

産全体の５％を上

限とする。 

また、経済環境

や市場環境の変化

が激しい昨今の傾

向を踏まえ、基本

ポートフォリオの

乖離許容幅の中で

市場環境の適切な

見通しを踏まえ、

機動的な運用がで

きる。ただし、そ

の際の見通しは、

決して投機的なも

のであってはなら

ず、確度が高いも

のとする。 

 

（５）基本ポート

フォリオの見直し 

市場動向を踏ま

えた適切なリスク

管理等を行い、定

期的に基本ポート

フォリオの検証を

行うほか、策定時

に想定した運用環

境が現実から乖離

している等必要が

あると認める場合
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には、中期目標期

間中であっても、

必要に応じて見直

しの検討を行う。

なお、市場への影

響等に鑑み必要が

あると認めるとき

は、ポートフォリ

オを見直し後の基

本ポートフォリオ

に円滑に移行させ

るため、移行ポー

トフォリオ（基本

ポートフォリオを

実現するまでの経

過的な資産の構成

をいう。）を策定す

る。 

 

４．その他参考情報 
該当なし 
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様式１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項） 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ―６ 管理及び運用に関し遵守すべき事項 

業務に関連する政策・施

策 
国民に信頼される持続可能な公的年金制度を構築すること 当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 
年金積立金管理運用独立行政法人法第 18 条 

当該項目の重要度、難易

度 
 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
Ⅸ－１－１ 

 
２．主要な経年データ 
 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 
（前中期目標期間最

終年度値等） 

２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度   ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度 

スチュワードシ

ップ活動に関す

る運用受託機関

へのヒアリング

社数 

スチュワード

シップ活動の

把握 

２０社 

（すべての国内株式

運用受託機関） 

２０社 

（すべての

国内株式運

用受託機関） 

     予算額（千円） － 

－ － － － 

スチュワードシ

ップ活動に関す

るアンケート回

答数 

スチュワード

シップ活動の

把握 

― ２６０社 

（対象４０

０社、回答率

６５％） 

     決算額（千円） 

－ － － － － 

アンケート回答

企業へのエンゲ

ージメントに関

するヒアリング

数 

スチュワード

シップ活動の

把握 

― ３１社      経常費用（千円） 

－ － － － － 

         経常利益（千円） － － － － － 
         行政サービス実

施コスト（千円） － － － － － 

         従事人員数 － － － － － 
       注）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 

 

 

 

 

 

 

《インプット情報の記載が困難な理由》 
当法人は、年金積立金の管理及び運用業務のみを行っており、財

務情報等については、業務全般のみを管理している。したがって、

評価項目ごとの財務情報等の記載は不可能。 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 
 ５．年金積立金の管

理及び運用に関し

遵守すべき事項 
（１）受託者責任の

徹底 
慎重な専門家の

注意義務及び忠実

義務の遵守を徹底

すること。 
（２）市場及び民間

の活動への影響に

対する配慮 
年金積立金の運

用に当たっては、市

場規模を考慮し、自

ら過大なマーケッ

トインパクトを蒙

ることがないよう

努めるとともに、市

場の価格形成や民

間の投資行動等を

歪めないよう配慮

し、特に、資金の投

入及び回収に当た

って、特定の時期へ

の集中を回避する

よう努めること。 
企業経営に対し

て過度に影響を及

ぼさないよう配慮

するとともに、企業

経営等に与える影

響を考慮しつつ、株

主等の長期的な利

益の最大化を目指

す観点から、株主議

決権の行使等の適

切な対応を行うこ

５．年金積立金の

管理及び運用に

関し遵守すべき

事項 

（１）受託者責任

の徹底 

慎重な専門家

の注意義務及び

忠実義務の遵守

を徹底する。 

（２）市場及び民

間の活動への影

響に対する配慮 

年金積立金の

運用に当たって

は、市場規模を考

慮し、自ら過大な

マーケットイン

パクトを蒙るこ

とがないよう努

めるとともに、市

場の価格形成や

民間の投資行動

等を歪めないよ

う配慮し、特に、

資金の投入及び

回収に当たって、

特定の時期への

集中を回避する

よう努める。 

また、民間企業

の経営に対して

過度に影響を及

ぼさないよう、以

下の点について

配慮する。 

① 運用受託機

関ごと（自家運用

５．年金積立金の

管理及び運用に

関し遵守すべき

事項 
（１）受託者責任

の徹底 
慎重な専門家

の注意義務及び

忠実義務の遵守

を徹底する。 
（２）市場及び民

間の活動への影

響に対する配慮 
年金積立金の

運用に当たって

は、市場規模を考

慮し、自ら過大な

マーケットイン

パクトを蒙るこ

とがないよう努

めるとともに、市

場の価格形成や

民間の投資行動

等を歪めないよ

う配慮し、特に、

資金の投入及び

回収に当たって、

特定の時期への

集中を回避する

よう努める。 
また、民間企業

の経営に対して

過度に影響を及

ぼさないよう、以

下の点について

配慮する。 
① 同一企業発

行有価証券の保

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜評価の視点＞ 

（１）慎重な専門

家の注意義務及

び忠実義務の遵

守を徹底したか。 

 

５．年金積立金の管理及び運用に関し遵守すべき事項 

（１）受託者責任の徹底 

行動規範をはじめとする関係法令及び業務方

針等の遵守徹底のため、これらをネットワークシ

ステムに掲載し、内部規程等の改正の都度、メー

ルにより役職員に周知を行うとともに、役職員全

員がポケットサイズの行動規範を携行すること

とした。 

また、幹部職員及び法務に関する有識者である

第三者で構成するコンプライアンス委員会を開

催し、役職員の行動規範の遵守状況等の報告及び

コンプライアンス推進施策の審議を行うととも

に、被保険者の利益を最優先すること（受託者責

任）について、国民から疑念を受けないよう、法

令遵守等の徹底を図る観点から、役職員の服務規

律の概要をとりまとめた「コンプライアンスハン

ドブック」の改訂（平成２７年５月・１１月）を

行い、これを周知し、役職員の意識の向上を図っ

た。加えて、運用委員会の下に設置されたガバナ

ンス会議において、運用委員及び役職員の行動規

範の遵守状況について報告した。 

さらに、毎年３月をコンプライアンス強化月間

とし、理事長によるコンプライアンスの遵守に関

する訓示、外部弁護士によるコンプライアンスハ

ンドブックの内容を確認する研修及び各部室ご

とにコンプライアンスに関するグループワーク

を実施するなど役職員の意識の向上を図った。 

 

（２）市場及び民間の活動への影響に対する配慮 

ア 平成２７年度における年金特別会計への寄託

金償還等については、年度当初に寄託金償還等の

見通しを策定の上、キャッシュアウト等対応ファ

ンド及び財投債ファンドの満期償還金・利金等を

活用することにより対応した。 

イ 運用受託機関の解約に伴い、当該資金を回収し

再配分する際には、市場の価格形成等を考慮し、

原則として現物移管により実施した。 

民間企業の経営に対して影響を及ぼさないよう、以

＜評定と根拠＞ 
評定：Ａ 
 以下の評価の視点ごとの自

己評価で示すとおり、市場及

び民間の活動への影響につい

ては、適切に配慮した。また、

株主議決権の行使についても

適切な対応を行った。これに

加えて、運用受託機関のスチ

ュワードシップ活動に関する

評価と「目的を持った対話」

（エンゲージメント）の実態

把握を目的として、上場会社

向けに初めてアンケートを実

施（ＪＰＸ日経４００対象企

業に実施。回答数２６０社（回

答率６５％））するとともに、

アンケートの回答企業のうち

３１社を訪問し、ヒアリング

を行い、運用受託機関のスチ

ュワードシップ活動の評価の

向上とエンゲージメント実態

把握に努めた。また、スチュ

ワードシップ責任を果たす一

環として、ＥＳＧへの取組み

を強めることとし、国連責任

投資原則に署名した。これら

を踏まえれば、所期の目標を

上回る成果を達成したと考え

られることから、Ａと評価す

る。 
 

【評価の視点】 

（１）慎重な専門家の注意義

務及び忠実義務の遵守を徹底

しており、所期の目標を達成

していると考える。 

 

評定 Ａ 
＜評定に至った理由＞ 
受託者責任の徹底等、年金積立金の管理及び運用に

関し遵守すべき事項については、適切な配慮を行って

おり、年度計画に定めた事項を着実に実施したと認め

られる。 

具体的には、スチュワードシップ責任を果たすため

運用受託機関に対してヒアリングを実施するととも

に、新たに、運用受託機関のスチュワードシップ活動

の対象となる上場企業に対してアンケートを実施し、

加えてヒアリングを行った。 

このアンケート及びヒアリングの実施は、運用受託

機関からの一方的な情報収集だけでなく、相手方であ

る企業側からも課題等の情報を得ることで、運用受託

機関のスチュワードシップ活動の評価及び今後のＧ

ＰＩＦにおけるスチュワードシップ活動の向上が期

待できる。また、スチュワードシップ責任を果たす一

環として、ＥＳＧへの取組を強めることとして、他の

同種の機関に先駆けて国連責任投資原則に署名を行

った。 

このような、アセットオーナーとして日本において

初めての取組であり、海外の年金基金においても類例

を聞かない企業へのアンケート等の実施や、他の同種

の機関に先駆けた国連責任投資原則への署名は、新た

な取組を積極的に進めたものと認められる。以上を踏

まえ、「Ａ」と評価する。 

 
 

＜指摘事項、業務運営上の課題及び改善方策＞ 
引き続き、受託者責任の徹底や、スチュワードシッ

プ活動の把握など年金積立金の管理及び運用に関し

遵守すべき事項について適切な配慮を行うことが望

まれる。 
 
 
＜その他事項＞ 
（外部有識者の意見） 
・スチュワードシップ活動を進めた結果、運用受託機
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と。その際、「責任

ある機関投資家」の

諸原則≪日本版ス

チュワードシッ

プ・コード≫（平成

２６年２月２６日

日本版スチュワー

ドシップ・コードに

関する有識者検討

会取りまとめ）を踏

まえ、スチュワード

シップ責任（機関投

資家が、投資先の日

本企業やその事業

環境等に関する深

い理解に基づく建

設的なエンゲージ

メント等を通じて、

当該企業の企業価

値の向上や持続的

成長を促すことに

より、顧客・受益者

の中長期的な投資

収益の拡大を図る

責任をいう。）を果

たす上での基本的

な方針に沿った対

応を行うこと。 
企業経営等に与

える影響を考慮し、

株式運用において

個別銘柄の選択は

行わないこと。 
（３）年金給付のた

めの流動性の確保 
年金財政の見通

し及び収支状況を

踏まえ、年金給付等

に必要な流動性（現

金等）を確保するこ

と。 

を含む。）に同一

企業発行有価証

券の保有につい

て制限を設ける。 

② 企業経営等

に与える影響を

考慮し、株式運用

において個別銘

柄の選択は行わ

ない。 

③ 企業経営に

直接影響を与え

るとの懸念を生

じさせないよう

株主議決権の行

使は直接行わず、

運用を委託した

民間運用機関の

判断に委ねる。た

だし、運用受託機

関への委託に際

し、コーポレート

ガバナンスの重

要性を認識し、議

決権行使の目的

が長期的な株主

利益の最大化を

目指すものであ

ることを示すと

ともに、運用受託

機関における議

決権行使の方針

や行使状況等に

ついて報告を求

める。その際、「責

任ある機関投資

家」の諸原則《日

本版スチュワー

ドシップ・コー

ド》（平成２６年

２月２６日日本

有状況について

制限を設け、運用

受託機関からの

運用状況の報告

に併せて、遵守状

況を確認する。 
② 企業経営等

に与える影響を

考慮し、株式運用

において個別銘

柄の選択は行わ

ない。 
③ コーポレー

トガバナンスの

重要性を認識し、

議決権行使の目

的が長期的な株

主利益の最大化

を目指すもので

あることを運用

受託機関に示す

とともに、運用受

託機関から議決

権行使に係るガ

イドラインの提

出を求める。議決

権行使状況につ

いては年２回報

告を求め、必要に

応じてミーティ

ングを実施し、議

決権行使の取組

状況について評

価する。 
④ 「責任ある機

関投資家」の諸原

則《日本版スチュ

ワードシップ・コ

ード》（平成２６

年２月２８日日

本版スチュワー

（２）市場規模を

考慮し、自ら過大

なマーケットイ

ンパクトを被る

ことがないよう

努めるとともに、

資金の投入及び

回収に際し、特定

の時期への集中

を回避するなど

市場の価格形成

や民間の投資行

動を歪めないよ

うな適切な配慮

がなされている

か。 

 

（３）民間企業の

経営に対して過

度に影響を及ぼ

さないよう、適切

に配慮されてい

るか。 

 

（４）運用受託機

関（自家運用を含

む。）に同一企業

発行有価証券の

保有について、適

切な制限を設け、

保有状況の確認

が行われている

か。 

 

（５）運用受託機

関に対し、コーポ

レートガバナン

スの重要性を認

識し、議決権行使

の目的が長期的

な株主利益の最

下の取組を実施した。 

① 民間企業の経営に与える影響に配慮し、同一企業

有価証券の保有が当該企業の発行済株式総数の

５％以下となるよう引き続き求めている。この基準

を全ての運用受託機関が遵守していることを確認

した。 

② 民間企業の経営に与える影響に配慮し、株式運用

については民間の運用受託機関に委託し管理運用

法人自ら個別銘柄の選択は行わず、また、運用受託

機関に個別銘柄指図も行わなかった。 

③ 

ア 民間企業の経営に影響を及ぼさないよう配慮し、

株主総会における個々の議案に対する判断を管理

運用法人として行わないこととし、運用受託機関等

説明会において、コーポレートガバナンスの重要性

を認識し、議決権行使の目的が長期的な株主利益の

最大化を目指すものであることを示し、その目的に

沿った株主議決権行使を求めた。また、管理運用法

人から提示している運用ガイドラインにおいて、

「コーポレートガバナンスの重要性を認識し、長期

的な株主利益の最大化を目的とする」としているこ

とを踏まえ、株主議決権行使に係る方針を定めるよ

う明記している。 

イ 運用受託機関に対して、株主議決権行使に係る方

針の提出を求めた。また、提出されていた議決権行

使に係る方針について変更があった延１１ファン

ドについては、変更後の方針の提出を受けた。 

ウ 平成２７年度における株主議決権行使状況につ

いては、概ね良好な結果であった。国内株式及び外

国株式の運用受託機関延べ５２ファンドから報告

を求め、全ファンドが議決権行使を実施しているこ

とを確認した。平成２７年度における行使状況は次

のとおりである。 

（国内株式） 

ａ 運用受託機関の対応状況 

株主議決権を行使した運用受託機関数： 

２９ファンド 

株主議決権を行使しなかった運用受託機関

数：０ファンド 

ｂ 行使内容 

●国内株式 

（２）資金の投入及び回収に

際しての市場への影響につい

ては、適切に配慮しており、

所期の目標を達成していると

考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）民間企業の経営に対す

る影響については、適切に配

慮しており、所期の目標を達

成していると考える。 

 

 

 

（４）運用受託機関等におけ

る同一企業発行有価証券の保

有については、適切に対応し

ており、所期の目標を達成し

ていると考える。 

 

 

 

 

 

（５）株主議決権の行使につ

いては、昨年度から引き続き

適切に対応しており、所期の

目標を達成していると考え

る。 
 
 

関の負担することとなるコストに対してはそれに見

合う手数料を払うべき。 
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その際、市場の価

格形成等に配慮し

つつ、円滑に資産の

売却等を行い、不足

なく確実に資金を

確保するために必

要な機能の強化を

図ること。また、短

期借入も活用でき

るようにすること。 
（４）他の管理運用

主体との連携 
他の管理運用主

体に対して必要な

情報の提供を行う

等、相互に連携を図

りながら協力する

よう努めること。 

版スチュワード

シップ・コードに

関する有識者検

討会取りまとめ）

を踏まえ、スチュ

ワードシップ責

任（機関投資家

が、投資先の日本

企業やその事業

環境等に関する

深い理解に基づ

く建設的なエン

ゲージメント等

を通じて、当該企

業の企業価値の

向上や持続的成

長を促すことに

より、顧客・受益

者の中長期的な

投資収益の拡大

を図る責任をい

う。）を果たす上

での基本的な方

針に沿った対応

を行う。 

（３）年金給付の

ための流動性の

確保 

年金財政の見

通し及び収支状

況を踏まえ、年金

給付等に必要な

流動性（現金等）

を確保するとと

もに、効率的な現

金管理を行う。 

その際、市場の

価格形成等に配

慮しつつ、円滑に

資産の売却等を

行い、不足なく確

ドシップ・コード

に関する有識者

検討会取りまと

め）を踏まえ、ス

チュワードシッ

プ責任（機関投資

家が、投資先の日

本企業やその事

業環境等に関す

る深い理解に基

づく建設的なエ

ンゲージメント

等を通じて、当該

企業の企業価値

の向上や持続的

成長を促すこと

により、顧客・受

益者の中長期的

な投資収益の拡

大を図る責任を

いう。）を果たす

上での基本的な

方針に沿った対

応を行う。 
（３）年金給付の

ための流動性の

確保 
年金財政の見

通し及び収支状

況を踏まえ、年金

給付等に必要な

流動性（現金等）

を確保するとと

もに、効率的な現

金管理を行う。 
 その際、市場の

価格形成等に配

慮しつつ、円滑に

資産の売却等を

行い、不足なく確

実に資金を確保

大化を目指すも

のであることを

示すとともに、運

用受託機関にお

ける議決権行使

の方針や行使状

況等について報

告を求めている

か。 

 

（６）日本版スチ

ュ ワ ー ド シ ッ

プ・コードを踏ま

え、スチュワード

シップ責任を果

たす上での基本

的な方針に沿っ

た対応を行った

か。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（７）年金財政の

見通し及び収支

状況を踏まえ、年

金給付等に必要

な流動性（現金

等）が確保されて

いるか。また、そ

の際、運用の効率

性をできる限り

損なわないよう

に配慮している

か。 

 

 

(単位：延べ議案数) 

 平成２７年度 

行使内容 会社提案 株主提案 総議案数 

賛  成 
186,920 

(91.7%) 

82 

(3.3%) 
－ 

反  対 
16,904 

(8.3%) 

2,405 

(96.7%) 
－ 

白紙委任 
0 

(0.0%) 

0 

（0.0%） 
－ 

棄  権 
0 

（0.0%) 

2 

（0.0%） 
－ 

合  計 
203,824 

(100.0%) 

2,489 

（100.0%) 
206,313 

（注）割合は四捨五入のため、合計しても 100%にならない場合

がある。 

 
【参考：平成２６年度】 

             

(単位：延べ議案数) 

 （参考）平成２６年度 

行使内容 会社提案 株主提案 総議案数 

賛  成 
146,677 

(90.5%) 

58 

(2.9%) 
－ 

反  対 
15,443 

(9.5%) 

1,944 

(97.1%) 
－ 

白紙委任 
0 

(0.0%) 

0 

（0.0%） 
－ 

棄  権 
0 

（0.0%) 

0 

（0.0%） 
－ 

合  計 
162,120 

(100.0%) 

2,002 

（100.0%) 
164,122 

（注）割合は四捨五入のため、合計しても 100%にならない場

合がある。 

 
（外国株式） 

ａ 運用受託機関の対応状況 

株主議決権を行使した運用受託機関数：２３ファンド 

株主議決権を行使しなかった運用受託機関数：０ファ

ンド 
(単位：延べ議案数) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（６）スチュワードシップ責

任を果たす一環として、ＥＳ

Ｇへの取組みを強めることと

し、国連責任投資原則に署名

した。さらに、運用受託機関

に対しヒアリングを実施し、

運用受託機関におけるスチュ

ワードシップ活動における課

題の把握に努めたことに加

え、上場会社向けに初めてア

ンケートを実施し、運用受託

機関のスチュワードシップ活

動の評価の向上とエンゲージ

メント実態把握に努めてお

り、所期の目標を上回る成果

が得られたと考える。 

 

（７）年金財政の見通しと実

績のキャッシュアウト額に乖

離が生じる中で、キャッシュ

アウト等対応ファンド及び財

投債の満期償還金・利金など

でキャッシュアウトに対応で

きており、所期の目標を達成

していると考える。 
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実に資金を確保

するため、市場動

向の把握・分析や

短期借入に活用

等必要な機能の

強化を図る。 

（４）他の管理運

用主体との連携 

他の管理運用主

体に対して必要

な情報の提供を

行う等、相互に連

携を図りながら

協力するよう努

める。 

するため、 
 市場動向の把

握・分析や短期借

入の活用等必要

な機能の強化を

進める。 
（４）他の管理運

用主体との連携 
他の管理運用主

体に対して必要

な情報の提供を

行う等、相互に連

携を図りながら

協力するよう努

める。 

（８）市場の価格

形成等に配慮し

つつ、円滑に資産

の売却等を行い、

不足なく確実に

資金を確保する

ために、市場動向

の把握・分析や短

期借入の活用等

必要な機能の強

化を行っている

か。 

 

（９）他の管理運

用主体に対して

必要な情報の提

供を行う等、相互

に連携を図りな

がら協力するよ

う努めたか。 

 平成２７年度 

行使内容 会社提案 株主提案 総議案数 

賛  成 
192,410 

(92.0%) 

3,447 

(47.9%) 
－ 

反  対 
16,725 

(8.0%) 

3,703 

(51.5%) 
－ 

白紙委任 
0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 
－ 

棄  権 
47  

(0.0%) 

41 

(1.0%) 
－ 

合  計 
209,182 

(100.0%) 

7,191 

(100.0%） 
216,373 

（注）割合は四捨五入のため、合計しても 100%にならない場

合がある。 

 
 
【参考：平成２６年度】 
             (単位：延べ議案数) 

 （参考）平成２６年度 

行使内容 会社提案 株主提案 総議案数 

賛  成 
158,519 

(92.6%) 

2,310 

(43.8%) 
－ 

反  対 
12,637 

(7.4%) 

2,908 

(55.2%) 
－ 

白紙委任 
0 

(0.0%) 

0 

(0.0%) 
－ 

棄  権 
41  

(0.0%) 

51 

(1.0%) 
－ 

合  計 
171,197 

(100.0%) 

5,269 

(100.0%） 
176,466 

（注）割合は四捨五入のため、合計しても 100%にならない場

合がある。 

エ 議決権行使の評価については、各運用受託機関の

取組状況を以下の評価項目を総合することにより

実施した。 

・株主議決権行使ガイドラインの整備状況 

・行使体制 

・行使状況 

平成２７年度における議決権行使の取組は概ね

良好であった。 

（８）市場動向の把握や短期

借入の活用など必要な機能の

強化については、適切に行っ

ており、所期の目標を達成し

ていると考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（９）他の管理運用主体と情

報交換を行うなど相互に連携

を図り協力しており、所期の

目標を達成していると考え

る。 

 
 
 
〈課題と対応〉 
  特になし 
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   この評価結果は平成２８年度の総合評価の定性

評価に反映させることとしている。 

④  

ア 平成２６年度の委託調査研究「年金積立金管理運

用独立行政法人におけるスチュワードシップ責任

及びＥＳＧ投資のあり方についての調査研究」にお

いて、国連責任投資原則等のグローバルなネットワ

ークが支持を集めており、今後は影響力が増すこと

も想定されるため、投資家等の間での意見交換や情

報収集の場として活用することが考えられるとさ

れたことなどを踏まえ、スチュワードシップ責任を

果たす一環として、ＥＳＧへの取組みを強めること

とし、国連責任投資原則に署名を行い、運用受託機

関が行っている投資先企業へのエンゲージメント

活動の中で、これまで以上にＥＳＧを考慮した企業

価値の向上や持続的成長のための自主的な取組み

を促すこととした。 

イ 平成２７年９月に全ての運用受託機関に対しヒ

アリングを実施し、運用受託機関におけるスチュワ

ードシップ活動における課題の把握に努めた。運用

受託機関のエンゲージメント活動における課題に

ついては、次のようなものがあった。 

・運用受託機関のスチュワードシップ活動の二極

化。 

・長期的に持続可能な資本生産性の向上を目的とし

たエンゲージメントが多く実施されたことが確

認された。 

・主に企業の短期的な業績について行う取材と長期

的な企業価値向上のためのエンゲージメントの

区別がされておらず、取材をエンゲージメントと

捉えている事例も散見された。 

・厳選投資を行っているアクティブ運用について

は、スチュワードシップ・コードが導入される前

から投資先企業とのエンゲージメントが実施さ

れている傾向にある。 

・先行している運用受託機関においては、非保有企

業に対しても、課題があると考える企業に対して

は長期的な企業価値向上の観点からエンゲージ

メントを実施している事例が確認された。 

長期保有し続けるパッシブ運用においては、エン

ゲージメント及び議決権行使に係るスチュワー
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ドシップ活動は社内のアクティブ運用の取材の

一環として取り組まれている。そのため、アクテ

ィブ運用の投資対象及び投資対象候補に含まれ

ない企業について網羅しきれていない傾向にあ

る。 

ウ 運用受託機関のスチュワードシップ活動に関す

る評価と「目的を持った対話」（エンゲージメント）

の実態把握を目的として、上場会社向けに初めてア

ンケートを実施するとともに、アンケートの回答企

業を訪問し、ヒアリングを行い、運用受託機関のス

チュワードシップ活動の評価の向上とエンゲージ

メント実態把握に努めた。 

 （３）年金給付のための流動性の確保 

平成２７年度における年金特別会計への寄託金償

還等については、年度当初に寄託金償還等の見通しを

策定の上、キャッシュアウト等対応ファンド及び財投

債ファンドの満期償還金・利金等を活用することによ

り対応し、寄託金償還等のために資産の売却を行うこ

とはなかった。 

月次での詳細な経済・市場動向分析のほか、週次で

の分析を継続し、投資委員会を通じて法人内で共有し

た。また、経済コンサルタントの活用に加えて、委託

運用先を通じた情報収集を行った。さらに平成２８年

２月より、運用専門職員を採用するなど、多面的な市

場動向分析を進めている。 

短期借入については、予見し難い事由による一時的

な資金不足等に対応するための体制を維持した。ただ

し、平成２７年度においては、短期借入が必要となる

ような事態は発生しなかった。 

（４）他の管理運用主体との連携 

ＥＳＧ及びリスク管理に関して意見交換するな

ど、相互に連携を図りながら協力するよう努めた。 

 

４．その他参考情報 
該当なし 
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様式１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項） 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ―７ 管理及び運用能力の向上 

業務に関連する政策・施

策 
国民に信頼される持続可能な公的年金制度を構築すること 当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 
年金積立金管理運用独立行政法人法第 18 条 

当該項目の重要度、難易

度 
 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
Ⅸ－１－１ 

 
２．主要な経年データ 
 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 
（前中期目標期間最

終年度値等） 

２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度   ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度 

高度で専門的

な人材数 
管理及び運用

能力の向上 
― ７人      予算額（千円） － 

－ － － － 

         決算額（千円） － － － － － 
         経常費用（千円） － － － － － 
         経常利益（千円） － － － － － 
         行政サービス実

施コスト（千円） － － － － － 

         従事人員数 － － － － － 
       注）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 
 ７．管理及び運用能

力の向上 
（１）高度で専門的

な人材の確保とその

活用等 
高度で専門的な人

材に必要とされる専

門的能力を精査し、

当該専門的能力を必

要とする業務等を明

らかにするととも

に、その人材の受入

に伴う環境整備を図

６．管理及び運用

能力の向上 

（１）高度で専門

的な人材の確保と

その活用等 

高度で専門的な

人材に必要とされ

る専門的能力を精

査し、当該専門的

能力を必要とする

業務等を明らかに

するとともに、そ

の人材の受入に伴

６．管理及び運用

能力の向上 
（１）高度で専門

的な人材の確保と

その活用等 
① 高度で専門的

な人材について

は、運用の多様化

に合わせ必要とす

る業務を明らかに

するとともに、採

用に当たっては、

専門的能力の精査

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．管理及び運用能力の向上 

（１）高度で専門的な人材の確保とその活用等 

① 平成２７年度は、高度で専門的な人材に必

要とされる専門的能力を精査し、以下のとお

り専門的能力が必要となる業務等を明確化

した。 

ア 当法人の「投資原則」には「株式投資に

おいては、スチュワードシップ責任を果た

すような様々な活動を通じて被保険者の

ために中長期的な投資収益の拡大を図る」

ことを定めており、日本版スチュワードシ

ップ・コードの受け入れや国連責任投資原

則への署名等の取組みを進めてきたこと

＜評定と根拠＞ 
評定：Ｂ 
 以下の評価の視点ごとの自

己評価で示すとおり、高度で

専門的な人材については、必

要とされる専門的能力を精査

し、専門的能力が必要となる

業務等を明確にし、外部コン

サルタントの評価を加味した

法人の審査により専門的な人

材を７名採用した（平成２６

年度は若手職員等６名採用で

あり、平成２７年度は専門的

評定 Ｂ 
＜評定に至った理由＞ 
管理及び運用能力の向上に資するため、第３期中期

目標期間より高度で専門的な人材を採用することと

しており、その採用にあたり環境の整備や、目標管理

型による実務の定期的な評価方法の導入などを行う

とともに、外部コンサルタントの評価を加味した審査

により専門的な人材を採用した。また、オルタナティ

ブ投資に関するリスク管理を含めたポートフォリオ

全体のリスク管理システムの導入を決定した。 
 以上を踏まえれば、年度計画を達成しており、「Ｂ」

と評価する。 
 

《インプット情報の記載が困難な理由》 
当法人は、年金積立金の管理及び運用業務のみを行っており、財

務情報等については、業務全般のみを管理している。したがって、

評価項目ごとの財務情報等の記載は不可能。 
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ること。 
また、高度で専門

的な人材の法人に対

する貢献を維持する

ため、業績を定期的

に評価するシステム

を構築・導入し、必

要な場合には、雇用

関係の見直しを可能

とするなど、人材の

適時適切な配置を図

ること。 
さらに、高度で専

門的な人材を活用し

た研修等を実施する

ことにより、本法人

の職員の業務遂行能

力の向上を目指すこ

と。 
なお、高度で専門

的な人材の報酬水準

の妥当性について

は、その報酬体系を

成果連動型とするこ

とや民間企業等にお

ける同様の能力を持

つ人材の報酬水準と

比較するなどの手法

により、国民に分か

りやすく説明するこ

と。 
専門人材の強化・

育成については、適

宜、運用委員会にそ

の状況を報告し、そ

の意見も踏まえて、

積極的に推進するこ

と。 
上記の事項は、長

期的な経済、運用環

境の変化に即した対

う環境整備を行

う。 

また、高度で専

門的な人材の法人

に対する貢献を維

持するため、業績

を定期的に評価す

るシステムを構

築・導入し、必要

な場合には、雇用

関係の見直しを可

能とするなど、人

材の適時適切な配

置を行う。 

さらに、高度で

専門的な人材を活

用した研修等を実

施することによ

り、本法人の職員

の業務遂行能力の

向上を目指す。 

なお、高度で専

門的な人材の報酬

水準の妥当性につ

いては、その報酬

体系を成果連動型

とすることや民間

企業等における同

様の能力を持つ人

材の報酬水準と比

較するなどの手法

により、国民に分

かりやすい説明を

行う。 

専 門 人 材 の 強

化・育成について

は、適宜、運用委

員会にその状況を

報告し、その意見

を踏まえて、積極

的に推進する。 

を行う。また、人

材の受入に当たっ

ては、運用能力を

発揮できるよう環

境整備を行う。 
② 高度で専門的

な人材の法人に対

する貢献の努力及

びその成果を適正

に評価できる人事

評価制度を導入す

る。また、導入後

は、適正な運用を

行い人材の適時適

切な配置等を行

う。 
③ 職員の業務の

遂行能力の向上を

目的とした高度で

専門的な人材等を

活用した研修等を

行う。 
④ 高度で専門的

な人材の報酬水準

の妥当性について

は、民間企業等の

報酬水準と比較す

る手法により国民

に分かりやすい説

明を行う。 
⑤ 専門人材の強

化等については、

適宜、運用委員会

へ報告するととも

に意見を踏まえ推

進する。 
（２）運用対象の

多様化に伴うリス

ク管理の強化 
 オルタナティブ

投資に関するリス

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜評価の視点＞ 

（１）高度で専門

的な人材に必要と

される専門的能力

を精査し、当該専

門的能力を必要と

する業務等を明ら

かにするととも

に、その人材の受

入に伴う環境整備

を行ったか。 

 

 

 

 

 

 

 

に伴う専門的能力を有する人材 

イ 分散投資を進めるためにオルタナティ

ブ投資などによる運用多様化やリスク管

理の強化に伴う専門的能力を有する人材 

なお、これらの必要な人材採用にあたって

は、客観的な視点における外部コンサルタン

トの評価（アセスメント）を加味した法人の

審査により優秀な人材７名を採用した（平成

２６年度は若手職員等６名採用、平成２７年

度は専門的な人材と若手職員等を合わせて

１３名採用）。 

また、専門的な人材の受け入れに当たって

は、事務所が手狭になることに加え、ＢＣＰ

環境、セキュリティ面及び情報システム整備

等を考慮し、事務所移転により必要な環境整

備を行った。 
 

採用内訳 採用人数 

ｽﾁｭﾜｰﾄﾞｼｯﾌﾟｺｰﾄﾞ担当職員 １ 

オルタナティブ運用担当職員 ３ 

運用リスク管理担当職員 １ 

市場分析・資産配分担当職員 ２ 

 

 

  ② 高度で専門的な職員が法人に対する貢献

度及び成果に対して適正な評価が行えるよ

うに２７年度の実績の評価から目標に対す

る成果を評価する制度を導入した。 

  ③ 採用した高度で専門的な職員を講師とし、

職員の能力向上を目的とした研修を実施し

た。 

  ④ 「役職員の報酬・給与等について」の中で、

金融機関における役職員報酬のデータベー

ス等の調査結果による民間資産運用業界の

市場水準等の資料を含めた「職員給与の支給

水準の設定等についての考え方」を公表し

た。 

  ⑤ 専門的な人材の募集内容や採用状況を運

用委員会で３回報告した。 

 

な人材と若手職員等を合わせ

て１３名採用）。また、専門的

な人材の受け入れに当たって

は、事務所が手狭になること

に加え、ＢＣＰ環境、セキュ

リティ面及び情報システム整

備等を考慮し、事務所移転に

より環境整備を行い、高度で

専門的な職員が法人への貢献

を維持させるために目標管理

型による実績の定期的な評価

方法を導入した。さらに、フ

ォワード・ルッキングなリス

ク管理分析機能の強化を図る

ため、オルタナティブ投資に

関するリスク管理を含めたポ

ートフォリオ全体のリスク管

理システムを平成２８年９月

から導入することを決定して

おり、所期の目標を達成した

と考えられることから、Ｂ評

価とする。 
 

【評価の視点】 

（１）高度で専門的な人材に

必要とされる専門的能力を精

査し、専門的能力が必要とな

る業務等を明確にし、外部コ

ンサルタントの評価を加味し

た法人の審査により専門的な

人材を７名採用した（平成２

６年度は若手職員等６名採用

であり、平成２７年度は専門

的な人材と若手職員等を合わ

せて１３名採用）。また、専門

的な人材の受け入れに当たっ

ては、事務所が手狭になるこ

とに加え、ＢＣＰ環境、セキ

ュリティ面及び情報システム

整備等を考慮し、事務所移転

により環境整備を行ってお

＜指摘事項、業務運営上の課題及び改善方策＞ 
 引き続き、高度で専門的な人材の確保に努める等に

より、管理及び運用能力の向上に努めることが望まれ

る。 
 
 
＜その他事項＞ 
（外部有識者の意見） 
・特になし 
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応のための重要な手

段であることから優

先的に行うこと。 
（２）運用対象の多

様化に伴うリスク管

理の強化 
オルタナティブ投

資に関するリスク管

理を含めたポートフ

ォリオ全体のリスク

管理システムについ

て、費用対効果を勘

案した上で、自ら開

発することを含め検

討すること。 
また、リスク管理

について、フォワー

ド･ルッキングなリ

スク分析機能の強

化、リスク管理分析

ツールの整備、情報

収集・調査機能の強

化を進めるなど高度

化を図ること。 

（２）運用対象の

多様化に伴うリス

ク管理の強化 

オルタナティブ

投資に関するリス

ク管理を含めたポ

ートフォリオ全体

のリスク管理シス

テムについて、費

用対効果を勘案し

た上で、自ら開発

することを含め検

討を行う。 

また、基本ポー

トフォリオの乖離

許容幅の中での機

動的な運用を行う

ことなどを踏ま

え、リスク管理に

ついて、フォワー

ド・ルッキングな

リスク分析機能の

強化、リスク管理

分析ツールの整

備、情報収集・調

査機能の強化を進

めるなど高度化を

図る。 

 

ク管理を含めたポ

ートフォリオ全体

のリスク管理シス

テムについて、費

用対効果を勘案し

た上で、自ら開発

することを含め検

討を行う。 
 また、基本ポー

トフォリオの乖離

許容幅の中での機

動的な運用を行う

ことなどを踏ま

え、リスク管理に

ついて、フォワー

ド・ルッキングな

リスク管理分析機

能の強化、リスク

管理分析ツールの

整備、情報収集・

調査機能の強化な

ど高度化の取組を

進める。 
 

 

 

 

（２）高度で専門

的な人材の法人に

対する貢献を維持

するため、業績を

定期的に評価する

システムを構築・

導入し、必要な場

合には、雇用関係

の見直しを可能と

するなど、人材の

適時適切な配置を

行ったか。 

 

（３）高度で専門

的な人材を活用し

た研修等を実施す

ることにより、職

員の業務遂行能力

の向上を図った

か。 

 

（４）高度で専門

的な人材の報酬水

準の妥当性につい

ては、その報酬体

系を成果連動型と

することや民間企

業等における同様

の能力を持つ人材

の報酬水準と比較

するなどの手法に

より、国民に分か

りやすい説明を行

ったか。 

 

（５）専門人材の

強化・育成につい

ては、適宜、運用

（２）運用対象の多様化に伴うリスク管理の強化 

フォワード・ルッキングなリスク管理分析機能

の強化を図るため、オルタナティブ投資に関する

リスク管理を含めたポートフォリオ全体のリス

ク管理システムの導入に向け、外部機関が提供す

る既存のシステムと法人主体で新規開発を行う

場合について情報収集を行い、導入に要する期間

や一時費用・ランニング費用等について比較、検

討し、外部機関が提供する既存のシステムを平成

28 年 9 月から導入することとした。 

なお、システム導入に向け、調達仕様書を作成

し、情報システム委員会等での審議、了承を経て、

ホームページに調達公告を掲載（8 月 17 日～9

月 4日、19日間）し、企画競争を実施。4者から

提出のあった企画書（ヒアリングを含む）に基づ

く評価を実施の上、契約候補者を選定し 12月 25

日付で契約を締結した。 

さらに、リスク管理に関する情報収集の一環と

して、勉強会を 2 回開催した。 

り、所期の目標を達成してい

ると考える。 

 

（２）高度で専門的な職員が

法人への貢献を維持させるた

めに目標管理型による実績の

定期的な評価方法を導入して

おり、所期の目標を達成して

いると考える。 

 

 

 

 

 

 

 

（３）職員の能力向上を図る

目的で高度で専門的な職員を

講師とする研修を実施してお

り、所期の目標を達成してい

ると考える。 

 

 

 

（４）「役職員の報酬・給与等

について」において、民間資

産運用業界の実態等を含めた

職員給与の支給水準の設定等

の考え方を公表しており、所

期の目標を達成していると考

える。 

 

 

 

 

 

 

 

（５）平成２７年度から高度

で専門的な人材の採用を開始

したことから、適宜、採用状
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委員会にその状況

を報告し、その意

見を踏まえて、積

極的に推進した

か。 

 

（６）オルタナテ

ィブ投資に関する

リスク管理を含め

たポートフォリオ

全体のリスク管理

システムについ

て、費用対効果を

勘案した上で、自

ら開発することを

含め検討を行った

か。 

 

 

（７）リスク管理

について、フォワ

ード・ルッキング

なリスク分析機能

の強化、リスク管

理分析ツールの整

備、情報収集・調

査機能の強化を進

めるなど高度化を

図ったか。 

況を運用委員会に報告してお

り、所期の目標を達成してい

ると考える。 

 

 

 

（６）オルタナティブ投資に

関するリスク管理を含めたポ

ートフォリオ全体のリスク管

理システムについては、導入

に要する期間や一時費用・ラ

ンニング費用等について比

較、検討し、費用対効果を勘

案した上で、外部機関が提供

する既存のシステムの調達を

実施しており、所期の目標を

達成していると考える。 
 

 

（７）フォワード・ルッキン

グなリスク管理分析機能の強

化を図るためのツールを平成

２８年９月から導入すること

を決定したことから、所期の

目標を達成していると考え

る。 

 

 

〈課題と対応〉 
  特になし 

 

４．その他参考情報 
該当なし 
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様式１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項） 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ―８ 調査研究業務 

業務に関連する政策・施

策 
国民に信頼される持続可能な公的年金制度を構築すること 当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 
年金積立金管理運用独立行政法人法第 18 条 

当該項目の重要度、難易

度 
 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
Ⅸ－１－１ 

 
２．主要な経年データ 
 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 
（前中期目標期間最

終年度値等） 

２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度   ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度 

         予算額（千円） － － － － － 
         決算額（千円） － － － － － 

         経常費用（千円） － － － － － 
         経常利益（千円） － － － － － 
         行政サービス実

施コスト（千円） － － － － － 

         従事人員数 － － － － － 
       注）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 
 ８．調査研究業

務 
 

（１）調査研究

業務の充実 
年金積立金管

理運用独立行政

法人法では、年

金積立金の管理

及び運用に係る

調査研究業務

は、付随業務と

して位置付けら

れているが、高

７．調査研究業

務 

 

（１）調査研究

業務の充実 

年金積立金

管理運用独立

行政法人法で

は、年金積立金

の管理及び運

用に係る調査

研究業務は、付

随業務として

位置付けられ

７．調査研究業

務 
 

（１）調査研究

業務の充実 
① 管理運用

手法の高度化

等を進める観

点からの調査

研究を大学や

シンクタンク

等を活用して

積極的に行う。

なお、調査研究

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７．調査研究業務 
 

（１）大学共同研究等 

 ① 管理運用手法の高度化を進めるため「海外年金基金等にお

けるインハウス運用についての調査研究業務」について、企

画競争を実施し、委託先を選定した。海外の年金基金等では、

オルタナティブ資産を含めた多様な資産の運用をインハウス

で行っているところが多いことから、インハウス運用の目的

や位置付け、運用体制、リスク管理体制等について調査を行

い、当法人のインハウス運用のあり方についての提案を求め

た。なお、平成 28年度上期を目途に報告を受けることとして

おり、調査研究の実施に当たっては、担当部署の職員と委託

先とで意見交換等を行い、ノウハウの蓄積を図っている。 

   また、来年度以降の研究テーマについて、ホームページを

＜評定と根拠＞ 
評定：Ｂ 

 以下の評価の視点ごと

の自己評価で示すとおり、

調査研究の実施にあたり、

担当部署と委託先とで意見

交換等によりノウハウの蓄

積を図った。また当法人が

業務委託先の情報セキュリ

ティ対策を評価する仕組み

の構築等を行っており、所

期の目標を達成していると

考えることから、Ｂと評価

する。 

評定 Ｂ 
＜評定に至った理由＞ 
新たに調査課の設置や業務委託先の情報セキュリ

ティ対策を評価する仕組みの構築など、調査研究業務

の充実を図る各種取組を実施していると認められる。 
 以上を踏まえれば、年度計画を達成しており、「Ｂ」

と評価する。 
 
 

＜指摘事項、業務運営上の課題及び改善方策＞ 
 特になし 
 
＜その他事項＞ 
（外部有識者の意見） 

《インプット情報の記載が困難な理由》 
当法人は、年金積立金の管理及び運用業務のみを行っており、財

務情報等については、業務全般のみを管理している。したがって、

評価項目ごとの財務情報等の記載は不可能。 
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度で専門的な人

材を活用した法

人内部での調査

研究を拡充でき

るような体制の

整備を図り、調

査研究によって

得られたノウハ

ウを蓄積し、将

来に渡って年金

積立金の管理及

び運用を安全か

つ効率的に実施

していくこと。 
現在、主に大

学との共同研究

やシンクタンク

等へ委託するこ

とにより実施し

ている調査研究

業務を当該人材

を含めた法人の

職員が担うこと

により、年金積

立金の管理及び

運用に関するノ

ウハウを法人内

に蓄積すること

を目指すこと。 
（２）調査研究

業務に関する情

報管理 
具体的な運用

手法に結びつく

調査研究業務に

ついて、共同又

は委託により実

施する場合に

は、契約におい

て守秘義務を課

している現状の

ているが、高度

で専門的な人

材を活用した

法人内部での

調査研究を拡

充できるよう

な体制の整備

を図り、調査研

究によって得

られたノウハ

ウを蓄積し、将

来に渡って年

金積立金の管

理及び運用を

安全かつ効率

的に行う。 

また、調査研

究業務につい

ては、大学との

共同研究やシ

ンクタンク等

へ委託研究を

行うとともに、

年金積立金の

管理及び運用

に関するノウ

ハウを法人内

に蓄積するた

め、高度で専門

的な人材の採

用に伴い、当該

人材を含めた

法人の職員が

担うことを検

討する。 

（２）調査研究

業務に関する

情報管理 

具体的に運

用手法に結び

つく調査研究

の実施に当た

っては、法人職

員が関与する

ことにより、分

析手法などの

ノウハウの蓄

積を図る。 
② 内外の経

済動向の把握

については経

済環境コンサ

ルタントを活

用し、適切なリ

バランス及び

キャッシュア

ウトのため、市

場に関する情

報収集・分析を

行う。 
③ 年金積立

金の管理及び

運用に関する

ノウハウを法

人内に蓄積す

るため、高度で

専門的な人材

の採用に伴い、

当該人材を含

めた調査研究

を担える体制

整備を検討す

る。 
④ 専門調査

機関等が主催

するセミナー

や研修などに

参加して内外

の情報収集や

意見交換を積

極的に行う。 
 

＜評価の視点＞ 

（１）高度で専

門的な人材を活

用した法人内部

での調査研究を

拡充できるよう

な体制の整備を

図ったか。 

 

（２）大学との

共同研究やシン

クタンク等へ委

託研究を行うと

ともに、年金積

立金の管理及び

運用に関するノ

ウハウを法人内

に 蓄 積 す る た

め、高度で専門

的な人材の採用

に伴い、当該人

材を含めた法人

の職員が担うこ

と を 検 討 し た

か。 

 

（３）具体的に

運用手法に結び

つく調査研究業

務について、共

同又は委託によ

り実施する場合

には、法人が自

ら共同研究者又

は委託研究機関

の守秘義務の遵

守状況を検証す

る仕組みを構築

すること等によ

り、情報漏洩対

策 を 徹 底 し た

活用し意見を求め、応募機関に対しヒアリングを行い、内容

について検討した。 

② 月次での詳細な経済・市場動向分析のほか、週次での分析

を継続し、投資委員会を通じて法人内で共有した。また、経

済コンサルタントの活用に加えて、委託運用先を通じた情報

収集を行った。さらに平成２８年２月より、運用専門職員を

採用するなど、多面的な市場動向分析を進めている。 

③ 平成２７年５月に調査研究を担える体制整備として企画部

に調査課を設置した。 

④セミナー・研修等 

   国内外で開催される運用機関等主催のセミナーや研修に積

極的に参加するとともに、運用機関等からの情報収集、勉強

会の実施等、より先進的な事例等に関する情報収集・分析の

強化に努めるとともに、年金運用の最新の動向に関する情報

を役職員間で共有した。 

内容 回数 参加延べ人数 

国内外部セミナー 21 30 

国際機関等主催会議 9 11 

 

（２）調査研究業務に関する情報管理 

当法人に関する情報に係る情報セキュリティ対策の履行状

況や情報セキュリティ対策ベンチマークによる自己診断等に

ついて業務委託先より報告を受け、当法人が業務委託先の情

報セキュリティ対策を毎年度評価することとした。 

   また、委託調査研究の選定先等候補者に対して、情報処理

推進機構（IPA）の情報セキュリティベンチマークによる自己

診断の提出を求め、いずれの社も情報管理に問題ない状況で

あることを確認した。 

    

【評価の視点】 

（１）調査課の設置による体

制整備を実施したことから、

所期の目標を達成していると

考える。 
 
 
 
 
（２）管理運用手法の高度化

を進めるための調査研究を実

施しており、実施に当たって

は、担当部署の職員と委託先

との間で意見交換等を行うこ

とにより、分析手法などのノ

ウハウの蓄積を図っているこ

とから、所期の目標を達成し

ていると考える。 
 
 
 
 
 
 
 
 
（３）委託調査研究機関等か

らの情報漏洩防止を図ること

を目的として、当法人に関す

る情報に係る情報セキュリテ

ィ対策の履行状況や情報セキ

ュリティ対策ベンチマークに

よる自己診断等について業務

委託先より報告を受け、守秘

義務の遵守状況を検証、評価

する仕組みの構築等を行い、

所期の目標を達成していると

考える。 

 

 

 

・特になし 
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取扱いに加え

て、法人が自ら

共同研究者又は

委託研究機関の

守秘義務の遵守

状況を検証する

仕組みを構築す

ること等によ

り、情報漏えい

対策を徹底する

こと。 

業務について、

共同又は委託

により実施す

る場合には、契

約において守

秘義務を課し

ている現状の

取扱いに加え

て、法人が自ら

共同研究者又

は委託研究機

関の守秘義務

の遵守状況を

検証する仕組

みを構築する

こと等により、

情報漏えい対

策を徹底する。 

（２）調査研究

業務に関する

情報管理 
共同研究者

又は委託研究

機関における

情報管理体制

の有効性を法

人が自ら評価

する仕組みの

構築等につい

て検討を行う。 

か。 〈課題と対応〉 
  特になし 

 

４．その他参考情報 
該当なし 
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. 様式１－１－４－２ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項） 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅱ―１ 効率的な業務運営体制の確立 

当該項目の重要度、難易

度 
 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
Ⅸ－１－１ 

 
２．主要な経年データ 
 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最終年

度値等） 

２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１度 （参考情報） 
当該年度までの累積値等、必要な

情報 
業務運営体制の見直し 効率的な業務運営

体制の確立 
４件 

（取組み数） 
４件 

 
     

         
         

         
 
３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 
 第４ 業務運営の効

率化に関する事項 
 
 
 
 

１．効率的な業務運

営体制の確立 
組織編成及び管理

部門を含む各部門の

人員配置を実情に即

して見直し、また、

経費節減の意識及び

能力・実績を反映し

た業績評価等を適切

に行うことにより、

効率的な業務運営体

制を確立すること。 
 

第２ 業務運営の

効率化に関する目

標を達成するため

とるべき措置 

 

 

１．効率的な業務

運営体制の確立 

業務運営を効率

的かつ効果的に実

施するため、組織

編成及び管理部門

を含む各部門の人

員配置を実情に即

して見直すととも

に、経費節減の意

識及び能力・実績

を反映した業績評

価等を適切に行う

第２ 業務運営の

効率化に関する目

標を達成するため

とるべき措置 
 
 
１．効率的な業務

運営体制の確立 
 

（１）事務処理の

迅速化を図り、組

織編成及び人員配

置を各部門の業務

の質量に応じて見

直すとともに、効

率的かつ効果的に

業務を遂行できる

ような体制の整備

を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２ 業務運営の効率化に関する目標を達成す

るためとるべき措置 

 

 

１．効率的な業務運営体制の確立 

 
（１）平成２７年５月に年金積立金管理運用

独立行政法人法が改正され、理事を２

名置くことができることとなり、５月

に管理運用業務担当理事と総務・企画

等担当理事の２名体制とした。これに

伴い、理事の職務を明確化するために

「理事の職務に関する規程」（平成２７

年５月９日制定）を制定した。また、

法人内で契約内容の法令確認や法務に

関する業務を担うリーガル・オフィサ

ーを平成２８年１月に設置した。 
組織編成については、機能の強化及

び牽制を図る目的から委託運用部門に

＜評定と根拠＞ 
評定：Ｂ 
 以下の評価の視点ごとの自

己評価で示すとおり、法人に

必要な人員配置及び組織編成

等、効率的かつ効果的に業務

を遂行できるような体制の整

備を行った。また、高度化や

国際化に対応した管理運用業

務の基盤となる情報システム

の整備等を行うなど、業務運

営の電子化、ペーパーレス化

等に取り組んでおり、これら

を踏まえれば、所期の目標を

達成したと考えられることか

ら、Ｂ評価とする。 
 
 
 

評定 Ｂ 
＜評定に至った理由＞ 
リーガル・オフィサーや運用管理室の設置等、法人

に必要な人員配置や組織編成を行い、効率的な業務運

営体制の確立を図っている。 

また、業務運営の電子化やペーパーレス化のための

情報システムの整備などの環境整備にも取り組んで

いる。 

以上を踏まえれば、年度計画を達成しており、「Ｂ」

と評価する。 

 

＜今後の課題＞ 

 引き続き業務運営の効率化を図ることが望まれる。 

 

 

＜その他事項＞ 
（外部有識者の意見） 
・特になし 
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４．業務の電子化の

取組 
運用の基盤となる

情報システムの整備

等を行うなど、業務

運営の電子化に取り

組み、業務運営の効

率化の向上を図るこ

と。 

ことにより、効率

的な業務運営体制

を確立する。 

４．業務の電子化

の取組 

多様化、高度化

や国際化に対応し

た管理運用業務の

基盤となる情報シ

ステムの整備等を

行うなど、業務運

営の電子化、ペー

パーレス化等に取

り組み、業務運営

の効率化の向上を

図る。 

（２）人事評価制

度については、経

費節減の意識・取

組も評価項目とし

つつ、適正な運用

を図る。 
４．業務の電子化

の取組 
 多様化、高度化

や国際化に対応し

た管理運用業務の

基盤となる情報シ

ステムの整備等を

行うなど、業務運

営の電子化、ペー

パーレス化等に取

り組み、業務運営

の効率化の向上を

図る。 
 

（１）中期目標期間中

に、組織編成及び人員

配置を業務の実情に

即して見直したか。 

 

 

 

 

 

 

 

（２）能力・実績を反

映した人事評価制度

を実施しているか。 

 

 

 

（３）業務改善のた

め、役職員が具体的な

イニシアティブを発

揮したか。 

 

 

（４）高度化や国際化

に対応した管理運用

業務の基盤となる情

報システムの整備等

を行うなど、業務運営

の電子化、ペーパーレ

ス化等に取り組んだ

か。 

おける運用と管理を分離し、運用管理

に特化する運用管理室を１１月に設置

した。また、オルタナティブ投資を行

うオルタナティブ投資課を室に格上げ

し、オルタナティブ投資室として平成

２８年３月に設置した。 
さらに、主たる事務所を東京に置く

ことも年金積立金管理運用独立行政法

人法の改正で明確になったこと、及び、

高度で専門的な人材の採用を進める上

でオフィスが手狭になったこと等から

平成２７年１２月に事務所移転を実施

した。 
（２）職員の能力向上、管理職の能力強化及

び職員の勤労意欲の向上を図ることを

目的として、人事評価を実施した。 
平成２７年度においては、平成２６

年度下期実績評価 （１０月～３月）

を４～５月に実施し、その結果を６月

期の賞与に、平成２７年度上期実績評

価（４月～９月）を１０月～１１月に

実施し、１２月期の賞与に反映させた。 
また、能力評価（１月～１２月）に

ついては、平成２７年１２月に実施し、

１月にフィードバック面談を行い、被

評価者の結果を通知した。併せて、そ

の結果を平成２８年４月の昇給等へ反

映させた。 
その他、職員のコスト意識の向上及

び業務改善を図るため、無駄を削減し、

業務を効率的に行う取組について評価

項目に加えた人事評価を実施した。 
なお、実績評価においては新たな手

法の目標管理型実績評価を検討し、平

成２８年度からの導入に備えて、平成

２７年度下期実績評価から課長クラス

以上のみ試行を実施した。 
（３）業務改善のための役職員のイニシアテ

ィブについては、次のような取組を行

ってきている。 
投資原則及び行動規範に則り、管理

【評価の視点】 
（１）平成２７年５月に理事

２名体制、平成２８年１月の

リーガル・オフィサーの設置

など法人に必要な人員配置及

び運用管理室の設置やオルタ

ナティブ投資室の格上げによ

る組織編成を行ったことか

ら、所期の目標を達成してい

ると考える。 

 

（２）能力及び実績の評価結

果は、昇給等に反映される人

事評価制度の実施をしたこと

から、所期の目標を達成して

いると考える。 

 

（３）各職員がレベルを問わ

ず担当になること等で業務改

善等のイニシアティブを発揮

しており、所期の目標を達成

していると考える。 

 

（４）高度化や国際化に対応

した管理運用業務の基盤とな

る情報システムの整備等を行

うなど、業務運営の電子化、

ペーパーレス化等に取り組ん

でおり、所期の目標を達成し

ていると考える。 

 
 
 
 
〈課題と対応〉 
  特になし 
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運用業務を実施し、及び国民から信頼

される組織であるべく行動するよう役

職員に周知徹底を図った。 
業務体制における取組としては、業

務ごとに主担当、副担当を置くととも

に、その担当一覧をＧＰＤＲの共有フ

ァイルに掲載することで、各職員の担

当業務を明らかにしている。この結果、

どのレベルの職務の者であっても（課

員、室員であっても）、主担当となるこ

と等により、全職員が業務改善等のイ

ニシアティブをとることができる体制

となっている。 
また、人事評価制度における取組と

しては、能力評価の評価科目（積極性）

において、業務改善提案等の取組を評

価することを、人事評価制度実施規程

（内部規程）に規定し、職員に周知す

るとともに、規定どおりに評価してい

る。また、職員のコスト意識の向上及

び業務改善を図るため、無駄を削減し、

業務を効率的に行う取組について評価

項目に加えている。 
 

４．業務の電子化の取組 

（１）法人全体の業務運営の効率化に向け、

ネットワークシステム等の機能改善・強

化について検討を行い、以下の対応を行

った。 

・ネットワークシステムにおいて、情報セ

キュリティ対策としてＵＲＬフィルタリ

ング機能を強化すると共に、メール保存

方式改善による業務効率化を図ることと

した。また、法人が貸与するモバイル端

末による法人事務所外からの利用が可能

となるよう、クライアント端末認証機能

を追加した。 

・Ｗｅｂサイト閲覧において、ネットワー

クシステムとは分離した新たなインター

ネット接続環境を設け、ネットワークシ

ステムのセキュリティレベルを低下させ
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ることなく、緊急時又は一時的な閲覧制

限サイトへのアクセスが可能なオープン

ネットワークを構築した。 

・新事務所におけるペーパーレス化等によ

る業務運営の効率化のために必要な対応

について検討の上、回線、タブレット 40

台、 WEB 会議システム、電子黒板、大型

モニター等の機材設置、WiFi 環境の設営

を行い、これらを利用可能な環境を構築

した。 

・ネットワークシステム等の機能改善やセ

キュリティ強化のために必要となるネッ

トワークの基盤等について、調査、検討

の上、物理サーバを追加することとした。 

 

（２）伝統的資産の管理及び運用の基盤とな

る年金積立金データ管理（ＧＰＤＲ）シ

ステムの安定稼動に向け、以下の取り組

みを行った。 

① 年金積立金データ標準化（ＭＲＫサー

ビス）業務 

・品質を確保すべく管理を徹底し、イン

シデント管理の徹底に努めると共に、

構築した継続的改善活動のＰＤＣＡサ

イクルの実施状況について確認した。 

・外債の運用スタイル多様化に向け、新

たなＳＷＡＰ取引等や外貨建 CB に係

る GPデータ仕様の追加整備を行い、併

せて、これらに係る帳票の改修につい

ても対応した。 

 

② 年金積立金データ管理（ＧＰＤＲ）シ

ステム 

・安定稼動を実現するため、運用業務に

おけるインシデント管理を徹底した。 

・定例及び随時の会議における外部委託

業者からの報告やステークホルダー間

の連携を徹底させたことに加え、シス

テム障害発生時には迅速な復旧を目的

とするインシデント管理と、原因追及

及び再発防止を目的とする問題管理を
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分離することにより、業務への影響を

回避し、結果として稼働率 99.5%を確

保した。 

・標準化された運用管理プロセスの継続

的改善活動が定着していることを確認

した。 

 

③ 年金積立金データ管理（ＧＰＤＲ）シ

ステムの派生開発 

・運用手法の見直しや制度変更等に適宜

対応するため、分析ツール接続データ

変更対応、複合ベンチマークの日次対

応、インフラ投資ファンドに係る帳票

出力対応及びＳＷＡＰ取引について、

システム対応を実施した。 

 

（３）オルタナティブ資産の管理及び運用の

基盤となる新たなシステムの導入に向

け、以下の対応を実施した。 

・運用多様化に伴うシステム化計画の策定

にあたり、オルタナティブ資産に係る資

産管理機関等関係者の想定される役割を

踏まえ、ＧＰＤＲシステムを含めたシス

テム構想図を作成した。 

・オルタナティブ資産の管理及び運用の基

盤となる新たなシステムの導入にあたっ

ては、機能要件及び非機能要件について

調査、検討を行い、外部機関が提供する

サービスを活用することとして調達を行

った。 

・ホームページに調達公告を掲載（9 月 25

日～10 月 28 日、23 営業日）の上、企画

競争を実施し、2 者より企画書の提出が

あり、企画書に基づく評価（ヒアリング

を含む）を実施の上、評価会議を経て契

約候補者を選定し、12 月 22 日付で契約

を締結した。 

 

（４）伝統的資産とオルタナティブ資産を統

合したポートフォリオ全体のデータにつ

いて、効率的な管理、活用が可能となる
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仕組みについて以下の対応を行った。 

・運用多様化に伴うシステム化計画の策定

にあたり、オルタナティブ資産に係る資

産管理機関等関係者の想定される役割を

踏まえ、ＧＰＤＲシステムを含めたシス

テム構想図を作成した。 

・伝統的資産とオルタナティブ資産を統合

したポートフォリオ全体のデータを効率

的に管理、活用するためのシステム開発

にあたっては、機能要件及び非機能要件

について調査、検討を行い、ＧＰＤＲシ

ステムが有するデータウエアハウスとし

ての機能を活用してデータ統合処理を行

うため、ＧＰＤＲシステムの機能追加の

ための派生開発による対応が望ましいこ

と、本機能追加後は現行機能と合わせて

一体的に保守を行う必要があることを確

認した。 

・官報に公示（10 月 15 日掲載）の上、11

月 13 日付でＧＰＤＲシステムの保守業

務受託者と契約を締結し、開発に着手し

ている。 

 

４．その他参考情報 
該当なし 
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様式１－１－４－２ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項） 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅱ―２ 業務運営の効率化に伴う経費節減、契約の適正化 

当該項目の重要度、難易

度 
 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
Ⅸ－１－１ 

 
２．主要な経年データ 
 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（平成 21 年度計画値） 
２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度 （参考情報） 

当該年度までの累積

値等、必要な情報 
一般管理費（退職手当及び事務

所移転経費を除く。）及び業務経

費（システム関連経費、管理運

用委託手数料、高度で専門的な

人材に係る人件費及び短期借入

に係る経費を除く。）の合計額

（千円） 

業務運営の効率化 2,223,068 3,122,635     － 

中期計画による節減額（千円） ― ― 29,789     － 

 

達成度 ― ― 100％     － 

（参考）執行額（千円） ― ― 2,039,252     － 

        － 

 

        － 

        － 

 

        － 

        － 

        － 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 
 ２．業務運営の

効率化に伴う経

費節減 
中期目標期間

中、一般管理費

（退職手当及び

事務所移転経費

を除く。）及び業

務経費（システ

ム関連経費、管

理運用委託手数

料、高度で専門

的な人材に係る

人件費及び短期

借入に係る経費

を除く。）の合計

について、平成

２７年１０月か

ら始まる被用者

年金制度の一元

化 も 踏 ま え つ

つ、平成２６年

度 を 基 準 と し

て、高度で専門

的な人材の確保

その他の「独立

行政法人改革等

に関する基本的

な方針」（平成２

５年１２月２４

日閣議決定。以

下「基本的方針」

という。）等に基

づき新規に追加

されるものや拡

充される分を除

き、毎年度平均

で前年度比１．

２．業務運営の

効率化に伴う

経費節減 

中期目標期

間中、一般管理

費（退職手当及

び事務所移転

経費を除く。）

及び業務経費

（システム関

連経費、管理運

用委託手数料、

高度で専門的

な人材に係る

人件費及び短

期借入に係る

経費を除く。）

の合計につい

て、平成２７年

１０月から始

まる被用者年

金制度の一元

化も踏まえつ

つ、平成２６年

度を基準とし

て、高度で専門

的な人材の確

保その他の「独

立行政法人改

革等に関する

基本的な方針」

（平成２５年

１２月２４日

閣議決定。以下

「基本的方針」

という。）等に

基づき新規に

追加されるも

２．業務運営の

効率化に伴う

経費節減 
一般管理費

（退職手当及

び事務所移転

経費を除く。）

及び業務経費

（システム関

連経費、管理運

用委託手数料、

高度で専門的

な人材に係る

人件費及び短

期借入に係る

経費を除く。）

の合計につい

て、平成２７年

１０月から始

まる被用者年

金制度の一元

化も踏まえつ

つ、高度で専門

的な人材の確

保その他の「独

立行政法人改

革等に関する

基本的な方針」

（平成２５年

１２月２４日

閣議決定。以下

「基本的方針」

という。）等に

基づき平成２

７年度に新規

に追加される

ものや拡充さ

れる分を除き、

＜定量的指標＞ 

一般管理費（退職

手当及び事務所

移 転 経 費 を 除

く。）及び業務経

費（システム関連

経費、管理運用委

託手数料、高度で

専門的な人材に

係る人件費及び

短期借入に係る

経費を除く。）の

合計について、基

本的方針等に基

づき新規に追加

されるものや拡

充される分を除

き、前年度比１．

３４％以上の効

率化を行ったか。 

 

 

 

 

 

 

 

＜評価の視点＞ 

（１）中期目標期

間中、一般管理費

（退職手当及び

事務所移転経費

を除く。）及び業

務経費（システム

関連経費、管理運

用委託手数料、高

度で専門的な人

材に係る人件費

２．業務運営の効率化に伴う経費節減 

（１）中期目標・中期計画に定める経費節減目標を達成するため、一

般管理費（退職手当及び事務所移転経費を除く。）及び業務経費

（システム関連経費、管理運用委託手数料、高度で専門的な人材

に係る人件費及び短期借入に係る経費を除く。）の合計について、

平成 27 年 10 月から始まる被用者年金制度の一元化も踏まえつ

つ、平成 26 年度を基準として、高度で専門的な人材の確保その

他の「独立行政法人改革等に関する基本的な方針」（平成 25 年 12

月 24 日閣議決定。以下「基本的方針」という。）等に基づき新規

に追加されるものや拡充される分を除き、毎年度平均で前年度比

1.34％以上の効率化を行う予算を作成した。執行に当たっては、

一般競争入札や企画競争･公募等を実施し、経費節減に努めた。 

 （単位：百万円） 

 26 年度 

基準年度 
27 年度 

節減対象経費 

（一般管理費及び業務経費) 
2,223 3,123 

中期計画による節減額 － 30 

執行額 － 2,039 

（注１） 平成２７年度の節減対象経費（一般管理費及び業務経費）

は、中期計画による節減額（基準年度に対し１．３４％の

効率化を行うことにより見込まれる額）を控除した額であ

り、また、基本的方針等に基づき新規に追加されるものや

拡充される経費を含む額である。なお、新規に追加される

ものや拡充される経費は、翌年度から１．３４％の効率化

を行う。 

（注２） 単位未満四捨五入のため、合計が一致しない場合がありま

す。 

 

（２）人件費については、国家公務員の給与改定に関する法律が成立

したことを踏まえ、国家公務員に準じて、職員については平成２

８年２月に「役員給与規程」及び「職員給与規程」を改正した。 

  （給与水準の適切性等） 

    年齢のみで比較した国家公務員指数は、平成２７年度で 

   １２１．２と国を上回っているが、学歴・勤務地域も加味した

指数では、１０１．９と国に近い水準となっている。 

    

＜評定と根拠＞ 
評定：Ｂ 
 以下の数値目標及び評

価の視点ごとの自己評価

で示すとおり、経費節減

及び契約の適正化につい

ては、適切に取組んでお

り、所期の目標を達成し

たと考えられることか

ら、Ｂ評価とする。 
 

【定量的指標】 

（１）平成 27年度の予算

額は、平成 26年度を基準

として、高度で専門的な

人材の確保その他の「独

立行政法人改革等に関す

る基本的な方針」（平成

25 年 12 月 24 日閣議決

定。以下「基本的方針」

という。）等に基づき新規

に追加されるものや拡充

される分を除き、１．３

４％の節減を行っている

ことから、所期の目標を

達成していると考える。 

 

【評価の視点】 

（１）平成 27年度の予算

額は、平成 26年度を基準

として、高度で専門的な

人材の確保その他の基本

的方針等に基づき新規に

追加されるものや拡充さ

れる分を除き、１．３４％

の節減を行っていること

から、所期の目標を達成

していると考える。 

評定 Ｂ 
＜評定に至った理由＞ 
平成２７年度の予算額は、新規分等を除き平成２６

年度予算額を基準として 1.34%の節減を行っており、

適切な経費節減を行っている。また、調達等合理化計

画に定める各種目標を達成し、契約の適正化に努めて

いる。 

以上を踏まえれば、年度計画を達成しており、「Ｂ」

と評価する。 

 
 

＜今後の課題＞ 
 引き続き、適切な経費節減を行うとともに、契約の

適正化に努めることが望まれる。 
 
 
＜その他事項＞ 
（外部有識者の意見） 
・委託手数料が全体として増加しているなど、効率的

とは言えないのではないか。 
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３４％以上の効

率 化 を 行 う こ

と。新規に追加

されるものや拡

充される分は翌

年度から１．３

４％以上の効率

化を図ること。 
人件費につい

ては、政府の方

針を踏まえつつ

適切に対応して

いくこと。その

際、高度で専門

的な人材の確保

その他の基本的

方針に基づく施

策の実施に的確

に対応できるよ

う、必要な人員

体制を確保する

こと。 
また、給与水

準については、

国家公務員の給

与、金融機関等

の民間企業の給

与、法人の業務

の実績及び職員

の職務の特性等

を考慮し、手当

を含め役職員給

与について検証

した上で、その

適正化に取り組

むとともに、そ

の検証結果や取

組状況を公表す

ること。その際、

高度で専門的な

人材の報酬水準

のや拡充され

る分を除き、毎

年度平均で前

年度比１．３

４％以上の効

率化を行う。新

規に追加され

るものや拡充

される分は翌

年度から１．３

４％以上の効

率化を行う。 

人件費につ

いては、政府の

方針を踏まえ

つつ適切に対

応していく。そ

の際、高度で専

門的な人材の

確保その他の

基本的方針に

基づく施策の

実施に的確に

対応できるよ

う、必要な人員

体制を確保す

る。 

また、給与水

準については、

国家公務員の

給与、金融機関

等の民間企業

の給与、法人の

業務の実績及

び職員の職務

の特性等を考

慮し、手当を含

め役職員給与

について検証

した上で、その

適正化に取り

平成２６年度

と比べて１．３

４％以上の効

率化を行う。 
人件費につ

いては、政府の

方針を踏まえ

つつ適切に対

応していく。そ

の際、高度で専

門的な人材の

確保その他の

基本的方針に

基づく施策の

実施に的確に

対応できるよ

う、必要な人員

体制を確保す

る。 
また、給与水

準については、

国家公務員の

給与、金融機関

等の民間企業

の給与、法人の

業務の実績及

び職員の職務

の特性等を考

慮し、手当を含

め役職員給与

について検証

した上で、その

適正化に取り

組むとともに、

その検証結果

や取組状況を

公表する。その

際、高度で専門

的な人材の報

酬水準につい

ては、第１の６

及び短期借入に

係 る 経 費 を 除

く。）の合計につ

いて、基本的方針

等に基づき新規

に追加されるも

のや拡充される

分を除き、毎年度

平均で前年度比

１．３４％以上の

効率化を行った

か。新規に追加さ

れるものや拡充

される分は翌年

度から１．３４％

以上の効率化を

行ったか。 

 

（２）人件費につ

いては、政府の方

針を踏まえつつ

適切に対応した

か。その際、高度

で専門的な人材

の確保その他の

基本的方針に基

づく施策の実施

に的確に対応で

きるよう、必要な

人員体制を確保

したか。 

 

 

（３）給与水準に

ついては、国家公

務員の給与、金融

機関等の民間企

業の給与、法人の

業務の実績及び

職員の職務の特

性等を考慮し、手

（３）管理運用委託手数料について、次のとおり節減に努めた。 

   相対的に手数料率が高い内外株式への配分により全体では９

２億円の増加となったが、国内債券パッシブについては、委託運

用から自家運用への資産移管を行うことにより約２億円の手数

料を節減した。また、外国債券パッシブについても２７年度に実

施したマネジャー・ストラクチャーの見直しに伴う手数料率の引

下げ等により約１億円の手数料を節減した。なお、上記のほか、

報酬率表で設定された上限を超えたファンドについては、延伸部

分の報酬率設定に当たって運用受託機関と交渉し、手数料節減に

努めた。 

 

３．契約の適正化 

（１）調達の実施状況 

   公正性・透明性を確保しつつ、自律的かつ継続的に調達等の合

理化に取り組み、真にやむを得ない随意契約を除き、一般競争入

札等（一般競争入札（最低価格落札方式及び総合評価落札方式）、

企画競争及び公募）による調達を実施した。 

 

 【契約の実績】 

（単位：件、百万円） 

 平成 26 年度 平成 27 年度 比較増△減 

件数 金額 件数 金額 件数 金額 

競争入

札等 

( 2.6%) 

2 

( 5.9%) 

738 

( 5.7%) 

7 

( 6.8%) 

1,284 

(250.0%) 

5 

(73.9%) 

546 

企画競

争・公募 

(46.1%) 

35 

( 9.9%) 

1,233 

(52.8%) 

65 

(71.3%) 

13,385 

(85.7%) 

30 

(985.5%) 

12,152 

競争性

のある

契約 

（小計） 

(48.7%) 

37 

(15.8%) 

1,971 

(58.5%) 

72 

(78.2%) 

14,669 

(94.6%) 

35 

(644.1%) 

12,698 

競争性

のない

随意契

約 

(51.3%) 

39 

(84.2%) 

10,491 

(41.5%) 

51 

(21.8%) 

4,092 

(30.8%) 

12 

(△

61.0%) 

△6,399 

合計 
(100.0%) 

76 

(100.0%) 

12,462 

(100.0%) 

123 

(100.0%) 

18,761 

(61.8%) 

47 

(50.5%) 

6,299 

（注１） 計数は、それぞれ四捨五入しているため、合計において一致

しない場合がある。 

（注２） 比較増△減の（ ）書きは、平成 27 年度の対 26年度伸率で

ある。 

（注３） 「競争入札等」には、不落による随意契約を含む。 

（注４） 一部の契約については、契約金額を非公表としているため、

件数のみ計上している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）人件費は、政府の

方針を踏まえ適切に対応

した。なお、高度で専門

的な人材については、給

与水準の弾力化を図るこ

となど対応しており、高

度で専門的な人材７名の

採用のほか、正規職員６

名及び臨時職員の採用等

により、人員体制の確保

を行ったところであり、

所期の目標を達成してい

ると考える。 

 

 

（３）学歴・勤務地域を

加味した指数では、国に

近い水準となっており、

「役職員の報酬・給与等

について」において、そ

の検証結果や取組状況を

公表しており、所期の目

標を達成していると考え
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については、第

３の７の（１）

により対応する

こと。 
なお、管理運

用委託手数料に

ついては、各資

産別の運用資産

額の増減等も考

慮に入れつつ、

引き続き低減に

努めること。 
３．契約の適正

化 
契約について

は、公正かつ透

明な調達手続に

よる適切で、迅

速かつ効果的な

調達を実現する

観点から、「独立

行政法人におけ

る調達等合理化

の取組の推進に

ついて」（平成２

７年５月２５日

総務大臣決定）

により法人が策

定した「調達等

合理化計画」に

基づく取組を着

実に実施するこ

と。 

組むとともに、

その検証結果

や取組状況を

公表する。その

際、高度で専門

的な人材の報

酬水準につい

ては、第１の６

の（１）により

対応する。 

なお、管理運

用委託手数料

については、各

資産別の運用

資産額の増減

等も考慮に入

れつつ、引き続

き低減に努め

る。 

３．契約の適正

化 

公正かつ透

明な調達手続

による適切で、

迅速かつ効果

的な調達を実

現する観点か

ら、「独立行政

法人における

調達等合理化

の取組の推進

について」（平

成２７年５月

２５日総務大

臣決定）により

法人が策定し

た「調達等合理

化計画」に基づ

く取組を着実

に実施する。 

の（１）により

対応する。 
 なお、管理運

用委託手数料

については、運

用受託機関の

選定等を行う

際には、運用手

法等に応じた

効率的かつ合

理的な水準と

なるよう引き

続き低減に努

める。 
３．契約の適正

化 
公正かつ透

明な調達手続

による適切で、

迅速かつ効果

的な調達を実

現する観点か

ら、「独立行政

法人における

調達等合理化

の取組の推進

について」（平

成２７年５月

２５日総務大

臣決定）により

法人が策定し

た「調達等合理

化計画」に基づ

く取組を着実

に実施する。 

当を含め役職員

給与について検

証した上で、その

適正化に取り組

むとともに、その

検証結果や取組

状況を公表した

か。 

 

（４）高度で専門

的な人材の報酬

水準の妥当性に

ついては、その報

酬体系を成果連

動型とすること

や民間企業等に

おける同様の能

力を持つ人材の

報酬水準と比較

するなどの手法

により、国民に分

かりやすい説明

を行ったか。 

 

（５）管理運用委

託手数料につい

ては、各資産別の

運用資産額の増

減等も考慮に入

れつつ、引き続き

低減に努めたか。 

 

（６）法人が策定

した「調達等合理

化計画」に基づく

取組を着実に実

施したか。 

（以下は調達等

合理化計画にお

ける評価指標） 

‧事務所移転に関

【一者応札・応募状況】 

                   （単位：件、百万円） 

 平成 26 年度 平成 27 年度 比較増△減 

２者
以上 

件数 34 94.4% 68 94.4% 34 100.0% 

金額 1,066 84.6% 13,539 92.3% 12,473 1170.2% 

１者
以下 

件数 2 5.6% 4 5.6% 2 100.0% 

金額 193 15.4% 1,131 7.7% 937 484.7% 

合計 
件数 36 100.0% 72 100.0% 36 100.0% 
金額 1,259 100.0% 14,669 100.0% 13,410 1065.0% 

（注１） 計数は、それぞれ四捨五入しているため、合計において一致

しない場合がある。 

（注２） 合計欄は、競争契約（一般競争、企画競争及び公募）を行っ

た計数である。 

（注３） 比較増△減の（ ）書きは、平成 27 年度の対 26年度伸率で

ある。 

（注４） 計数は、不落による随意契約は含まない。 

（注５） 一部の契約については、契約金額を非公表としているため、

件数のみ計上している。 

 

（２）重点的に取り組む分野 

   調達等合理化計画において重点的に取り組むこととした事

務所移転関係の各分野について、平成 26 年度に企画競争によ

り調達した事務所移転に係るコンサルタントを活用し、次のと

おりそれぞれの状況に即した調達方法及び事務処理の効率化

に努めた。 

① 競争契約による調達 

    事務所移転に関する調達（賃貸人の指定等により随意契約に

よらざるを得ない契約を除く。）において、新事務所の賃貸借

について一般競争入札（総合評価落札方式）により、事務什器

については一般競争入札（最低価格落札方式）により調達を行

った。 

これらの調達にあたっては、仕様書等調達に必要な資料の効

率的な作成に努めるとともに、課題やスケジュールの管理を徹

底した。特に、新事務所の賃貸借については、内装工事に影響

がない範囲で可能な限り入居までの期間を短縮することによ

り、当初作成した計画より１ヵ月前倒しで事務所移転を行い、

新旧事務所に対する事務所借料の二重払いの期間を１ヵ月短

縮した。 

② 随意契約による調達 

    新事務所における入居に必要な内装工事及びネットワーク

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）「役職員の報酬・給

与等について」において、

民間資産運用業界の実態

等を含めた職員給与の支

給水準の設定等の考え方

を公表しており、所期の

目標を達成していると考

える。 

 

 

 

 

 

 

 

（５）適切に管理運用委

託手数料の低減に取組ん

でおり、所期の目標を達

成していると考える。 

 

 

 

 

（６）調達等合理化計画

において定めた重点的に

取り組む分野及び調達に

関するガバナンスの徹底

について、取り組んでお

り、所期の目標を達成し

ていると考える。 

 ・事務所移転に関する

調達においては、課
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する調達につい

て、二重に借料を

支払う期間を短

縮するよう効率

的かつ適正な調

達を行ったか。 

‧随意契約の締結

については、随意

契約によること

ができる事由と

の整合性を図っ

たか。 

‧環境物品等の調

達の推進を図る

ための方針に配

慮した調達を図

ったか。 

‧契約審査会にお

いて、新たに随意

契約を締結する

こととなる案件

を審議したか。 

‧運用受託機関等

との契約案件に

ついては、その特

性に応じた取扱

いに配慮すると

ともに、選定過程

や管理運用委託

手数料の水準に

ついては事前に

運用委員会の審

議を経るなど、運

用委員会による

適切なモニタリ

ングがなされた

か。 

‧会計事務職員及

び調達担当職員

を政府主催の研

修会に参加させ

システムの移設等、並びに旧事務所の原状回復工事について、

随意契約によらざるを得ないものとして調達を行った。新事務

所の内装工事及び旧事務所の原状回復工事については賃貸人

の指定業者による工事が求められていることから、契約の性質

又は目的が競争を許さないものに該当するため、随意契約によ

る調達を行った。 

    ネットワークシステムの移設等については、機器移設や当該

移設のための再設計及び再構築を行うものであり、本件業務完

了後もネットワークシステム受託者が管理するファイアウォ

ール等セキュリティ対策等を含めたネットワークシステム全

体の機能の継続利用が業務運営上不可欠であること、また、セ

キュリティ上サーバ室等のレイアウトを仕様書等により公表

することができないことから、契約の性質又は目的が競争を許

さないものに該当するものとして、随意契約により調達を行っ

た。 

③ 環境物品等の調達 

事務所移転に伴う事務什器の調達において、国等による環境

物品等の調達の推進等に関する法律（以下「グリーン購入法」

という。）の対象品目については、同法の適合製品であること

を仕様書に明記し、環境物品を調達した。 

 

（３）調達に関するガバナンスの徹底 

  ①随意契約に関する内部統制の確立 

   新たに随意契約を締結することとなる案件及び既に随意契

約による調達を行った案件で契約期間満了により改めて調達

を行う必要がある随意契約案件については、少額随契に該当す

るものを除き、契約審査会において審議し、会計規程における

「随意契約によることができる事由」との整合性や、より競争

性のある調達手続きの実施の可否の観点から点検を受けた。 

   また、一般競争入札等による調達案件についても契約審査会

にて審議し、調達に関する内部統制の向上を図った。 

   外国債券アクティブ運用及びパッシブ運用の運用受託機関

の選定に当たっては、運用委託手数料の水準も含めて運用委員

会で審議し、運用受託機関の選定を行った。また、オルタナテ

ィブ投資の資産管理機関の選定に当たっては、資産管理手数料

の水準も含めて運用委員会で審議し、資産管理機関の選定を行

った。 

②不祥事発生の未然防止・再発防止のための取組 

 会計事務職員及び調達担当職員を財務省会計センター主催

の政府関係法人会計事務職員研修及び公正取引委員会主催の

政府出資法人調達担当者研修会に参加させ、当該職員の資質向

題及びスケジュール

の管理を徹底し、新

事務所への入居まで

の間に行う所要の工

事の実施期間を可能

な限り短縮し、当初

計画に対し１ヵ月前

倒しでの移転実施に

より事務所借料の二

重払い期間を１ヵ月

短縮したことから、

所期の目標を達成し

ていると考える。 

 ・随意契約の締結にあ

たっては、随意契約

によることができる

事由との整合性を図

っており、契約審査

会での審議を経てい

ることから、所期の

目標を達成している

と考える。 

 ・事務所移転に伴う事

務什器の調達におい

て、グリーン購入法

の対象品目について

は、同法の適合製品

であることを仕様書

に明記し、環境物品

を調達しており、所

期の目標を達成して

いると考える。 

 ・随意契約を締結する

こととなる案件につ

いては、少額随契に

該当するものを除

き、契約審査会にお

いて審議を実施し、

会計規程における

「随意契約によるこ

とができる事由」と



67 
 

るなど、不祥事の

未然防止を図っ

たか。 

 

上を図るとともに、職員間で研修内容等について情報共有する

ことにより不祥事の未然防止を図った。 

 

の整合性や、より競

争性のある調達手続

きの実施の可否の観

点から点検を受けて

おり、所期の目標を

達成していると考え

る。 

 ・外国債券アクティブ

運用及びパッシブ運

用の運用受託機関及

びオルタナティブ投

資の資産管理機関の

選定過程や手数料の

水準については、運

用委員会の審議を経

ており、所期の目標

を達成していると考

える。 

 ・会計事務職員及び調

達担当職員を財務省

会計センター主催の

政府関係法人会計事

務職員研修及び公正

取引委員会主催の政

府出資法人調達担当

者研修会に参加さ

せ、研修内容等につ

いて調達担当部署に

おいて共有したこと

から、所期の目標を

達成していると考え

る。 

 

 

〈課題と対応〉 
  特になし 

 

４．その他参考情報 
該当なし 
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様式１－１－４－２ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項） 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅲ―１ 財務内容の改善に関する事項 

当該項目の重要度、難易

度 
 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
Ⅸ－１－１ 

 
２．主要な経年データ 
 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最終年

度値等） 

２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度 （参考情報） 
当該年度までの累積値等、必要な

情報 
         
         

         
         

 
３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 
 第５ 財務内容の改

善に関する事項 
「第４  業務運営

の効率化に関する事

項」で定めた事項に

配慮した中期計画の

予算を作成し、当該

予算による運営を行

うこと。 

第３ 財務内容の

改善に関する事項 

「第２ 業務運

営の効率化に関す

る目標を達成する

ためとるべき措

置」で定めた事項

に配慮した中期計

画の予算を作成

し、当該予算によ

る適正かつ効率的

な運営を行う。 

 

第４ 予算、収支

計画及び資金計画 

 

１．予算 

別表１のとおり 

２．収支計画 

別表２のとおり 

第３ 財務内容の

改善に関する事項 
「第２ 業務運

営の効率化に関す

る目標を達成する

ためとるべき措

置」で定めた事項

に配慮した平成２

７年度の予算を作

成し、当該予算に

よる適正かつ効率

的な運営を行う。 
 
第４ 予算、収支

計画及び資金計画 
 
１．予算 
別表１のとおり 
２．収支計画       

別表２のとおり   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜評価の視点＞ 
（１）「第２ 業務運

営の効率化に関する

目標を達成するため

とるべき措置」で定め

た事項に配慮した各

年度の予算を作成し、

当該予算による適正

かつ効率的な運用を

第３ 財務内容の改善に関する事項 

中期目標・中期計画に定める経費節減目標

を達成するため、平成２７年度において、平

成２６年度と比較して、一般管理費及び業務

経費については１．３４％を節減した予算（退

職手当、事務所移転経費、システム開発費、

管理運用委託手数料、短期借入に係る経費及

び資金運用の見直しのための高度で専門的な

人材の確保その他の基本的方針に基づく施策

の実施に必要な経費を除く。）を作成した。 

 平成２７年度の執行に当たっては、「業務運

営の効率化に関する目標を達成するため取

るべき措置」を考慮した上で業務の効率化等

による節約を可能とするため、一般競争入札

や企画競争･公募等を実施し、経費節減に努

めた。 

 

第４ 予算、収支計画及び資金計画 

（１）予算執行については、業務の進行状況及

び予算執行状況を把握し、適宜見直しを行

＜評定と根拠＞ 
評定：Ｂ 
 以下の評価の視点ごとの自

己評価に示すとおり、財務内

容の改善並びに予算、収支計

画は適切であり、所期の目標

を達成していると考えられる

ことから、Ｂと評価する。 
 
 
 
【評価の視点】 
（１） 目標に沿った予算を

作成し、適正かつ効率

的な運用を行ってお

り、所期の目標を達成

していると考える。 

 

 

 

評定 Ｂ 
＜評定に至った理由＞ 
年度計画に沿った予算等を作成した上で、適正かつ

効率的な運営を行ったことを踏まえ、「Ｂ」と評価す

る。 
 
 

＜今後の課題＞ 
 引き続き、適正かつ効率的な運営に取り組むことが

望まれる。 
 
 
＜その他事項＞ 
（外部有識者の意見） 
・特になし 
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３．資金計画 

別表３のとおり 

 

第５ 短期借入金

の限度額 

１．短期借入金の

限度額 

２０，０００億円 

２．想定される理

由 

予見し難い事由に

よる一時的な資金

不足等に対応する

ため。 

 

第６ 不要財産又

は不要財産となる

ことが見込まれる

財産がある場合に

は、当該財産の処

分に関する計画 

   なし 

 

第７ 第６の財産

以外の重要な財産

を譲渡し、又は担

保に供しようとす

るときは、その計

画 

   なし 

 

 

第８ 剰余金の使

途 

   なし 

３．資金計画 
別表３のとおり 
 
第５ 短期借入金

の限度額 
１．短期借入金の

限度額 
２０，０００億円 
２．想定される理

由 
予見し難い事由に

よる一時的な資金

不足等に対応する

ため。 
 
第６ 不要財産又

は不要財産となる

ことが見込まれる

財産がある場合に

は、当該財産の処

分に関する計画 
なし 
 
第７ 第６の財産

以外の重要な財産

を譲渡し、又は担

保に供しようとす

るときは、その計

画 
なし 
 
 
第８ 剰余金の使

途 
なし 

行ったか。 

 

 

（２）実物資産につい

て、保有の必要性、資

産規模の適切性、有効

活用の可能性等の観

点から見直しを行っ

たか。 

った。 

予算、収支計画及び資金計画の実績は、

決算報告書及び財務諸表のとおりである。 

 

 

第５ 短期借入金の限度額 

  予見し難い事由による一時的な資金不足等

が見込まれる場合には、短期借入を実施し、

必要な資金を確保する体制は整備されてい

るが、短期借入が必要となるような事態は生

じなかった。 

 

第６ 不要財産又は不要財産となることが見込

まれる財産がある場合には、当該財産の処

分に関する計画 

    なし  

 

第７ 第６の財産以外の重要な財産を譲渡し、

又は担保に供しようとするときは、その計

画 

    なし  

 

第８ 剰余金の使途 

    なし  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）該当なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈課題と対応〉 
  特になし 

 

４．その他参考情報 
該当なし 
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様式１－１－４－２ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項） 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅳ―１ その他業務運営に関する重要事項 

当該項目の重要度、難易

度 
 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
Ⅸ－１－１ 

 

２．主要な経年データ 
 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最終年

度値等） 

２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度 （参考情報） 
当該年度までの累積値等、必要な

情報 
情報セキュリティ自己

点検実施回数 
情報セキュリティ

対策の強化 
１回 ２回      

標的型メール訓練実施

回数 
情報セキュリティ

対策の強化 
１回 ２回      

         
         

 
３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 
 第６ その他業務

運営に関する重要

事項 
 
 

１．内部統制の一

層の強化に向けた

体制整備 
法人は、平成２

６年１０月３１日

に運用委員会が建

議した「基本ポー

トフォリオ見直し

後のガバナンス体

制の強化につい

て」に基づき、内

部統制等の体制の

一層の強化を図る

第９ その他主

務省令で定める

業務運営に関す

る事項 

 

１．内部統制の一

層の強化に向け

た体制整備 

平成２６年１

０月３１日に運

用委員会が建議

した「基本ポート

フォリオ見直し

後のガバナンス

体制の強化につ

いて」及び運用委

員会が策定する

「行動規範」等に

第９ その他主

務省令で定める

業務運営に関す

る事項 
 

１．内部統制の一

層の強化に向け

た体制整備 
（１）業務方法書

に基づき、内部統

制体制を強化す

るため、新たに内

部統制委員会を

設置するなど内

部統制推進体制

を整備するとと

もに、リスク管理

やコンプライア

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第９ その他主務省令で定める業務運営に関する事項 

 

１．内部統制の一層の強化に向けた体制整備 

（１）「「独立行政法人の業務の適正を確保するための体制等の整

備」について」（平成２６年１１月２８日総務省行政管理局

長通知）に基づき業務方法書に定めた事項については、内

部統制に関する規程の制定及び内部統制の基本方針の変更

をするとともに所要の規程整備を行った。なお、業務フロ

ー図の作成及び業務フローごとのリスク発生要因の分析・

評価については整備に時間を要するため、外部機関の支援

を受け平成２９年３月末までに整備することとした。 

 

（２） 内部体制の強化については、上記の業務方法書及び平成

２６年１０月３１日に運用委員会が建議した「基本ポート

フォリオ見直し後のガバナンス体制の強化について」を踏

まえ、以下の取組みを実施。 

   ① 内部統制の推進を図るため、幹部職員で構成する内部

統制委員会を設置するとともに、内部統制を担当する役

＜評定と根拠＞ 
評定：Ａ 
 以下の評価の視点ごと

の自己評価で示すとおり、

業務方法書に定めた事項

の運用を実施するととも

に、外部弁護士によるコン

プライアンスハンドブッ

クの内容を確認する研修

及び各部室ごとにコンプ

ライアンスに関するグル

ープワークを実施するな

ど役職員の意識向上を図

るとともに、運用委員会の

下に設置されたガバナン

ス会議において、運用委員

及び役職員の行動規範の

遵守状況について報告す

評定 Ｂ 
＜評定に至った理由＞ 
 外部弁護士による研修やグループワークの

実施などによる役職員の意識向上を図ること

や、内部統制委員会やコンプライアンス・オフ

ィサーの設置などの体制を整備することなど

により、内部統制の一層の強化を行った。 
また、情報セキュリティ対策についても、運

用受託機関における情報管理体制の有効性を

評価する仕組みを早期に構築するなどの取組

を適切に行い年度計画を達成したと認められ

る。 
 以上を踏まえれば、年度計画を達成してお

り、「Ｂ」と評価する。 
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こと。また、「「独

立行政法人の業務

の適正を確保する

ための体制等の整

備」について」（平

成２６年１１月２

８日総務省行政管

理局長通知）に基

づき業務方法書に

定めた事項の運用

を確実に図るこ

と。 
年金積立金の管

理及び運用に当た

っては、専門性の

向上を図るととも

に、責任体制の明

確化を図り、年金

積立金の運用に関

わるすべての者に

ついて、法令遵守

並びに慎重な専門

家の注意義務及び

忠実義務の遵守を

徹底すること。 
また、運用リス

クの管理や法令遵

守の確保等を一層

的確に実施できる

よう、所要の体制

整備等を図るこ

と。 
さらに、法人の

業務が運用受託機

関等との不適切な

関係を疑われるこ

とがないよう、役

員の再就職に関し

適切な措置を講ず

ること。 
 

基づき、内部統制

等の体制の一層

の強化を図る。ま

た、「「独立行政法

人の業務の適正

を確保するため

の体制等の整備」

について」（平成

２６年１１月２

８日総務省行政

管理局長通知）に

基づき業務方法

書に定めた事項

の運用を確実に

実施する。 

年金積立金の

管理及び運用に

当たっては、専門

性の向上を図る

とともに、責任体

制の明確化を図

り、慎重な専門家

の注意義務及び

忠実義務を踏ま

え、関係法令、中

期目標、中期計画

及び第１の１に

定める年金積立

金の管理及び運

用に関する具体

的な方針等の周

知及び遵守の徹

底を図る。また、

運用受託機関等

に対して、関係法

令等の遵守を徹

底するよう求め

る。 

なお、リスクの

管理や法令遵守

の確保等を一層

ンスの徹底を図

る。 
（２）年金積立金

の管理及び運用

に当たっては、専

門性の向上を図

るとともに、責任

体制の明確化を

図り、受託者責任

（慎重な専門家

の注意義務及び

忠実義務の遵守）

を踏まえ、関係法

令、中期目標、中

期計画及び第１

の１に定める年

金積立金の管理

及び運用に関す

る具体的な方針

等の周知及び遵

守の徹底、役職員

への研修の実施

等を行う。 
 また、運用受託

機関等に対して、

関係法令等の遵

守を徹底するよ

う求める。 
（３）リスクの管

理や法令遵守の

確保等を一層的

確に実施できる

よう、法務機能の

拡充等を検討す

る。 
（４）運用受託機

関等との不適切

な関係を疑われ

ることがないよ

う、役員の再就職

に関する制約に

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

員、内部統制推進部門及び推進責任者を定めた。 

   ② 年金積立金管理運用独立行政法人法が改正され、理事

が２名体制となったことから、規程を整備し、両理事の

職務分掌を明確化した。 

   ③ 弁護士を採用し、平成２８年１月に契約内容の法令確

認や法務に関する業務を担うリーガル・オフィサーに任

命した。 

    

（３） 内部統制については、内部統制の基本方針等に基づき、

以下のとおり適切に行った。 

① 業務の有効性及び効率性を確保するための体制の整備 

役員及び幹部職員が出席する投資委員会及び経営企画

会議により、重要事項に関する討議、情報の共有を図る

など、理事長のリーダーシップの下、法人の業務の有効

性、効率性の確保に努めた。 

また、中期計画等を達成するため、あらかじめ年度計

画を四半期ごとに分割して設定した目標に対する実績

を、経営企画会議において四半期ごとに把握・評価する

ことにより、問題点や課題を抽出し、事業運営の改善を

図った。 

② 法令等の遵守体制の整備 

法令等の遵守について、行動規範をはじめとする関係

法令及び業務方針等の遵守徹底のため、これらをネット

ワークシステムに掲載し、内部規程等の改正の都度、メ

ールにより役職員に周知を行うとともに、役職員全員が

ポケットサイズの行動規範を携行することとした。 

また、幹部職員及び法務に関する有識者である第三者

で構成するコンプライアンス委員会を開催し、役職員の

行動規範の遵守状況等の報告及びコンプライアンス推進

施策の審議を行うとともに、被保険者の利益を最優先す

ること（受託者責任）について、国民から疑念を受けな

いよう、法令遵守等の徹底を図る観点から、役職員の服

務規律の概要をとりまとめた「コンプライアンスハンド

ブック」の改訂（平成２７年５月・１１月）を行い、こ

れを周知し、役職員の意識の向上を図った。加えて、運

用委員会の下に設置されたガバナンス会議において、運

用委員及び役職員の行動規範の遵守状況について報告し

た。 

さらに、毎年３月をコンプライアンス強化月間とし、

理事長によるコンプライアンスの遵守に関する訓示、外

部弁護士によるコンプライアンスハンドブックの内容を

るなど内部統制の一層の

強化に向けた体制整備に

適切に取り組んだ。 
加えて、内部統制の推進

を図るため内部統制委員

会を設置するとともに、弁

護士を新たに採用して契

約内容の法令確認や法務

に関する業務を担うリー

ガル・オフィサーに任命

し、コンプライアンス・オ

フィサーとともに運用ガ

イドライン及び契約等の

事前審査することで法令

遵守の確保等をより一層

的確に実施できる体制を

整備した。 
さらに情報セキュリテ

ィ対策については、新たに

規程を制定し、運用受託機

関等における情報管理体

制の有効性について法人

が自ら評価する仕組みの

構築に早期に取り組んだ

（中期目標期間に検討す

るとされていたものを平

成２７年１１月末までの

７か月間で早期に構築）ほ

か、情報セキュリティ自己

点検を２回、標的型メール

訓練を２回実施するなど

（平成２６年度はともに

１回）、情報セキュリティ

の人的対策にも十分に取

り組んでおり、所期の目標

を上回る成果を達成した

と考えられることから、Ａ

と評価する。 
 
 
 

＜今後の課題＞ 
 内部統制の強化や情報セキュリティ対策に

ついて、不断の課題であり、引き続き、鋭意取

り組むことが望まれる。 
 
  
＜その他事項＞ 
（外部有識者の意見） 
・特になし 
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２．監事の機能強

化等によるガバナ

ンス強化 
基本的方針に基

づき、監事の機能

強化等を行うため

の体制を整備し、

監事の機能の実効

性を向上させるこ

と。 
３．情報セキュリ

ティ対策 
情報セキュリテ

ィポリシー（基本

方針）に基づく情

報セキュリティマ

ネジメントを厳格

に実施するととも

に、法人における

情報セキュリティ

対策の有効性を評

価し、当該対策が

十分に機能してい

ることを日常的に

確認すること。 
また、法人の役

職員のみならず法

人の外部の運用受

託機関等の関係機

関における情報管

理体制の有効性を

法人が自ら評価す

る仕組みを構築す

ること。 
４．主たる事務所

の移転に伴う関係

機関との連携確保 
主たる事務所の

移転により業務の

円滑かつ効率的な

実施に支障が生じ

的確に実施でき

るよう、法務機能

の拡充を含む所

要の体制整備等

を図る。 

さらに、運用受

託機関等との不

適切な関係を疑

われることがな

いよう、役員の再

就職に関し一定

の制約を設ける。 

２．監事の機能強

化等によるガバ

ナンス強化 

基本的方針に

基づき、監事の機

能強化等を行う

ための体制を整

備し、監事の機能

の実効性を向上

させる。 

３．情報セキュリ

ティ対策 

情報セキュリ

ティポリシー（基

本方針）に基づく

情報セキュリテ

ィマネジメント

を厳格に実施す

るとともに、法人

における情報セ

キュリティ対策

の有効性を評価

し、当該対策が十

分に機能してい

ることを日常的

に確認を行う。 

また、法人の役

職員のみならず

法人の外部の運

係る規程の適切

な運用を行う。 
 

２．監事の機能強

化等によるガバ

ナンス強化 
基本的方針に

基づき、監事の機

能強化等を行う

ための体制を整

備し、監事の機能

の実効性を向上

させる。 
３．情報セキュリ

ティ対策 
情報セキュリ

ティポリシー（基

本方針）に基づく

情報セキュリテ

ィマネジメント

を厳格に実施す

るとともに、法人

における情報セ

キュリティ対策

の有効性を評価

し、当該対策が十

分に機能してい

ることを日常的

に確認を行う。 
運用受託機関

等における情報

管理体制の有効

性を法人が自ら

評価する仕組み

の構築について

検討を行う。 
４．主たる事務所

の移転に伴う関

係機関との連携

確保 
基本的方針を

＜評価の視点＞ 
（１）平成２６年１

０月３１日に運用

委員会が建議した

「基本ポートフォ

リオ見直し後のガ

バナンス体制の強

化について」に基づ

き、内部統制等の体

制の一層の強化を

図ったか。 

 

（２）「独立行政法

人の業務の適正を

確保するための体

制等の整備」につい

て」に基づき業務方

法書に定めた事項

の運用を確実に実

施したか。 

 

（３）専門性の向上

を図るとともに、責

任体制の明確化を

図り、慎重な専門家

の注意義務及び忠

実義務を踏まえ、関

係法令、中期目標、

中期計画及び年金

積立金の管理及び

運用に関する具体

的な方針の遵守の

徹底並びに役職員

への研修の実施等

を行ったか。 

 

（４）運用受託機関

等に対し、契約等に

おいて、慎重な専門

家の注意義務及び

忠実義務の遵守を

確認する研修及び各部室ごとにコンプライアンスに関す

るグループワークを実施するなど役職員の意識の向上を

図った。 

③ 損失危機管理の体制の整備 

理事長を委員長とする運用リスク管理委員会（毎月１

回）により、運用リスク（年金積立金の管理及び運用に

伴う各種リスクの管理）の適切な管理を行った。 

また、法人運営におけるリスクの洗い出しを行い、リ

スクの強度、頻度、影響度及びその対応状況等を体系づ

けた「業務リスク管理表」について、自己評価（セルフ

アセスメント）し、理事長を委員長とする内部統制委員

会（平成２７年５月・１１月）に報告するとともに、役

職員に周知することで業務リスクへの対応認識の共有を

図った。 

④ 情報保存管理の体制の整備 

情報セキュリティに対する更なる意識向上を目的とし

て、法人の情報資産に対する脅威について理解し、脅威

から情報資産を守るためのルールや対策等について研修

を実施した。また、標的型攻撃メールを受信した場合に

備え、模擬標的型攻撃メールを用いた対策訓練を実施し

た。 

⑤ 財務報告等信頼性確保の体制の整備 

財務報告等の信頼性を確保するため、経営企画会議及

び三様監査会議（監事、会計監査人及び監査室で組織）

で審議を実施した。 

 

 

（４） 運用受託機関及び資産管理機関における関係法令等の遵

守の徹底を図るため、定期ミーティング時及びリスク・資

産管理の状況に係る報告を求める際、次の措置を行った。 

① 契約及びガイドラインに定めた次の事項について、遵

守の徹底を求めた。 

ア 運用手法、運用体制等 

イ 資産管理の方法 

ウ 資産管理体制の変更についての事前連絡 

エ 重大な変更についての事前協議 

オ 法令遵守体制の確立 

カ 外部監査の導入等のコンプライアンスの徹底 

キ リスク管理指標の管理目標値に沿った運用 

ク 売買執行等の事務処理におけるオペレーショナル・

リスクへの配慮等のリスク管理 

【評価の視点】 
（１）内部統制委員会の設

置や理事の職務分掌の明

確化など内部統制等の体

制の一層の強化を図って

おり、所期の目標を達成し

ていると考える。 
 

 

 

 

 

（２）業務方法書に定めた

事項の運用を実施してお

り、所期の目標を達成して

いると考える。 
 

 

 

 

 

（３）責任体制について

は、内部統制の基本方針及

び内部規程において明確

にされており、また、役職

員の服務規律等の概要を

まとめたコンプライアン

スハンドブックを作成し、

周知を図っており、所期の

目標を達成していると考

える。 
 
 
 
 
 
（４）定期ミーティング、

運用及びリスク管理の状

況の報告書提出時等、運用

受託機関等と会する各般

の機会を捉えて、関係法令
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ることがないよ

う、関係行政機関

及び関係金融機関

等との緊密な連携

の確保に努めるこ

と。 

用受託機関等の

関係機関におけ

る情報管理体制

の有効性を法人

が自ら評価する

仕組みを構築す

る。 

４．主たる事務所

の移転に伴う関

係機関との連携

確保 

主たる事務所

の移転に当たっ

ては、関係行政機

関及び運用受託

機関等との連携

を十分に図るた

めの体制を整備

し、業務に支障が

生じないような

措置を講じる。 

 

５．施設及び設備

に関する計画 

なし 

 

６．中期目標期間

を超える債務負

担 

中期目標期間

を超える債務負

担については、管

理及び運用業務

を効率的に実施

するために、当該

債務負担行為の

必要性及び適切

性を勘案し、合理

的と判断される

ものについて行

う。 

踏まえ、事務所の

所在について所

要の対応の検討

を行う。 
主たる事務所

の移転に当たっ

ては、関係行政機

関及び運用受託

機関等との連携

を十分に図るた

めの体制を整備

し、業務に支障が

生じないような

措置を講じる。 
 

５．施設及び設備

に関する計画 
 なし 
 

６．中期目標期間

を超える債務負

担 
中期目標期間

を超える債務負

担については、年

金積立金の管理

及び運用業務に

附帯する業務が

中期目標期間を

超える場合で、当

該債務負担行為

の必要性及び適

切性を勘案し、合

理的と判断され

るものについて

行う。 
 

７．職員の人事に

関する計画 
 

（１）業務運営を

踏まえ、関係法令等

の遵守を徹底する

よう求めたか。 

 

（５）リスクの管理

や法令遵守の確保

等を一層的確に実

施できるよう、法務

機能の拡充を含む

所要の体制整備等

を行ったか。 

 

（６）監事の機能強

化等を行うための

体制を整備し、監事

の機能の実効性を

向上させたか。 

 

 

 

 

（７）情報セキュリ

ティポリシー（基本

方針）に基づく情報

セキュリティマネ

ジメントを厳格に

実施するとともに、

法人における情報

セキュリティ対策

の有効性を評価し、

当該対策が十分に

機能していること

を日常的に確認し

たか。 

 

 

 

 

（８）法人の外部の

運用受託機関等の

関係機関における

ケ 株主利益の最大化を図るためのスチュワードシップ

責任･株主議決権行使への取組 

コ 資産管理上の留意点 

② コンプライアンスの遵守状況の確認として、次の事項

について、関係法令等の遵守が適切になされているかを

確認した。 

＜運用受託機関＞ 

ア 投資対象 

イ 投資対象国 

ウ 銘柄格付 

エ 禁止取引 

オ 利益相反行為の回避 

カ 自社又は関連会社の有価証券への投資 

キ 政策投資 

ク クロス取引 

ケ 最良執行に関する事項 

コ 外部監査状況 

サ 問題発生時の対応 

シ 日本公認会計士協会 監査・保証実務委員会実務

指針第８６号（８６号報告書）等内部統制監査の項

目等 

なお、８６号報告書等内部統制監査の結果について、

提出を求め、その監査内容を確認した。 

 ＜資産管理機関＞ 

ア 実績・遵守状況・担当部署 

イ 利益相反行為の回避 

ウ 外部クロス取引 

エ 内部監査状況 

オ 外部監査状況 

カ 問題発生時の対応 

キ  日本公認会計士協会 監査・保証実務委員会実務

指針第８６号（８６号報告書）等内部統制監査の項

目等 

なお、８６号報告書等内部統制監査の結果について、

提出を求め、その監査内容を確認した。 

 

 

（５）内部監査 

   内部統制の一層の充実強化を図る観点から、内部統制の

ＰＤＣＡサイクルにおける独立したモニタリング機能を果

たすため、諸規程等に準拠した事務処理状況等、契約及び

等の遵守の徹底と確認を

行っており、所期の目標を

達成していると考える。 

 
（５）弁護士を採用しリー

ガル・オフィサーに任命す

るとともに、運用ガイドラ

イン及び契約等の事前審

査体制を整備しており、所

期の目標を上回る成果が

得られたと考える。 
 
（６）業務方法書の変更に

併せて監事監査規程を全

面的に改正し、監事の機能

強化等を行うための体制

を整備するとともに、監事

の機能の実効性を向上さ

せており、所期の目標を達

成していると考える。 
 

（７）情報セキュリティ対

策の実効性を高めるため

に、情報セキュリティ自己

点検を２回、標的型メール

訓練を２回実施するなど

（平成２６年度はともに

１回）人的対策を行ったほ

か、法人ネットワークにお

けるセキュリティ診断（ペ

ネトレーションテストを

含む。）を調達・実施しセ

キュリティ対策が有効に

機能していることを確認

しており、所期の目標を上

回る成果が得られたと考

える。 
 
（８）運用受託機関等にお

ける情報セキュリティ対

策実施規程を制定し、外部
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７．職員の人事に

関する計画 

（１）業務運営を

効率的かつ効果

的に実施するた

め、組織編成及び

各部門の人員配

置を実情に即し

て見直す。 

（２）職員の努力

及びその成果を

適正に評価する

人事評価を実施

する。 

（３）職員の採用

に当たっては、資

質の高い人材を

より広く求める。 

（４）職員の資質

の向上を図る観

点から、資産運用

等の分野に係る

専門的、実務的な

研修を実施する

ほか、当該分野等

の資格取得を積

極的に支援する。 

効率的かつ効果

的に実施するた

め、組織編成及び

各部門の人員配

置を実情に即し

て見直す。 
（２）職員の努力

及びその成果を

適正に評価する

人事評価を実施

する。 
（３）職員の採用

に当たっては、資

質の高い人材を

より広く求める。 
（４）職員の資質

の向上を図る観

点から、資産運用

等の分野に係る

専門的、実務的な

研修を実施する

ほか、当該分野等

の資格取得を積

極的に支援する。 

情報管理体制の有

効性を法人が自ら

評価する仕組みを

構築したか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（９）業務運営を効

率的かつ効果的に

実施するため、組織

編成及び各部門の

人員配置を実情に

即して見直したか。 

 

 

 

 

 

（10）職員の努力及

びその成果を適性

に評価する人事評

価を実施したか。 

 

 

（11）職員の採用に

当たっては、資質の

高い人材をより広

く求めたか。 

 

 

 

 

 

 

（12）職員の資質の

向上を図る観点か

収入・支出に関する事務処理状況及び法令等に基づく公表

状況等について監査を実施した。 

 

① 平成２７年度の内部監査は、年度監査実施計画を策定

し、定期監査を２回、情報セキュリティ監査を１回下表

のとおり実施した。  

② 監査結果については、理事長等へ報告を行い、報告後

速やかに、法人の適正な事務処理の実施に資するため全

部室に対して監査結果を通知し、指導等事項のあった当

該部署に迅速な改善措置を促した。また、経営企画会議

において法人全体への監査結果報告を行った。 

 
監査実施

期  間 
対象者及び部室    備 考 

  

 
管理部 

・【第１回】定期監査    

（フォロ－監査を含む） 

27.5 
企画部 

・【第１回】定期監査    

（フォロ－監査を含む） 

 

情報システム部 
・【第１回】定期監査 

（フォロ－監査を含む）        

 

～ 

27.9 投資戦略部 
・【第１回】定期監査    

（フォロ－監査を含む） 

 
 

運用部 
・【第１回】定期監査    

（フォロ－監査を含む） 

 
 

インハウス運用室 
【第１回】定期監査 

（フォロ－監査を含む） 

 
 

監事付 【第１回】定期監査 

監査室    
【第１回】定期監査 

（フォロ－監査を含む）   

 

理事長 情報セキュリティ監査  

 

理事(2 名) 情報セキュリティ監査  

 
 

監事(2 名) 情報セキュリティ監査  

審議役 情報セキュリティ監査  

管理部 

・【第 2回】定期監査     

（フォロ－監査を含む）  

・情報セキュリティ監査   

の運用受託機関等の関係

機関における情報管理体

制の有効性を法人が自ら

評価する仕組みを早期に

構築（中期目標期間に検討

するとされていたものを

平成２７年１１月末まで

の７か月間で早期に構築）

しており、所期の目標を上

回る成果が得られたと考

える。 
 

（９）平成２７年５月に理

事２名体制、平成２８年１

月のリーガル・オフィサー

の設置など法人に必要な

人員配置及び運用管理室

の設置やオルタナティブ

投資室の格上げによる組

織編成を行ったことから、

所期の目標を達成してい

ると考える。 

 

（10）能力及び実績の評価

結果は、昇給等に反映され

る人事評価制度の実施を

したことから、所期の目標

を達成していると考える。 

 

（11）職員の採用に当たっ

ては、資質の高い優秀な人

材をより広く求めるため、

ホームページによる募集

に加え、転職サイトへの掲

載、人材紹介会社の活用等

を通じて募集を実施して

おり、所期の目標を達成し

ていると考える。 

 

（12）職員の資質向上を目

的とした資産運用等の専
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ら、資産運用等の分

野に係る専門的、実

務的な研修を実施

するほか、当該分野

等の資格取得を積

極的に支援したか。 

27.10 

企画部 

・【第 2回】定期監査     

（フォロ－監査を含む）  

・情報セキュリティ監査  

 

運用リスク管理室 

・【第 2回】定期監査     

（フォロ－監査を含む）  

・情報セキュリティ監査  

 

 

 

～ 
 
 

情報システム部 

・【第 2回】定期監査     

（フォロ－監査を含む）  

・情報セキュリティ監査  

28.3 投資戦略部 
・【第 2回】定期監査     

・情報セキュリティ監査  

  運用部 

・【第 2回】定期監査     

（フォロ－監査を含む）  

・情報セキュリティ監査  

 
運用管理室 

・【第 2回】定期監査 

・情報セキュリティ監査  

  インハウス運用室 
・【第 2回】定期監査     

・情報セキュリティ監査  

  

監事付 
・【第 2回】定期監査     

・情報セキュリティ監査 

監査室 

・【第 2回】定期監査     

（フォロ－監査を含む）  

・情報セキュリティ監査 

③ 出納責任者の交代に伴う特別監査を実施した。 

 

④ 特別監査の監査結果については、理事長へ報告を行い、

報告後速やかに管理部長に対して監査報告を通知した。 

 

⑤ 監事監査との連携については、年度監査実施計画の説

明、監査項目等の説明及び監査結果報告等を内部監査実

施の各段階において行い、緊密な連携を図った。 

 

（６）監事監査 

① 監事による監査については、平成２７年度監事監査計

画（平成２７年４月２４日通知）に基づき、下表のとお

り実施された。 

年 月 対象部室等 実施内容等 

27.4～

6 

管理部 

企画部 
重点事項監査 

27.6 管理部 平成２６年度決算(会計)監査 

門的で実務的な研修及び

業務に関連する資格取得

の推進に努めており、所期

の目標を達成していると

考える。 

 

 

 

 

〈課題と対応〉 
  特になし 
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27.6 理事長 
平成２６年度監査報告(内部統制を含

む。) 

27.11

～ 

28.2 

全部室 業務監査(各部室長へのヒアリング等) 

通年 全部室 

経常監査(理事長・理事との面談、経営

企画会議その他全ての重要会議への出

席、運用委員会等の傍聴、各種会議資

料・決裁文書等監事回付資料等の閲覧

及び説明聴取等) 

 
② 平成２７年監事監査の充実・強化の取組実績 

ア 「平成２７年度監事監査計画」を作成し監事監査の

狙い・使命、監事の存在意義・責務を役職員に周知 

イ 監事監査の「見える化」を図り、監事監査年間・月

次計画表、同実績表を作成し、実績の進捗管理を実施 

ウ 「内部統制に関する監事監査実施基準」に基づき、

「内部統制に関する監事監査チェックリスト・評価

表」、「法人の長のマネジメントに関する監事監査チェ

ックリスト・評価表」及び「監事監査ＩＴガバナンス

チェックリスト」を活用し、内部統制監査の効率化を

推進 

エ 会計監査人（年 5回の連絡会議開催）及び監査室（随

時の連絡会）との緊密な連携を保ちつつ、財務及び非

財務情報に係る信頼性の確保のため、監事、会計監査

人及び監査室で組織する「三様監査会議」における審

議を実施 

オ 投資委員会・契約審査会等全ての重要な会議・委員

会に出席し、必要に応じて監事として意見表明し、事

後検証のみならず、予防的観点に立った経常監査を実

施 

カ 監事監査を（a）業務運営の適正性・効率性、内部統

制状況を確認・検証する「業務監査」、（b）財務報告の

信頼性を確保する「会計監査」、（c）監事による監査が

定められた事項や法人の講ずべき措置の実施状況を検

証する「重点事項監査」、（d）不正・不祥事の未然防止、

意思決定の合理性・透明性の確保、業務運営の改善と

いった予防的観点から日常業務を監査する「経常監査」

に体系化し、それぞれの監査の視点で監事意見を形成

し、役員・管理職に周知徹底し、「経営改革に貢献する」

かつ「管理運用法人内のガバナンス体制の確立に寄与
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する」ことを念頭においた監事活動を実施 

 

（７）会計監査人の監査 

会計監査人による監査については、平成２６年度決算に係

る会計監査及び平成２７年度の会計監査(期中監査)が、下表

のとおり実施された。 

    また、平成２６年度決算に係る監査報告書については、運用

委員会に報告した。 

年 月 実施内容等 

27.4～5 平成２６年度の会計監査（期中監査） 

27.5～6 平成２６年度の会計監査（期末監査） 

27.6 平成２６年度の「独立監査人の監査報告書」受領 
27.11 ～

28.3 
平成２７年度の会計監査（期中監査） 

 

（８）弁護士を採用し、平成２８年１月に契約内容の法令確認

や法務に関する業務を担うリーガル・オフィサーに任命

するとともに、運用受託機関等に対するガイドライン等

の審査をコンプライアンス・オフィサーが、契約締結そ

の他法務に関する事項の審査をリーガル・オフィサーが

行うこととし、法令遵守の確保等をより一層的確に実施

できる体制を整備した。 
 
（９）運用受託機関等との不適切な関係を疑われることがない

よう、「役員の再就職の制限に関する規程」により、役員の

再就職に関し一定の制約を設けていることを役員交代時に

説明し、所要の手続きを行う等、適切な運用を行った。 

 

２．監事の機能強化等によるガバナンス強化 

監事の機能強化については、これまでに監事を補佐する体制

の整備として監事付を設置（平成２７年１月）したほか、業務

方法書の変更に併せて監事監査規程を全面的に見直し（平成２

７年４月１日施行）、理事長との定期的会合、厚生労働大臣提出

書類の調査等について明文化するなど監事機能強化を行うため

の体制を整備した。また役員との定期的会合（年２回）、重要な

会議への出席、重要書類の監事回付を実施するなど適宜対応す

ることで監事機能の実効性の向上に取り組んだ。 

 

３．情報セキュリティ対策 

① 情報セキュリティ対策の実効性を高めるための方策の検



78 
 

討及び対応 

・日本年金機構の情報流出事案の発生を受け、情報セキュ

リティ委員会（第 18 及び 19 回）において法人ネットワ

ークシステムにおける現状の情報セキュリティ対策（人

的及びシステム上の仕組み）に関する情報共有を行うと

ともに、要機密情報の漏えい防止策について方針を決定、

実施した。 

・法人ホームページに対する外部からのセキュリティスキ

ャンが発生した事実を踏まえ、ＩＰＳやＤｏｓ攻撃防止

機能等を導入し、日常的にセキュリティ監視ができる仕

組みを構築した。また、各種フィルタリングサービスに

より隔離されるメールを日次で点検するプロセスを開始

した。 

・法人ネットワークシステムにおける情報セキュリティ対

策の有効性を評価するため、第三者によるセキュリティ

診断（ペネトレーションテストを含む。）を平成２８年２

月に実施した。この結果、インターネット（外部）から

直接攻撃を受け即座に不正侵入や情報漏えい等のセキュ

リティ侵害が発生する可能性は低いとの診断業者の見解

が得られた。また、診断により検出された脆弱性につい

ては、優先度の高いものから速やかに対策を実施してい

る。 

 

② 情報セキュリティを含む情報リテラシー確保のための役

職員への教育・訓練及び自己点検 

・ 平成 27 年 5月～6月に NPO 日本ネットワークセキュリテ

ィ協会が作成・運営するツール『情報セキュリティ理解

度チェック』を使用したオンライン研修を実施し、臨時

職員等を含む全ての役職員が受講した。 

・ Ｈ28 年 2 月に全ての役職員を対象とした集合研修を実施

し、標的型メール攻撃や外部委託業務、情報取扱い等の

ルール徹底を目的とした講義を実施した。 

・ 年度自己点検実施計画に基づき、全ての役職員を対象と

した自己点検を 2度（7月/12 月）に亘り実施した。その

結果、要機密情報の取扱いに関する一連の手順について

組織全体としてほぼ浸透していることを確認した。 

・ 多様化、巧妙化する標的型メール攻撃対策として、より

実践に近い内容の模擬メールを用いた訓練を７～８月及

び 3月の２度に亘り実施した。 

 

③ 運用受託機関等における情報管理体制の有効性について
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法人が自ら評価する仕組みの構築 

・ 「運用受託機関等における情報管理体制の有効性を法人

自ら評価する仕組み」を構築するため、情報セキュリテ

ィ委員会における複数回の審議を経て「運用受託機関等

における情報セキュリティ対策実施規程」を制定・施行

し、運用受託機関等のセキュリティ管理体制の評価方法

（評価基準・評価項目）を決定した。この間、既存契約

先との秘密保持条項の修正や証券会社等非契約先との覚

書締結等に向けた交渉を重ね、11 月末時点ですべての管

理対象先との契約等締結作業を完了した。また、年度末

に向けては、運用受託機関等から入手した情報管理体制

に係る自己評価結果やヒアリング結果等に基づき年度の

評価作業を進めた。 

 

４．主たる事務所の移転に伴う関係機関との連携確保 
「独立行政法人改革等に関する基本的な方針」（平成２５年１

２月２４日閣議決定）等を踏まえて、運用対象の多様化やリス

ク管理の高度化を図るには事務所が手狭であったため、コンサ

ルタント会社（ＮＴＴファシリティーズ）と契約し事務所移転

に関する検討を行ってきた。事務所移転の際には、関係行政機

関及び運用受託機関等との十分な調整を行い、平成２７年１２

月に事務所を移転した。なお、関係行政機関とは移転前に数回

の打合せを行った結果、平成２８年１月までに全ての手続きを

終えることで、業務に支障が生じないよう措置を行った。 
 

５．施設及び設備に関する計画 

なし 

 

６．中期目標期間を超える債務負担 

調達する業務の特性を踏まえ、中期目標期間を超える債務負

担行為を行うことの必要性及び適切性を勘案し、合理的と判断

される調達について、契約審査会及び契約監視委員会の審議を

経て、中期目標期間を超える債務負担を実施したところである 

 

７．職員の人事に関する計画 

（１）第２の１の（１）に記載のとおり（P.56～57 参照）。 
（２）第２の１の（２）に記載のとおり（P.57 参照） 
（３）職員の採用に当たっては、民間での資金の管理及び運用に

係る経験や専門的知識を有する等の資質の高い優秀な人材を

より広く求めるため、ホームページによる募集に加え、転職

サイトへの掲載、人材紹介会社の活用等を通じて募集を実施
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した。 
 
（４）職員の資質向上のために資産運用等の分野の専門的及び実

務的な研修を実施した。また、職員の資格取得等においても

積極的な支援を行った。 
  ①専門実務研修 
   ア 運用専門職員による研修 
      職員の業務遂行能力の向上を目的とした運用専門職

員による研修を実施した。 
研修回数 １回 
参加人数 ４５人 

 
   イ 外部有識者研修 

外部有識者を講師として招き、研修を実施した。

平成２７年度は、国内外の中央銀行の政策や商品市

場の動向と見通しなど時宜にかなった話題を取り上

げた。 

 

 27 年度 

研修回数 5 回（4～3月） 

参加延べ人数 163 名 

 
   ウ 外部セミナー等への参加 
     第１の７の（１）の④に記載のとおり（P.54 参照） 
 
   エ 海外研修等への派遣 
     国際機関主催の会議に講演者やパネラーとして参加す

ることにより、積極的に情報収集及び意見交換を行った。

また、海外年金調査等を通じて海外年金基金等との関係

強化を図った。      
出張月 場所 
４月 ブリスベン 
４月 ロサンジェルス 
５月 ロンドン 
６月 ニューヨーク 
６月 ロンドン 
７月 サンフランシスコ 
９月 シンガポール・ニューヨーク・ 

ロンドン 
10 月 ボストン 
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10 月 マニラ 
10 月 ドバイ 
10 月 アブタビ 
11 月 ソウル 
１月 デンバー 
１月 ダボス 
２月 ノルウェー 
３月 ボストン 

 
  ②内部統制等研修 
   ア 情報セキュリティ研修 
     情報セキュリティに対する更なる意識向上を目的とし

て、法人の情報資産に対する脅威について理解し、脅威

から情報資産を守るためのルールや対策等について研修

を実施した。 
研修回数 ２回（２月に集合研修） 
参加延べ数 １００名 

 
   イ 新人研修 
     平成２７年度に採用した職員の基礎知識習得を図る観

点から、管理運用法人の組織や遵守事項等について研修

を実施した。 
研修回数 ７回 

（7 月、8 月、11 月、12 月、1 月、

2 月、3 月） 
参加延べ数 １２名 

 
   ウ 英語研修 
      国際的な運用環境への対応や海外の資産運用に関す

る情報の取得等が求められることから、業務に必要な

英語力の向上を図るための研修を実施した。 
研修回数 ２０回（４０レッスン） 
参加人数 ６人 

 
   エ その他（自己啓発研修） 
     外部有識者を講師として招き、研修を実施した。平成 

２７年度は、職員の自己啓発を主な目的とした研修を実

施した。 
 平成 27 年度 

研修回数 １０回 
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参加延べ人数 ６２０名 
 
  ③専門資格取得等 
   ア 証券アナリスト資格取得 
     職員の専門性向上の観点から、資金運用等の分野に関

連する資格取得を推進するため、証券アナリスト資格取

得通信教育講座受講料等について支援を行った。 
     その結果、平成２７年度末までに累計で３８名となっ

た。 
   イ ＩＴパスポート資格取得 
     年金積立金の管理及び運用の基盤となる情報システム

の運営に携わる職員における情報技術の基礎知識及び 

ＩＴリテラシーの向上を目的として、情報処理推進機構

（ＩＰＡ）が実施する国家試験ＩＴパスポート資格取得

に係る受講料について支援を行った。 
     その結果、平成２７年度末の合格者数の累計は１４名

となった。 
 

 

４．その他参考情報 
該当なし 

 


